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東アジアの農業とFTA
●韓国農業の現状と日韓FTA

●国際化のなかの韓国食品産業

●日・タイFTA交渉における農業問題

●タイのブロイラー産業

●組合金融の動き
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農林中金総合研究所は，農林漁業・環境

問題などの中長期的な研究，農林漁業・

協同組合の実践的研究，そして国内有数

の機関投資家である農林中央金庫や系

統組織および取引先への経済金融情報

の提供など，幅広い調査研究活動を通じ

情報センターとしてグループの事業を

サポートしています。

イ・ギョンヘ氏のこと

筆者は昨年７月，日本の農家負債対策について韓国で講演する機会を与えられた。韓国で

は，農家の負債が10年間で４倍にも増加するなど負債問題が深刻化している。

会場の全羅北道長水
チャンス

郡は，南部の都市全州の東南約40kmに位置し，韓牛，米，高麗人参，

リンゴで全国的にも有名な，水がきれいで心の洗われる思いのするところであった。

３名による講演の後，数名の方からコメントがあった。そのなかで一人，激しい口調で長

く話す方がいた。有名な農民運動家であるイ・ギョンヘ氏であると，教えられた。言葉の制

約から詳しくはわからなかったが，農民が苦境に追い込まれたことへの抗議の声であった。

終了後，会場で立席の懇親会となり，大勢でにぎわった。イ・ギョンヘ氏ともお話をした

が，壇上の印象と異なり，口数は少なく朴訥とした感じを受けた。澄んだ，強い印象を与え

るまなざしを持つ方であった。農民のためにベストを尽くしましょう，と握手して別れた。

その２か月後，メキシコのカンクンでＷＴＯ閣僚会議が開催された。農業分野では，上限

関税の設定，関税削減方式，先進国の補助金等をめぐって主張が対立し，会議は決裂した。

会議初日の９月10日，カンクン市内で世界から集まった農民団体がデモを繰り広げたが，

そのさなかに，韓国の56歳の農民が刃物で自殺した。日本では簡単な報道であったこともあ

り，筆者は12月になって初めて，自殺したのがイ・ギョンヘ氏であることを知らされた。

氏はソウルの大学を卒業後郷里の長水に戻って農業に就いた。農業事情が深刻化するなか

で農民運動に身を投じ，道議会議員や有力な農民団体である韓国農業経営人中央連合会（韓

農連）の会長も務めた。昨年２月には，ジュネーブのＷＴＯ本部前で「ＷＴＯは農民を殺す」

と書いた幕を掲げ，一人で１か月間抗議を行う等，激しい行動で知られた方であった。

死をもって抗議するという激しさに言葉で表すことのできない衝撃を受けつつ，これは自

由化のなかであえぐ農民のせっぱ詰まった思いの吐露として，真剣に受け止めねばならない

と思った。

今，ＷＴＯ交渉は動きがまた急になっているし，日韓両国を含め，アジアでのＦＴＡ交渉も

盛んになっている。大切なことは，イ・ギョンヘ氏の思いはアジアの農民共通の思いであり，

農民同士争うのではなく，共存・共栄の道を共に探し求めることであると思う。

本号では，韓国とタイの農業とＦＴＡ交渉についてとりあげた。

（（株）農林中金総合研究所基礎研究部長　石田信隆・いしだのぶたか）

今 月 の 窓

99年４月以降の『農林金融』『金融市場』

『調査と情報』などの調査研究論文や，

『農林漁業金融統計』から最新の統計データ

がこのホームページからご覧になれます。

農中総研のホームページ http://www.nochuri.co.jp のご案内

＊2004年６月のHPから一部を掲載しております。「最新情報のご案内」や「ご意見コーナー」もご利用ください。

【農林漁業・環境問題】

・タイの農林水産業の概況とFTA交渉の展望

・荒茶の産地市場の機能変化と流通の課題

――特定実需者向取引の進展と産地の対応――

・綾の照葉樹林

・ＮＡＦＴＡと北米地域における畜産物貿易の構造変化

【協同組合】

・最近の森林組合の動向

――第16回森林組合アンケート調査結果――

【組合金融】

・地域別にみた農協と他業態の個人預貯金動向分析

・地域住民の金融機関の選択について

――地域住民アンケート調査結果にみる農協利用パターン（１）――

・組織再編のなかの漁協信用事業

――第22回漁協信用事業アンケート調査結果――

・農協の他部門運用額の動向

【国内経済金融】

・個人生命保険市場の変化とＪＡ共済

・家計部門の金融資産の動向

【海外経済金融】

・ヨーロッパにおけるソーシャル・ファイナンス

――社会的な利益追求を目標にする金融機関――

本誌は再生紙を使用しております。
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最新経済見通し（2004/５/21発表）
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〔要　　　旨〕

１　韓国農業は，小規模経営が主であること，米への依存度が高いこと，農家人口の高齢化

が著しいこと等，日本農業と共通した点が多い。また日本と異なり，農村の兼業機会が少

ないことから高齢専業農家が多く，農業の担い手確保や農地対策面で独特の課題を抱えて

いる。

２　韓国は90年代，ガット・ウルグアイ・ラウンド等国際化の流れにあわせて，施設野菜等

輸出戦略品目の育成をとおして競争力の強化を図ったが，IMF経済危機の影響もあり必ず

しも当初の目標を達せず，農家負債の累増を招いた。その後韓国農政は，親環境農業や直

接支払いを重視する方向に転換してきた。

３　韓国政府は，FTAおよびWTO交渉をにらみ，今後10年間で119兆ウォンを農業分野に投

入し，自由化の影響緩和と競争力強化を図る方針である。

４　日韓FTAによる経済効果は，短期的には日本の対韓輸出が増加するが，長期的には市場

統合と投資促進等の動態的効果により，両国にメリットが生じるとみられている。しかし，

この動態的効果の発現への道筋，韓国側に競争力があるとみられる農業部門の扱い，中

国・ASEANも視野に入れた交渉戦略等，問題点も多く残されている。

５　日韓FTAおよび日タイFTAは，家族経営農業が主体で経済の発展段階もさまざまである

アジアの実態を十分に踏まえた，柔軟性のあるFTAとすべきである。農業については，重

要品目を除外するとともに，日韓両国農業の共通の将来像を描いていくことも重要であろ

う。

韓国農業の現状と日韓ＦＴＡ
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1998年10月，小渕恵三首相・金大中大統

領による日韓首脳会談が開催され，「日韓

共同声明――21世紀に向けた新たな日韓パー

トナーシップ」が発表された。その後，研

究機関による調査の実施，経済人によるビ

ジネス・フォーラムの開催等を経て，政

府・産業界・学界の代表者からなるFTA

共同研究会が設置された。

この研究会は2003年10月に報告書をとり

まとめ，日韓FTAが双方にとって広範囲

にわたるメリットをもたらし，また東アジ

アにおける地域協力を強化する触媒として

も機能するものであるとして，交渉の早期

開始を提言した。

こうして日韓両国は03年12月に交渉を開

始し，05年内の実質合意を目標として交渉

が進められている。

日韓FTAは双方のメリットを追求する

ことを基本理念としているが，関税引下げ

は個別の分野にはマイナスの影響を及ぼす

場合も予想され，最近は，積極・消極両方

の意見が目につくようになった。

日韓FTAが双方のメリットを追求する

ものならば，この交渉は，相互の理解を一

層深めつつ，よりよい将来へ向けての共同

の道を見いだすものでなければならない。

そういう意味では，農業分野においても，

相互の理解はまだ不足しているのではなか

ろうか。

このような問題意識から，本稿では，韓

国農業の現状と課題について整理し，さら

に，日韓FTAが目指すべき方向について

考えてみることとした。

なお，日韓FTAにおいては非農業分野

においても多くの問題があるといわれる。

それらについても，可能な限り触れること

としたい。

（１） 韓国農業の概観

ａ　国土および人口

韓国の国土面積は9.9万k㎡と，日本の約

４分の１の広さである。人口は4,800万人

であるが，都市地域への人口集中が著しく，

はじめに

目　次
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首都圏（ソウル・仁川両市と京畿道）

に総人口の半数近くが居住してい

る。なお，北朝鮮の面積と人口は，

それぞれ12.3万k㎡，2,300万人で

ある。

国土の64％は山林であり，耕地

面積は186万２千ha（国土の19％），

うち田が113万８千haを占めてい

る。

ｂ　農業の概況

韓国農業は，60年代以降の産業化・都市

化の影響を大きく受けてきた。GDPに占め

る農林漁業の割合は，65年には39.0％（日

本は10.1％）であったが，99年には5.6％

（日本は2.0％）に低下した。農家戸数，農

家人口，耕地面積は減少を続けており，現

在では農家比率，農家人口比率とも日本と

ほぼ同じ水準である（第１表）。

また，経営耕地規模が小さく，耕地に占

める水田の割合が高いことも，日本とよく

似た点である（同）。

一方，日本との違いもみられる。専業農

家比率は67.3％と格段に高いし，１戸当た

り世帯員数は2.8人と逆に少ない（02年）。

これは，韓国の農村では兼業機会に恵まれ

ないこと，その結果，農家の子弟は都市に

転出して他産業に就業してきたことの結果

である。このことは，後述するように，農

業の担い手や農地をめぐる韓国独特の課題

をもたらすことになる。

さらに，このような農家の人口動態は，

日本を上回る速さでの農家人口の高齢化を

引き起こしている（第１図）。

農業部門別の生産額推移をみたのが第２

表である。米の割合が低下する一方で，野

菜，果実，花き，畜産の各部門の割合が増

加し，02年現在でみると，日本とよく似た

構成比になっている。日本より米の割合が

高く，野菜，花きの割合がやや低い。部門

別に時系列でみると，野菜の割合が90年代

前半に急激に高まった後低下して00年代に

入り横ばいとなっており，一方，米はこれ

と逆の動きをたどった後，00年代に入り実

額でも減少傾向になっている。また，畜産

は90年代以降安定的にシェアを拡大してい
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農家戸数�
農家比率�
専業農家率�

農家人口�
農家人口比率�
１戸当たり世帯員数�

耕地面積�
同水田割合�
１戸当たり耕地面積�

資料　韓国農林部「農林業主要統計」、農林水産省「ポケット農林水産統計」  
（注）　日本の「農家人口」「１戸当たり世帯員数」は販売農家の人口・世帯員

数。     

第1表　韓国農業の概況�

千戸�
％�
％�

千人�
％�
人�

千ha�
％�
ha/戸�

単位�

２，４８３�
４２．４�
６７．７�

１４，４２２�
４４．７�
５．８１�

２，２９８�
５５．４�
０．９３�

１９７０年�

２，１５５�
２７．０�
７６．２�

１０，８２７�
２８．４�
５．０２�

２，１９６�
５９．５�
１．０２�

８０�

１，７６７�
１５．６�
５９．６�

６，６６１�
１５．５�
３．７７�

２，１０９�
６３．８�
１．１９�

９０�

１，２８０�
８．５�
６７．３�

３，５９１�
７．５�
２．８０�

１，８６３�
６１．１�
１．４６�

０２�

３，０２８�
６．２�
１４．５�

９，８９８�
７．８�
４．４０�

４，７６２�
５４．７�
１．５７�

日本（０２）�

資料　韓国農林部「農林統計年報」,農林水産省「農業サン
セス」ほか�

４５�

４０�

３５�

３０�

２５�

２０�

１５�

１０�

０�

（％）�

３８．２�
３６．８�

１６．７�

７．９�

２８．５�

１７．８�

１９７０年�７５�８０�８５�９０�９５�００�０２�

第1図　６０歳以上農家人口比率の推移�

日本�

韓国�
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る。このような動きは，後述

するとおり，ガット・ウルグ

アイ・ラウンド対策として90

年代に施設野菜等の輸出戦略

品目育成が積極的に図られた

ことと，それが必ずしも目的

を達せず，逆に農家負債の累

増等の問題が深刻化するなか

で，方向転換が行われたこと

を反映したものである。

農家経済についてみると，農業所得の割

合は長期的に低下しつつあるものの，現在

なお半分近くを占めており，日本と比較す

ると高い比率になっている（第３表）。農

家所得の伸びは近年になって鈍化傾向にあ

る一方で，農家負債は，90年代以降急速に

増加してきた。本年４月に発表された農家

経済調査結果によれば，03年の農家負債は

2,697万１千ウォンと農家所得2,654万３千

ウォンを上回るに至っている。
（注１）

ウルグア

イ・ラウンド対策として積極的に資金が投

入されたことの結果としての農家負債問題

への対策は，農家経済再建の観点からも，

今後の韓国農業の新しい展開を進めるうえ

でも，大きな課題となっている。

韓国の食料自給率は低下を続け，供給熱

量自給率は70年の79 .5％から00年には

50.6％となった。
（注２）

品目別にみると，第４表

のとおり，穀類が約３割と日本と同様の低

い水準にあり，畜産物，果実の自給率も低

下を続けている。

（注１）10ウォン≒１円
（注２）韓国農村経済研究院『食品需給表』

（２） 韓国の農産物貿易

ａ　韓国の農産物貿易

韓国は，60年代以降輸出の伸びに牽引さ

れて経済発展を遂げてきた。IMF危機後の

ウォン安と輸入減少から，98年以降貿易収

支は黒字となっている（第５表）。

   （単位　１０億ウォン，億円，％）

穀物・いも類�

　うち米�

野菜�
果実�
花き�
その他農産物�
畜産�

　  合　計�

資料　韓国農林部「農林統計年報」,農林水産省「生産農業所得統計」      

第2表　農業生産額の推移�

７，９４１�

７，３９９�

３，３２３�
１，３０９�
２３９�
９６４�
３，９５２�

１７，７２８�

�

４４．８�

４１．７�

１８．７�
７．４�
１．３�
５．４�
２２．３�

１００．０�

�

８，５６１�

７，８６６�

６，５１６�
３，０２５�
５１１�
１，２８３�
５，９５９�

２５，８５５�

３３．１�

３０．４�

２５．２�
１１．７�
２．０�
５．０�
２３．０�

１００．０�

１９９０年�

１１，０９７�

９，５５６�

６，７６９�
２，５８３�
７８４�
１，８６２�
９，０５２�

３２，１４７�

３４．５�

２９．８�

２１．１�
８．０�
２．４�
５．８�
２８．２�

１００．０�

９５�

２６，２３５�

２１，７７４�

２１，９３３�
７，１５９�
４，４４３�
４，０１０�
２４，９７５�

８８，７５４�

２９．６�

２４．５�

２４．７�
８．１�
５．０�
４．５�
２８．１�

１００．０�

０２� 日本（０２）�

   （単位　千ウォン，千円，％）

農家所得（ａ）�

　農業所得（ｂ）�
　農外所得�

     （ｂ/ａ）　 �

農家負債（ｃ）�

     （ｃ/ａ）　 �
資料　韓国統計庁「農家経済統計」,農林水産省「農業経営

統計調査報告」     

第3表　農家経済の推移（１戸当たり）�

２，６９３�

１，７５５�
９３８�

６５．２�

３３９�

１２．６�

１９８０年�

１１，０２６�

６，２６４�
２，８４１�

５６．８�

４，７３４�

４２．９�

９０�

２４，４７５�

１１，２７４�
８，１４０�

４６．１�

１９，８９８�

８１．３�

０２�

７，８４２�

１，０２１�
６，８２１�

１３．０�

３，２６４�

４１．６�

日本（０２）�

   （単位　％）

穀類�
米�

大豆�

野菜�
果実�

牛肉�
豚肉�
鶏肉�

牛乳�
資料　農村経済研究院「食品需給表」,農林水産省「食料需

給表」    

第4表　主要品目別自給率�

５３．３�
９５．１�

３５．１�

１００．２�
９８．６�

９３．０�
９７．５�
１００．０�

１０９．７�

１９８０年�

４３．８�
１０８．３�

２０．１�

９８．９�
１０２．５�

５３．６�
１００．３�
１００．０�

９２．８�

９０�

３２．２�
１０２．７�

７．７�

９８．３�
８８．９�

４２．３�
９０．８�
７６．１�

７７．４�

００�

２８�
９５�

５�

８２�
４４�

３４�
５７�
６４�

６８�

日本（００）�



そのなかで，農産物については輸入超過

が続いており，その赤字幅は近年拡大傾向

にある。

農産物輸出は，日本が最大の輸出先であ

るが，口蹄疫の発生による豚肉輸出の中断

および近年の日本の景気低迷により，伸び

悩み傾向にある。主な対日輸出農産品目は，

アルコール飲料，生鮮野菜，栗，切花等で

ある。

一方農産物輸入は，アメリカからの輸入

が多く，また中国からの輸入が増加しつつ

ある。日本からの輸入は，たばこ，種子等

を除き少ない。

この結果日本との農産物の貿易収支は黒

字幅が縮小しつつも３億ドル程度の黒字を

維持しており，一方，アメリカに対しては

20億ドル規模の赤字が続き，中国に対して

は近年急速に赤字が拡大している。

なお，日韓の全体の貿易収支は日本の大

幅黒字である（02年で16,356億円）。
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また，日本の農産物輸入相手先は，アメ

リカ，EU，中国，オーストラリア，カナ

ダ，タイ等の順で，韓国は第９位（総輸入

額の1.7％）となっている（
（注３）

03年）。

ｂ　韓国の農産物貿易にかかる国境措置

日韓の関税率を比較すると，全品目加重

平均で日本は2.7％，韓国は9.2％となって

いる（01年，第６表）。とくに農産品は，日

本の10.6％に対し韓国は84.0％と高い。ま

た非農産品の場合でも，主要な工業製品分

野で５％程度の関税率格差がある。

次に，農産物にかかる関税以外の国境措

置については，まず，米にかかる関税化猶

予措置がある。韓国はウルグアイ・ラウン

ドにおいて，日本と同様関税化猶予の特例

措置を適用した。日本はその後99年に関税

化を受け入れたが，韓国は04年まで関税化

を猶予中である。ミニマム・アクセスは途

上国の規定を適用し，95年の１％（５万１

千トン）から04年の４％（20万１千トン）

   （単位　百万ドル）

輸
出�

輸
入�

資料　韓国農林部「農林業主要統計」 

第5表　韓国の農産物貿易�

１３６，１６４�

１，５０８�

５６３�
４９�
１００�

１４４，６１６�

７，６０９�

１９４�
９８１�
２，６８７�

△８，４５２�

△６，１０１�

３６９�
△９３２�
△２，５８７�

�

１９９７年（ａ）�

１６２，４７１�

１，４７３�

４８７�
９９�
２０３�

１５２，１２６�

７，６５０�

１９３�
１，３０９�
２，２９２�

１０，３４５�

△６，１７７�

２９４�
△１，２１０�
△２，０８９�

�

０２（ｂ）�

２６，３０７�

△３５�

△７６�
５０�
１０３�

７，５１０�

４１�

△１�
３２８�
△３９５�

１８，７９７�

△７６�

△７５�
△２７８�
４９８�

（ｂ－ａ）�

総輸出額�

　うち農産物　　�

　　うち対日本�
　　　　　中国�
　　　　アメリカ�

総輸入額�

　うち農産物　　�

　　うち対日本�
　　　　　中国�
　　　　アメリカ�

総額�

　うち農産物　　�

　　うち対日本�
　　　　　中国�
　　　　アメリカ�

収
支�

   （単位　％）

全品目�

農産品（水産品を除く）�
水産品及び水産加工品�
石油�
木材,パルプ,紙,家具�
繊維及び衣料品�
皮革,ゴム,履物,旅行用具�
金属�
化学製品及び写真用品�
輸送機器�
機械類（電気機械を除く）�
電気機械�
鉱物性生産品,宝石,貴金属�
その他工業製品�

資料　日韓自由貿易協定共同研究会「日韓自由貿易協定
共同研究会報告書」   �

（注）　２００１年の貿易加重平均実行税率である。   

第6表　日本と韓国の関税率比較�

９．２�

８４．０�
１３．０�
４．５�
４．０�
９．８�
６．７�
３．９�
６．９�
５．０�
４．７�
２．３�
２．９�
５．５�

韓国（ａ）�

２．７�

１０．６�
４．４�
０．９�
１．４�
９．３�
１１．０�
０．６�
２．０�
０．０�
０．０�
０．１�
０．６�
０．７�

日本（ｂ）�

６．５�

７３．４�
８．６�
３．６�
２．６�
０．５�
△４．３�
３．３�
４．９�
５．０�
４．７�
２．２�
２．３�
４．８�

（ａ－ｂ）�



に拡大してきた。本年に入り，05年以降の

取扱いについて交渉が開始され，韓国は関

税化猶予措置を延長する方針で臨んでい

る。交渉参加国からは，ミニマム・アクセ

ス数量の増加や，現在加工用に向けている

輸入米を一般消費者が購入できるようにと

の要求が出されているといわれ，米が余剰

となっている韓国にとって厳しい交渉が進

められている。

米以外の品目では，唐辛子，にんにく，

たまねぎ等が国家貿易品目として保護され

ている。

（注３）農林水産省『農林水産物輸出入概況』

（３） 品目別にみた特徴と課題

ａ　米

韓国では農家経済に占める農業所得の割

合が高く，農業のなかで米が占める位置も

日本より高い。このため，米はわが国と同

等あるいはそれ以上に重要な作目である。

最近の米需給は第７表のとおり過剰基調

である。これは，国民一人当

たりの米消費量が食生活の西

洋化の影響で減少を続けてい

ること（70年136.4kg→90年

119.6kg→02年87.0kg），稲作収

入の相対的な安定性，ウルグ

アイ・ラウンド合意の結果と

してのミニマム・アクセス米

の輸入，等によるものである。

このため，03年から生産調整

が開始されている。

米の生産費を第８表に掲げ

た。日本の約35％の水準にあるが，米の生

産費が１kg当たり８円程度と
（注４）

いわれる中国

も含めて考えると，日韓の差は意味のない

ものともいえる。日本と比較して特徴的な

のは，支払地代の割合が大きいことである。

とくに５ha以上の大規模層になると全生産

費の約４割を支払地代が占め，そのため規

模の割には生産費を圧縮できていない。こ

れは，農村部から都市部への急激な人口移

動と，高齢専業農家のリタイアがすすむな

かで，農地の貸借がすすんだためである

（第２図）。韓国では日本と異なり，都会に
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   （単位　千トン）�

総供給量�

　生産�
　輸入�

　食用供給量�
　輸出�
　加工�

　期末在庫�

資料　韓国農村経済研究院「食品需給表」  �
（注）　２００１年は暫定値。  

第7表　米の需給�

７，４７０�

５，８９８�
０�

５，１７７�
０�
２２�

２，０２５�

１９９０年�

６，４８６�

５，２９１�
２１７�

４，３９２�
０�
０�

１，３３５�

０１�

   （単位　ウォン，％）

物財費�

　うち肥料農薬費�
　　　農機具費�

労働費�

　うち雇用労賃�

資本利子・地代�

　うち支払地代�

全算入生産費�

資料　韓国統計庁「農産物生産費統計」,農林水産省「米生産費」から筆者作成     �
（注）１　玄米・精米換算率は９４％とした。     �

２　為替レートは１円＝１０．０ウォンとした。     

２４，３３４�

７，８７５�
１３，３５３�

１９，５７２�

３，４６２�

４４，０８９�

１９，１５６�

８７，９９５�

総平均�

２７．７�

８．９�
１５．２�

２２．２�

３．９�

５０．１�

２１．８�

１００．０�

構成比�

１２４，８０９�

２３，９５７�
４２，７６６�

７７，１９１�

３，２０６�

５０，７７３�

６，６２４�

２４５，９４３�

総平均�

５０．７�

９．７�
１７．４�

３１．４�

１．３�

２０．６�

２．７�

１００．０�

構成比�

１９，４３５�

８，２２４�
８，２３７�

１５，０３９�

２，８７２�

４８，６５７�

３３，０４６�

８３，１３１�

５ha以上�
平均�

２３．４�

９．９�
９．９�

１８．１�

３．５�

５８．５�

３９．８�

１００．０�

構成比�

韓国� 日本�

第8表　米生産費の日韓比較（精米８０ｋｇ当たり）�
２００２年�



居住したまま所有する農地を貸している人

も多いといわれる。高齢専業農家のリタイ

アは今後さらにすすむとみられ，農地の担

い手への集積と地域農業の再編は，韓国に

とって大きな課題になっている。

流通面では，米の一部を政府が買い入れ

る部分管理が行われている。02年の政府買

入量は全体の16％，買入価格は160,160ウ

ォン／精米80kg，政府販売価格は152,100ウ

ォンであった。政府買入価格は90年代に相

当引き上げられたが，最近は抑制気味に運

用されている。政府以外への販売は，農協

への出荷が約40％，業者への出荷が約60％

といわれる。

韓国では，かつては増産目的で多収穫米

が多く作付けされた時期もあったが，現在

では高品質米志向が高まっており，政府も

それを支援している。最近は，有機・低農

薬米や機能性米(高麗人参コーティング米等)

が人気を集め，高価格で販売されている。

本年１月に筆者がソウル市内の百貨店や農

協店舗で行った店頭調査では，精米10kg当

たりで，一般米が23,000ウォン程度である

のに対し，「特別栽培循環農法米」が

57,000ウォン，「合鴨農法米」が69,200ウォ

ン，「梅のコーティング米」が48,300ウォ

ンで販売されていた。また，韓国で最もブ

ランド力があるとされる「イングンニンピ

ョ米」は，30,000ウォン前後であった。

韓国農村経済研究院の調査によれば，家

庭における米の平均購入価格は，20kg当た

り45～48千ウォンの価格帯が最も多い

（26.5％）が，60千ウォン以上の米を購入す

る世帯も4.6％あり，これらの層では味と

安全性を重視して米を購入しているとされ

る。
（注５）

しかし現在のところ，品質面では日韓両

国の米には差があるように思われる。韓国

で代表的な品種は「秋晴れ」であり，日本

の人気銘柄は一部でしか出回っていない。

また，白濁米がかなり混入しているが，日

本人からみて食味が劣ると感じる一因にな

っているようである。これを除去した「完

全米」も販売されつつあるが，価格は相当

高いといわれる。この原因としては，高温

での乾燥，定温倉庫が普及していない，精

米時の熱による劣化等があるといわれる。

筆者は本年１月に，韓国一のブランド米

地帯といわれる利川（イチョン）地区を訪

れた。ソウルから南東に約50kmに位置す

る田園地帯である。この地域は盆地気候，

水質，土質等の面でおいしい米作りに適し

ているといわれ，20年ほど前から米のブラ
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資料　韓国統計庁「農家経済統計」�
（注）　米以外の作目農家を含む抽出調査結果である。�
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２０�

１５�

１０�

５�

０�

（％）�

１９７０年�

第2図　借地および借地比率�
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ンド化に取り組んでいる。王朝時代はこの

地域で作られる米が献上されていたことか

ら，域内10農協で「イングンニンピョ」

（王様印の意味）のブランドで販売をはじめ，

95年には商標登録を行った。生産者に高度

の品質管理を求めつつ，カントリーエレベ

ーター等出荷施設を整備，また，消費動向

にあわせていち早く小袋包装にも取り組ん

できた。さらに，有機・無農薬米，合鴨農

法米にも取り組んでいる。01年および03年

の消費者調査でNo.1ブランドとして受賞，

高級百貨店等からの引き合いも多いとのこ

とであった。こうした努力の結果，イング

ンニンピョ米は全国平均より15％程度高い

出荷価格を実現している。米の需給が緩和

するなかで，このような取組みは今後他地

域にも広がっていくと思われる。

ｂ　野菜

90年代，韓国の野菜生産は消費の伸びに

支えられて大きく拡大した（第９表）。ま

たこの間，ウルグアイ・ラウンド対策とし

て施設園芸の拡大に力を入れ，施設野菜の

栽培面積が増加し（第10表），野菜の総生

産量に占める施設野菜の割合は90年の

11.7％から02年には31.7％にまで上昇した。
（注６）

これを生産指数でみたのが第11表である。

施設野菜は果実，花き，豚，生乳と並んで

高い伸びを示している。

これは，日本への野菜輸出の増加として

一定の成果に結びついているが，農家負債

の増加やIMF経済危機による消費減少もあ

り，競争力強化という所期の目的は十分に

達成できていないとされている。また，施

設も，ガラス温室等の高度な温室の割合は

低いといわれ，投下資金を有効に回収する

うえでネックになっているといわれる。

さらに，中国からの野菜輸入の増加もあ

り，韓国の野菜生産はさらなる構造改革と

競争力強化の課題を抱えているといえよう。

   （単位　千トン）�

総供給量�

　生産�
　輸入�

　食用供給量�
　輸出�
　加工�

　期末在庫�

資料,（注）とも第７表に同じ�

第9表　野菜の需給�
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資料　韓国農林部「農林統計年報」  
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資料　第１０表に同じ�

第11表　主要品目別農業生産指数�
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品目別にみると，国内消費動向，労働力

の制約，中国からの輸入，輸出先での中国

との競合がからんでさまざまな動きが予想

される。今後生産が伸びる品目としては，

需要が伸びているたまねぎ，キャベツ等や，

国内需要に加え日本中心に輸出が期待でき

るトマト，イチゴ，パプリカ等があげられ

る。キュウリも拡大期待が高いが，景気低

迷による日本への輸出減少もあり，伸びは

鈍化するとみられている。また，白菜，大

根，スイカ，マクワウリは，消費減少のた

め，生産は縮小傾向が予想される。白菜に

ついては，中国産キムチの輸入増加が大き

な圧迫要因となっている。

つぎに，卸売価格の日韓比較をしてみる

と，品目や年によりかなりの変動があるが，

02年では東京がソウルの２倍程度の品目が

多い（第12表）。ただしこれを，生産者受

取価格および小売価格も含めて比較する

と，川下に行くほど日韓価格差が縮小する

傾向にある（第３図）。わが国においては，

青果物の小売価格に占める生産者受取価格

の割合は47％程度と試算されているが，
（注７）

韓

国の場合も，流通経費の占める割合が相当

高くなっている可能性がある。

ｃ　果実

韓国の果実消費は90年代に大きく伸び，

生産もそれにあわせて増加した（第13表）。

しかし近年は輸入が増加し，国内生産は頭

打ち傾向にある。なお植物防疫法により，

リンゴ，梨，柿，桃等について，一部を除

き輸入禁止措置がとられており，現在輸入

されているものは，チリ，アメリカからの

ブドウ等を除き，国産果実と競合の少ない

ものが中心となっている。

品目別には，梨，ブドウは生産が拡大し

てきたが，リンゴおよび柿は減少ないし頭

打ち傾向にある。今後は，消費の頭打ち，
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   （単位　ウォン）
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資料　ソウル特別市農水産物公社「農・水・畜産物取引年報」,  
東京都「東京都中央卸売市場年報」    �

（注）１　ソウルは上物、東京は全体平均価格である。    �
２　１円＝１０ウォンで換算した。    

第１２表　野菜卸売価格の日韓比較（２００２年）�
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第3図　日韓の価格比較�
東京／ソウル�

資料　韓国農林部「農林統計年報」,ソウル特別市農水産物
公社「農・水・畜産物取引年報」,韓国統計庁「消費者物
価調査価格月報」,農林水産省「農業物価統計調査」,
東京都「東京都中央卸売市場年報」,総務省「小売物価
統計調査」   �

（注）１　「生産者受取価格」は２００２年全国平均。�
２　「卸売価格」は２００２年のソウルおよび東京比較。�
３　「小売価格」は２００４年１月のソウルおよび東京都
区部比較。�
４　１円＝１０ウォンで換算。�
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輸出の中国との競合，輸入増加，植物防疫

法により輸入が抑制されていること等を勘

案すると，モモを除き縮小を余儀なくされ

る品目が多いとみられ，競争力を強化する

方策が強く志向されてくるものと思われ

る。

卸売価格は第14表にみるとおりであり，

年によって変動は大きいことに留意が必要

であるが，総じて野菜よりも日韓価格差は

小さいようである。

ｄ　畜産物

韓国における畜産物消費は，経済発展を

反映して大きく伸びてきた。これに伴い，

各畜種ともに生産の拡大をみたが，その動

向は畜種により異なる。

肉牛（韓牛）の生産は，90年代末にかけ

大きく増加したが，IMF危機後の景気後退

と01年に実施された牛肉輸入自由化の影響

で飼養農家数が急減，生産も減少し，停滞

気味になっている（第15表）。このなかで，

牛肉輸入量は国内生産量と肩を並べるまで

に増加した。今後は，韓牛のブランド化を

すすめて生産の維持・発展を図ることが課

題とされている。

乳牛飼養農家数も減少したが，１戸当た

り飼養戸数は50頭近くまで増加し，生産は

増加基調にあり，最近では需給は余剰気味

である。

豚肉は，飼育農家数は減少しているが総

飼養頭数は順調に増加し，１戸当たり飼養

頭数は500頭を超えて，大規模化が進んで

いる。なお，豚肉輸出は99年まで３億ドル

程度あったが，口蹄疫の発生により現在は

ごくわずかにとどまっている。輸入量は，

国内生産量の約１割にとどまっている。

ブロイラー・採卵鶏も規模拡大がすすん

でおり，生産も維持されている。ブロイラ

ーの自給率は75％程度であるが，鶏卵はほ
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　　第15表　家畜飼養頭羽数の推移�
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ぼ100％自給されている。

（注４）伊藤（2002）
（注５）李・金（2003）
（注６）韓国農林部「農林業主要統計」
（注７）農林水産省「平成14年度食品流通段階別価
格形成追跡調査　青果物経費調査報告」

（１） 国際化に対応した農政の展開

ウルグアイ・ラウンドでは，韓国は米を

04年まで関税化猶予することとしたが，豚

肉，鶏肉，かんきつ等は97年から，牛肉は

01年から自由化し，また大豆，ジャガイモ，

サツマイモ等の特別法による輸入制限品目

も関税化した。

このような動きのなかで，80年代末以降，

国際化に対応する新しい農政が展開されて

きた（第16表）。

それは，42兆ウォンという巨額な資金を

投じつつ，施設型農業へのシフトや農業機

械の導入を積極的にすすめ，輸出戦略品目

の専門団地育成をとおして，とくに日本市

場をターゲットとする競争力強化を図ろう

とするものであった。

しかしこれはさきにふれたとおり，農家

負債の累増，過剰生産，非適格者の事業認

定，中小農業者の疎外化等の問題を引き起

こした。

このようななかで98年に発足した金大中

政権は，親環境農業と直接支払いを前面に

出して農政転換を図りつつ，引き続き競争

力強化対策をすすめてきた。

（２） FTAを踏まえた今後の韓国農政

韓国は，工業国のなかではFTAへの取

組みが遅れているとの認識から，近年

FTAへの取組みを強めている。本年４月

にはチリとのFTAが発効し，さらに日本，

シンガポールと交渉中である。

チリとのFTAは，韓国側は米，リンゴ，

梨等を例外品目とし，また，ブドウについ

ては季節関税を導入，チリ側も洗濯機，冷
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２　韓国農政の展開

　資料　韓国農林部ホームページ,金泰坤（１９９６）等から作成�

第16表　国際化に対応した農政の推移�
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金大中政権（１９９８年発足）による法体系整備。以後これに基づき,直接支払導入・
農家負債対策・親環境農業育成・流通改革等がすすめられる。競争力強化策とし
ては,輸出団地指定の拡大,輸出業者への支援等を実施�

親環境農業に対する直接支払�

水田農業に対する直接支払�

農漁村発展総合対策�

農漁村構造改善対策�

新農政５か年計画�

農漁村特別税創設�

農漁村発展対策および農政�
改革方策�

環境農業育成法�

農業・農村基本法制定�
�
�

親環境農業直接支払制度�

水田農業直接支払制度�



蔵庫を例外品目とした。

しかしその交渉過程では，農民団体から

激しい反対運動が展開された。

こうしたなかで，韓国政府は新しい農業

対策を打ち出し，04年２月の国会で次の特

別法が成立した。

①農漁村支援特別法（１兆２千億ウォン

の特別基金による救済）

②農漁村特別税延長特別法（同税の時限

延長）

③農家負債軽減特別法（政策金利引下げ

と負債整理資金創設等）

④農漁村生活の質向上および農漁村地域

開発促進特別法（健康・教育・福祉対策）

さらに韓国政府は，FTA，WTO交渉，

04年の米関税化特例措置をめぐる再交渉等

により発生する困難から農業・農村を守る

ため，04年からの10年間で119兆ウォンを

投入する農業・農村支援計画を発表してい

る。03年11月の農林部発表によれば，前半

５年間の投融資計画は第17表のとおりであ

り，経営安定対策，直接支払，競争力強化

を強く意識したものとなっている。

なお，漁業についても，韓国海洋水産部

は，10年間で12兆４千ウォンを投入する

「水産業・漁村総合対策」を発表している。
（注８）

（注８）韓国海洋水産部ホームページ

（１） 日韓FTAをめぐる論点

ａ　日韓FTAの経済効果

FTAの経済効果としては，一般に，静

態的効果と動態的効果の二つがあると整理

されている（第18表）。

日韓FTA共同研究会は，日韓FTAの経

済効果について両国の２研究機関による分

析を行った（第19表）。両機関とも，日韓

FTAは短期的には日本から韓国への貿易

黒字を増大させるが（静態的効果），長期的

な動態効果を考慮した場合，

両国に大きなメリットをもた

らすとしている。

しかしこの点については，

静態的効果と動態的効果には

タイムラグが生じることに留

意が必要と思われる。静態的

効果は関税引下げとともに表
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資料　浦田(２００２）から筆者要約�

第18表　FTAの経済効果�

１　静態的効果（関税引下げ・輸入制限撤廃が域内
国の貿易に与える効果）             �
　（１）貿易創出効果（高コスト商品の生産が他の域

内国からの低コスト商品の輸入に置き換えら
れる�

　（２）貿易転換効果（域内国の関税が撤廃されるこ
とにより、域外国からの輸入が域内国からの
輸入に置き換えられる）             �

２　動態的効果（域内で規模の経済、競争をとおした
効率性の増大、協定国間における統合された生産
要素（資本や労働力）の利用等がすすみ、間接的に
域内国の経済成長につながる）             �
             �
             



れるが，
（注９）

動態的効果は徐々に表れるもので

あり，静態的効果が急激に生じる場合は，

動態的効果が発現する前に大きな困難に直

面する可能性があるからである。

ｂ　農業部門をどう考えるか

農産物にかかる日韓の現行関税率は，１

（２）ｂでみたとおり韓国の方が高く，たと

えば野菜・果実は日本の場合３～６％程度

であるのに対し，韓国は20～40％程度の関

税率を設定している品目が多い。

しかし，両国の生産費は，米の項で比較

したとおり大きな差があるため，関税引下

げは，韓国から日本への純輸出を増大させ

よう。韓国農村経済研究院は，日韓FTA

は韓国の対日農産物輸出を，主要９品目で

57億ドル増加させると推計している。
（注10）

一方最近は，日本からの農産物輸出への

取組みも生まれつつある。すでにみたとお

り，日韓の農産物の市場価格は生産費ほど

の格差はなく，日本の産物に対する高品質

イメージを生かせば，果実，花き等で一定

の輸出増加は可能と思われる。しかし，韓

国における所得格差の大きさを考えると，

日本農産物の市場は限定的なものにとどま

ろう。

さて，WTO農業交渉において日

韓両国は，農産物輸入国の立場か

ら，農産物についての柔軟な取扱

いを要求している。これは，日韓

の農業は小規模家族経営が中心で

相対的にコストが高いなど共通点

が多く，農業の持つ多面的機能を

維持するためには，経済効率性のみで貿易

問題を律することが不可能なためである。

このような「非貿易的関心事項」への配慮

の必要性は，農業以外でもみられる。たと

えば漁業の場合，日韓両国間では漁業資源

の維持・管理が重要な課題であり，単なる

関税撤廃による競争条件の整備のみでは，

漁業資源の急速な枯渇を招きかねないので

ある。

このような非貿易的関心事項について

は，FTAにおいても十分に配慮されるべ

きである。韓国では，財閥系シンクタンク

三星経済研究所も最近の報告書のなかで，

東アジア全体を考えれば韓国農業の日本に

対する優位はないため，東アジアFTAに

備え，日韓FTAでは主要な農産物を除外

しておくべきだとしている。
（注11）

さらに，将来においても日韓両国での農

業生産が持続できるかどうかの観点も必要

である。すなわち，日韓両国ともに農業者

の高齢化が著しく，これに対応した構造対

策をすすめているところであり，相互の市

場開放によって今現在の生産効率性のみを

基準に両国の農業を再編しても，その結果

将来にわたって生産が維持できるという保
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資料　「日韓自由貿易協定共同研究会報告書」（２００３）     �
（注）　ＫＩＥＰは,韓国対外経済政策研究院,ＩＤＥは,アジア経済研究所     

第19表　日韓FTAの経済効果分析（共同研究会）�
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証はないからである。日韓両国とも食糧自

給率は国際的にも極めて低い水準にあり，

持続的な農業生産の確保についての配慮が

必要である。

このような点を考慮し，重要な品目につ

ては除外する等の対応が必要である。

ｃ　非農業部門への影響

日韓FTAが短期的には日本の対韓輸出

増加をもたらすと見込まれるため，韓国の

電子・機械・自動車および同部品産業・中小

企業に打撃が及ぶことが懸念されている。
（注12）

それでは，韓国側にメリットをもたらす

とされる動態的効果はどのようにして発現

するのであろうか。鄭（2004）はこの点に

ついて，進化経済学の手法によりつつ分析

を行っている。

第４図のとおり，「製品技術」（３区分）

と「工程技術」（２区分）の組み合わせに

より産業群を類型化して日韓の産業を比較

すると，日本は先端技術を応用しノウハウ

を蓄積しつつ，工作機械やロボットのよう

な独自の累積的新商品を生みだし（応用・

本場型産業群），また，川上から川下までの

フルセットの産業群を形成してきた。一方

韓国は，応用技術を本場型にするまでのス

キル・ノウハウの蓄積が十分に行われてい

ないが，鉄鋼，造船，メモリー半導体等の

分野で応用技術を移入し，大量生産により

輸出市場で競争力を築いてきた。しかしこ

れは，政府に支援された財閥による輸出主

導型の発展であり，国内でのフルセット型

産業構造を構成するには至っていない。

これらの分析を踏まえ，鄭は，今後韓国

は国内での応用・本場型産業群の育成に力

を入れるのではなく，むしろ他国とのグロ

ーバルな連携を強化するなかで国内産業を

強める戦略に転換すべきであり，その第一
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資料　鄭承衍（２００４）「日韓経済比較論」      �
（注）１　 製品技術 は本来的な原理・知識を指し,以下の３つに分類される。    �
　　　〈基礎型〉新製品技術,　〈応用型〉技術の進んだ企業・国に模倣・改良される段階�
　　　〈標準型〉成熟した市場のなかで標準化された技術    �

２　 工程技術 は,製品技術を商品化するための生産過程や生産性・スキルに関連する技術で,以下の２つに分類される。    �
　　　〈本場型〉独創・累積的な進化を遂げた技術�
　　　〈移植型〉本場型技術が他の企業・国に移転され,商品生産の役割のみを果たす技術    �
　　　（以上,注は筆者要約）    
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歩として，日本とのFTAを通して両国間

の市場統合を図り，産業間または産業内分

業をさらに強めるべきだと指摘している。

しかし，このような経済構造の変革は大

きな波紋を伴わざるをえないであろう。ま

た，動態的効果として期待されている日本

企業の対韓投資も，韓国の市場規模が小さ

いため期待したほど行われるかどうかも流

動的であろう。韓国にとっては，FTAに

伴う動態的効果発揮への道筋を明らかにす

ることが大きな課題といえよう。

ｄ　中国・ASEANとのFTA

03年の韓国の輸出先をみると，中国が大

きく増加して351億ドルとなり，アメリカ

（342億ドル）を抜いて第一の輸出先となっ

た。このため最近韓国の経済界では，中国

との連携を強化すべきであるとの考え方が

強まっている。一方農業分野では，中国か

らの輸入に対して極めて敏

感になってきている。いず

れにしても，日韓FTAを考

える場合，近くの巨大な存

在である中国のことを考慮

に入れる必要がある。

大西・尹は，日韓FTAと

日韓中三国FTAについての

経済的効果の分析を行って

いる（第20表）。まず日韓

FTAの場合は，日本の韓国

への純輸出が増加するとい

う既往研究と同じ傾向が出

ている。そして日韓両国の

経済成長のメリットが中国にも及び，中国

の輸出が増加するとみられる。一方，日韓

中FTAの場合は，中国の輸出増加ととく

に日本の輸入増加が強まり，日韓のGDPは

最終年度には弱含むとの見通しとなってい

る。中国の輸出企業のなかには日韓の進出

企業が相当含まれる等，数値の解釈はさま

ざまなものがありうるが，傾向として，中

国の輸出圧力の強さをうかがうことができ

る。こうした中国の輸出増加は，特定の産

業分野においては大きな影響を及ぼそう。

さらに，ASEAN諸国との間で関税を撤

廃した場合を考えると，さらに鋭い変化が

起きる可能性が考えられる。これは，発展

段階の異なる国同士が国境措置を撤廃する

のであるから，当然のことといえる。現在

並行してすすめられている日タイFTA交

渉では，このような，発展段階が異なるが

故の難しさが生じてくることになると考え
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資料　大西広・尹清洙「日中韓３国連結小型モデルによる日韓自由貿易協定および日
韓＋中自由貿易協定の経済的効果分析」から作成�

　　（京都大学HP　http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/pacific/yosoku/index.htm）      

第20表　日韓・日韓中FTAの効果分析（大西・尹）�
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られる。

ｅ　FTAと農業分野の国内対策

既にふれたとおり，韓国政府は，FTA

締結とWTO交渉の進展による農業分野へ

の影響を緩和するために，今後10年間で

119兆ウォンを投入する計画である。

わが国においても，新たな食料・農業・

農村基本計画策定に合わせて農政の全面的

な見直しが検討されているが，日韓をはじ

めとするFTA交渉やWTO交渉の結果が農

業に及ぼす影響を測り，それに対する国内

対策を農政のなかに整合のとれた形で織り

込む必要がある。

ところで，相互に国内対策を実施する場

合は，次のような問題も考えられる。

仮に，日本はＡ品目，韓国はＢ品目に比

較優位があり，相互に関税を撤廃するとす

る。そして，それぞれの国内生産への打撃

を避けるために，日本はＢ品目生産者に，

韓国はＡ品目生産者に所得補償をするもの

とする。その場合日韓間での生産の代替は

生じず，両国間では，価格が低下した分生

産が増加し，価格下落分は財政から生産者

に補填がなされることになる。また，日韓

両国以外との貿易に関しては，両国が相互

に関税を撤廃するため，域外国からの輸入

が減少し，その分は両国における生産と貿

易の増加につながる。しかし，この効果

（貿易転換効果）がどの程度あるかは品目に

よってまちまちであろう。従って，相互に

関税を引き下げつつ実施される国内対策

は，両国にとってのメリットにつながる場

合と，単なる商品価格下落と財政支出増加

に終わる場合とがありうる。そして，両国

間で関税を引き下げた結果は，今後他国と

の貿易交渉の際にマイナスの影響を及ぼす

可能性もあろう。

したがって，次項で述べるとおり，両国

は将来の農業の共通のイメージを描いてい

くことが重要なように思われる。

（注９）たとえば，韓・チリFTAが発効した2004年
４月の両国間の貿易は急増した。韓国の対チリ
輸出は前年同月比31％増加し，自動車（＋85％），
携帯電話（＋280％），カラーテレビ（＋200％）
等が増加した。一方チリの対韓輸出も59％増加
し，銅（＋117％），化学・木材・パルプ（＋
40％），ワイン（＋370％）等が増加した。（『朝
鮮日報』2004.6.6付記事）

（注10）Choi（2002）
（注11）『日本農業新聞』2004.4.26付記事
（注12）たとえば，韓国の全国経済人連合会（全経
連）は政府に対し，日韓FTAへの慎重な対処を
求めているといわれる。（『朝鮮日報』2004.4.23
付記事）

（２） 日韓FTAのめざすべき方向

――むすびにかえて――

ａ　東アジア地域の経済連携と日韓FTA

近年，FTAによる経済の地域統合が急

速に拡大している。NAFTA（北米自由貿

易協定），MERCOSUR（南米南部共同市場）

等，南北アメリカ大陸での統合がすすむ一

方で，欧州においては04年５月，EUに新

たに10か国が加盟して25か国の巨大な経済

圏が誕生した。

アジアにおいても，シンガポールやタイ

はアジア域内・域外の諸国とのFTAを積

極的にすすめているし，ASEAN諸国は03

年10月，2020年までに経済統合を完了する

ことで合意した。さらに中国は，02年11月
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に「中・ASEAN包括的経済協力枠組み協

定」に署名，タイとは約200品目の農産品

についてのアーリーハーベストの前倒し実

施を行った。

これらの背景には，WTOの下における

貿易交渉が円滑に進まないことがあるが，

こうした動きが広がるなかで，わが国や韓

国も，ある意味では否応なしにFTAへの

取組みを強化せざるを得なくなっている。

世界の経済圏が三つになる場合，経済厚

生は最小になるというクルーグマンの試算

もあるが，
（注13）

アジア経済はすでに強固な相互

依存関係を形成しつつあり，その連携強化

は押し止めることのできない流れになりつ

つある。

アジアにおける経済連携を考える場合，

いち早く工業化を実現した日本と韓国，さ

らに急速な経済発展を遂げて巨大な存在感

を示しつつある中国の３か国の役割は極め

て重要である。そういう意味で，日韓

FTAは，アジアの経済発展に対して大き

な影響を及ぼすものとなろう。また，現在

並行してすすめられている日タイFTA交

渉は，工業国と農業国のFTAとして，ま

た異なる問題を含む交渉となっている。

アジア地域は，小規模・家族経営による

農業が主体となっており，また，経済の発

展段階も国によって大きな差がある。した

がって，貿易交渉においても単なる関税撤

廃をとおして市場の手にゆだねるだけでは

すまない多くの問題を解決する必要がでて

くる。

しかし，90年代後半のIMF経済危機によ

る一時的後退はあったものの，今後アジア

地域が大きな発展を遂げていくことは疑い

のないところであり，そのうえで，経済の

連携関係を深めることは重要な課題であ

る。

したがって，日韓および日タイFTAは，

さきにあげた様々な問題をアジアの実態に

合わせて乗り越えつつ，アジアにおける経

済連携のモデルケースとなることを目指す

べきであろう。

そのためには，よく指摘されるように，

FTAを単なる貿易自由化協定と位置付け

ず，幅広い協力・連携の協定（EPA）とし

て取り組むことが，アジアの場合はとくに

重要である。

ｂ　センシティブな部門・品目への配慮

すでにみたとおり，比較的似ている日韓

両国のFTAにおいても，農業・非農業部

門それぞれに，センシティブな部分を抱え

ている。

農業部門においては，農業の多面的機能

の維持，相互に極めて低い水準となってい

る食糧自給率の確保，両国における将来に

わたっての持続的な農業生産の維持，等の

観点が重要である。非農業部門においては，

FTAの動態的効果発現への道筋を明らか

にし，それに沿った協定内容とすべきであ

ろう。

このような観点から，部門・品目の除外，

関税引下げの程度とタイムスケジュールが

検討されるべきである。

その場合問題となるのが，FTAにおい
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ては「実質上すべて」の貿易について関税

や制限的通商規則を廃止すべきであるとす

るGATT第24条との整合性である。

しかし，現実には，多くのFTAにおい

て多様な例外品目が設けられており，
（注14）

例外

品目の設定は両国の実態に即して，忌避さ

れるべきではない。また，WTOにおいて

は発展途上国に対する特別な待遇が認めら

れており，発展途上国を多く含むアジアに

おいては，より多様なFTA協定とするこ

との意義は大きい。

FTAで自由化すべき「実質上すべて」

の貿易の定義は，除外品目を10％以下とす

るとの解釈が一般的ではあるものの，明確

なコンセンサスを得たものはない。この点

については，アジアにおける広範囲な経済

連携を図るうえでは，より柔軟な解釈を強

く求めていくべきである。

ｃ　農業についての共通のビジョンを

すでにみたとおり，日韓両国の農業は小

規模，国際競争力の低位，生産者の高齢化，

食糧自給率の低さ等の共通した悩みを有し

ており，WTO農業交渉においても共通し

た立場からの主張を行っている。そのよう

な意味では，両国のFTAについても，相

互の農業の共存・共栄が図られる内容とす

べきである。

そのためには，除外品目の設定やそれぞ

れの国内対策が重要になることはもちろん

であるが，さらにすすんで，両国の農業に

ついての共通のビジョンを構築していくこ

とも視野に入れていくべきであろう。将来

において，両国の経済統合がさらにすすん

だ段階を想定すれば，EUにおけるような

共通農業政策も念頭におきつつ，議論をさ

らに深めることが求められているのではな

いであろうか。

そして，そのような段階を想定すれば，

日韓というより広いスケールのなかでの適

地適作と，気象条件の違いや食文化の違い

を生かした，より多様で豊富な農業と食の

世界を描くことも不可能ではないであろ

う。

単に目先の利害のみにとらわれることな

く，将来を見据えた検討がすすめられるこ

とを望みたい。

（注13）浦田（2002）
（注14）たとえば，北米自由貿易協定（NAFTA）
のカナダ－メキシコ間協定においては，両国と
も乳製品，家禽肉，卵，砂糖等を例外品目とし，
さらにカナダ側は78品目，メキシコ側は87品目
を例外品目としている。
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国際化のなかの韓国食品産業

〔要　　　旨〕

１ 韓国の食品産業は，その農業と同様に徐々に自由化・国際化の波にさらされてきた。
2004年４月からは韓国初のFTAがチリとの間で発効し，日本とのFTA交渉，WTO新多角
化交渉も進んでいる。

２ 韓国食品製造業の総出荷額は，約４兆円と日本の約８分の１(人口は約３分の１強)の規模
だが，外食産業市場規模とほぼ同額で，近年の生産額伸び率は製造業全体のそれを上回っ
ており，業種別には｢酪農製品等製造業｣｢肉･果菜･油脂加工業｣が好調で，素材型の｢穀物
加工品･でん粉･飼料製造業｣は相対的に低くなっている。

３ 近年の韓国の食生活は，①洋風化･日本化(食の内容変化)，②簡便化･外部化(食の形態変
化)が急速に進展しており，外食産業売上高の最近５年間の伸び率は23％を超え，うち西
洋式，日本式食堂の伸び率は40％を超えている。

４ 農産物輸出を拡大している中国からの輸入が増加しており，食文化のシンボルであるキ
ムチでさえ白菜･塩漬白菜を加えてみた輸入量は韓国内工場生産キムチ約50万トンの１割
を超え，純輸入国に転化している。キムチの輸入単価は，韓国内工場卸売価格の３～４割
弱にとどまる。

５ １次産品に近い素材型産業をみると，製粉，製糖産業は原料農産物の国内生産が僅少･
皆無であること等から，大手７～８社の独占･寡占で，アメリカ等から原料を低関税で輸
入･加工し，内需を満たした後の生産物を日本を含むアジアに輸出している。でん粉･でん
粉糖産業も同様だが，馬鈴薯，甘薯の国内生産があることから，関税障壁による国内農産
物，同加工品(でん粉)保護が行われている。

６ 食品産業は，それぞれの国の農業との深いつながりのもとに成立しており，利害が必ず
しも一致しないこともあるが，双方相まって一国の食料事情を形成しており，それぞれの
保護･育成を図る観点が重要である。

７ 韓国も日本もその国内食料･農業事情は，専業農家比率を除けば極めて似通っている。
食料自給率は，主に第二次世界大戦後のアメリカの援助物資により縮小したものと考えら
れる小麦生産と，水田中心で飼料用穀物の生産量が少ないことを主因に，2002年で韓国
47％，日本40％と低迷している。日韓FTAは，双方の国内食料･農業事情をよく理解し合
い，その必要な保護･育成を確保していくものとする必要があろう。



農林金融2004・7
22 - 400

韓国の食品産業は，その農業と同様に

徐々に自由化，国際化の波にさらされてき

た。例えば素材型食品産業の代表格である，

製粉，製糖産業では，まず小麦粉が1985年

に輸入自由化され，精製糖はガット・ウル

グアイラウンド合意に基づいて，94年から

輸入自由化された。
（注１）

この2004年４月からは

韓国初のFTAがチリとの間で発効し，日

本とのFTA交渉，WTO新多角化交渉も進

んでいる。

しかしながら，国際化の波は制度面の輸

入自由化，輸入障壁の側面と，国際需給等

による実際の輸入圧力の両面からとらえる

必要がある。

韓国においては，近年農産物輸出を拡大

している中国から物理的距離の近さや食材

の近似性もあって，日本と同様に農産物輸

入が増加しており，輸入品目は生鮮食品の

ほか韓国食文化のシンボルとも言うべきキ

ムチにまで及んでいる。そこで，本稿では

キムチ産業と，素材型食品産業の代表格で

ある製粉，製糖，でん粉・でん粉糖産業を

取り上げて，国際化の影響を受けつつある

韓国食品産業の動向を検討することとした

い。
（注１）｢輸入自由化｣とは輸入制限品目から解除さ
れたとの趣旨で，当然のことながら関税障壁等
は残る。

初めに韓国食品産業全体について概観す

ることとしたい。食品製造業を主体にしつ

つ，広義の食品産業である外食産業も含め

て整理しておくこととする。

（１） 韓国食品産業の沿革

食品産業の歴史は韓国産業界のなかでは

相対的に古く，1945年の朝鮮解放の時点で

韓国が擁していた工業部門（軽工業）の一

角を占めていた。朝鮮戦争休戦（1953年）

後，アメリカの援助によって，製粉，製糖，

繊維のいわゆる｢三白産業｣が活況を呈し

た。援助は主に物資供与の形で行われ，そ
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の大半は小麦，原

糖，原毛，原綿等

の 原 資 材 で あ

った。
（注２）

確かに，後記の

とおり，韓国製粉

企業，製糖企業の

設立年は1950年代

に集中している。

当時設立された企

業が，少なくとも製粉，製糖業界に限って

言えば今日まで存続し，寡占構造を形成し

ている。

なお，このような食品産業の成立過程は，

一方で小麦をほとんど海外に依存する等，

韓国内農業にも多大な影響を与えている。

（注２）渡辺・金（1996）

（２） 韓国食品産業の概況

ａ　韓国食品製造業の概況

韓国の食品製造業全体（食品製造業と飲

料製造業の合計，以下同じ）の規模，地位等

をみると，事業所数は８千（全製造業中

7.3％），従業員数は18万人（同6.8％），製造

品出荷額は42兆ウォン（同6.8％，約4.2兆

円＜100ウォン=約10円＞），付加価値額は16

兆ウォン（同6.9％，約1.6兆円），付加価値

額の出荷額に占める割合は39.2％（全製造

業では38.4％）と，日本の食品製造業の地

位（全製造業中１割強の地位）とは，少し趣

きを異にしている（第１表）。

地位・占有率の相対的低さは，食品製造

業の面的展開度が相対的に低いことによる
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ものと推定される。なお，崔（2000）は韓

国食品工業の課題として｢・・・，農産物の

加工割合が他の国に比べて非常に低

い・・・｡｣と述べている。

韓国食品製造業の従業員規模別構成をみ

ると，従業員数100人以上の304事業体（全

体の４％）が総売上高の52％を占めており

（02年），日本（同6.3％の2,551事業体が総出

荷額の57.0％を占める）と同様に全体的な生

産集中度が高くなっている（第２表）。

韓国食品製造業の業種別の生産額推移に

ついて，00年から02年への２年間の生産額

伸び率でみると，飲食料品製造業全体で

14.5％と製造業全体（12.3％）を上回ってお

り，特に｢酪農製品・アイスクリーム製造

業｣（23.3％），｢肉・果菜・油脂加工業｣

（18.5％）で好調である。一方，素材型を中

心とする基礎的食料品である｢穀物加工

品・でん粉・飼料製造業｣の伸び率は同

9.2％と相対的に低いものとなっている（第

３表）。これらは，韓国内における食生活

の，①洋風化・日本化（食の内容の変化），

②簡便化・外部化（食の形態の変化）等か

（単位　千事業所，千人，１０億ウォン，１０億円，％）

資料　韓国統計庁ホームページ（ｈｔｔｐ：//ｋｏｓｉｓ．ｎｓｏ．ｇｏ．ｋｒ/）の「鉱業・製造業統計調査」,『（日本）工
業統計表』から作成�

（注）　「食品製造業」は,「食料品製造業」と「飲料製造業」の合計（たばこ製造業は含まない）。�

第1表　韓国と日本の食品製造業比較（２００２年）�

１１０�
２，６９６�

６３１，３３８�
２４２，３００�

３８．４�

８�
１８３�

４２，６４９�
１６，７２１�

３９．２�

７．３�
６．８�
６．８�
６．９�

-

韓　国�

食品製造業�
（ｂ）�

全製造業�
（ａ）� （ｂ／ａ）�

２９１�
８，３２４�

２６９，３６２�
９７，４５９�

３６．２�

４１�
１，２４１�
３０，６８５�
１１，４７４�

３７．４�

１４．１�
１４．９�
１１．４�
１１．８�

-

日　本�

食品製造業�
（ｂ）�

全製造業�
（ａ）� （ｂ／ａ）�

事業所数�
従業員数�
製造品出荷額 ａ�
付加価値額 ｂ�

付加価値額割合�
    （ ｂ ／ ａ ）�
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らも影響を受けているものと考えられる。

韓国食品産業の付加価値，雇用の推移は

第４表のとおりで，GDPの増大にあわせて

順調に拡大してきた。

ｂ　韓国外食産業の概況

広義の食品産業のもう一方の翼を担う外

食産業の動向はどうだろうか。

韓国においては，ソウルオリンピックが

開催された88年ごろを起点にして食生活の

変化が生じ始め，02年のワールドカップ開

催以来の２年間で急速に多様化・高度化し

てきたといわれる。主婦年齢で現在37歳

（1967年生まれ）ごろを境にして，韓国の伝

統食からの解放度が高

くなるともいわれ，夕

飯の形態もおかずが10

品並ぶ韓国食から，日

本と同様に２～３品の

おかずが並ぶ食生活へ

の変化もみられてきて

いるといわれる。
（注３）

これらは，核家族化

の進展，女性の社会進

出，共働き世帯の増加

等のライフスタイルの

変化に加え，海外旅行

が盛んになり洋食や日

本食への嗜好が高まっ

たことなどを背景に生

じていると思われる。

そして，ライフスタイ

ルの変化等は外食産業

（単位　個，１０億ウォン，％）

韓
国
食
品
製
造
業�

５～１９人�
２０～４９�
５０～９９�
１００～２９９�
３００～４９９�
５００人以上�

　 合計�

１６．４�
１３．３�
１８．０�
３２．４�
１０．８�
９．０�

１００．０�

構成比�

５，５２８�
１，２９１�
４２７�
２５２�
３６�
１６�

７，５５０�

事業体数�

７，０４４�
５，７１８�
７，７２５�
１３，８９１�
４，６２３�
３，８７６�

４２，８７７�

売上高�

７３．２�
１７．１�
５．７�
３．３�
０．５�
０．２�

１００．０�

構成比�（従業員数）�

（単位　個，億円，％）

日
本
食
品
製
造
業�

４～１９人�
２０～４９�
５０～９９�
１００～２９９�
３００～４９９�
５００人以上�

　 合計�

８．６�
１５．１�
１９．２�
３７．６�
１１．０�
８．４�

１００．０�

資料　第１表に同じ �
（注）　たばこ製造業は除く（日本には含む）。  

構成比�

２７，２２４�
７，９３１�
２，８９９�
２，０６１�
３５０�
１４０�

４０，６０５�

事業体数�

２８，９５２�
５０，９０７�
６４，５９６�
１２６，３５０�
３６，９４４�
２８，３５６�

３３６，１０５�

出荷額�

６７．０�
１９．５�
７．１�
５．１�
０．９�
０．３�

１００．０�

構成比�（従業員数）�

 第2表　韓国食品製造業の従業員規模別構成�
(２００２年）�

　(単位　億ウォン，千人，％）�

付
加
価
値�

雇
用�

１００．０�
８９．１�
４０．２�
２．９�

１００．０�
１９．７�
０．８�

寄与度�

５，５１５，５７５�
４，９１５，６８９�
２，２１８，５９５�
１５９，００９�

２１，３６２�
４，１９９�
１８０�

０１�

４，７８５，３２９�
４，４５５，８１８�
１，６３７，３３１�
１００，２７６�

２１，０６１�
４，２４４�
１７８�

００�

２，６４２，０５２�
２，３２８，４８６�
７３９，８２５�
７２，９７６�

１８，０８５�
４，９１１�
２１４�

９０�

１，１１２，３６３�
９２８，２７２�
２５４，８５２�
３９，２７６�

１３，６８３�
２，９５５�
１３１�

８０�

５６０，３１４�
４０８，３８３�
５９，９５７�
１４，８８２�

９，６１７�
１，２６８�
１０４�

１９７０年�

GDP�
全産業�
製造業�
飲食料品�

全産業�
製造業�
飲食料品�

資料　韓国農水産畜産新聞『韓国食品年鑑（２００３）』（韓国銀行『国民計算』,韓国統計庁『鉱工業
統計調査報告書』『韓国統計年鑑』）�

第4表　韓国食品産業の付加価値・雇用推移�

韓国�
(１０億ウォン,％）�

日本�
（億円）�

２０００年�

製造業全体  �

飲食料品製造業  �

　食料品製造業 �

　　肉,果菜,油脂加工業�
　　酪農製品,アイスクリーム製造業�
　　穀物加工品,でん粉,飼料製造業�
　　その他食品製造業�

　飲料製造業 �

５６４，８３４�

３７，４３４�

３１，３４４�

８，５２８�
３，４３９�
８，５２４�
１０，８５３�

６，０９０�

伸び率�
（０２/００）�

１２．３�

１４．５�

１５．１�

１８．５�
２３．３�
９．２�
１４．４�

１１．７�

０１�

５８３，７９３�

３９，８５０�

３３，９１４�

９，３００�
４，０７９�
９，２３７�
１１，２９８�

５，９３６�

０２�

６３４，１９９�

４２，８７６�

３６，０７５�

１０，１０８�
４，２４２�
９，３０８�
１２，４１７�

６，８０１�

０２�

２，６９３，６１８�

３０６，８５３�

２３９，４３８�

４０，３０４�
２２，６８９�
７３，３３１�
１０３，１１４�

６７，４１５�

第3表　韓国食品製造業生産額の業種別推移�

資料　第１表に同じ      �
（注）　たばこ製造業は除く。日本の数値は出荷額。   



の成長をもたらしている。

韓国の外食産業市場規模の近年における

推移について，96年から01年への５年間の

売上高伸び率でみると23.2％と高率で，01

年の売上高は41兆ウォン弱（約４兆円）と

なっている（第５表）。外食産業市場規模

は日本同様前述の食品製造業の総出荷額と

ほぼ見合っているが（規模は日本の約８分

の１），今後はそれを上回って成長するこ

とも予想される。

外食産業のうち韓国における食堂業（レ

ストラン業）について着目し，その業態推

移について同じように96年から01年への５

年間の変化でみると，食堂業全体の売上高

伸び率は36.1％で，01年の売上高は25兆ウ

ォン（約2.5兆円）となっている。食の外部

化の受け皿は，売上高（シェア58.4％，01年）

でも，売上高増加額でも韓国式食堂がトッ

プだが，売上高伸び率だけでみると日本式，

西洋式食堂がともに40％を超え，ファース

トフードの売上高は2.7兆ウォン弱（約0.27

兆円，シェア10.6％）に達しており，韓国に

おける食の外部化が洋風化，日本化を伴い

つつ進展していることが分かる（第６表）｡
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（注３）本多（2003）

韓国農産物貿易を詳述することは本稿の

主目的ではないことから，食品産業に着目

しつつ必要最小限の整理をしておこう。

（１） 輸入

韓国の農産物輸入1,500万トンを品目別

に見てみると，１位はうち200万トン程度

がでん粉・でん粉糖産業の原料となるトウ

モロコシが853万トンで圧倒的に多く，そ

のほとんどがアメリカからの輸入となって

いる。次いで主に製粉産業の原料となる小

麦が325万トンで，多くはアメリカ，オー

ストラリアから輸入されている。３位は大

豆の134万トンで，これら上位３品で1,300

万トン強と韓国全体の農産物輸入量の

85.2％を占めている（01年，第７表）。

なお，農産物輸入金額は57億200万米ド

事業体数（千個）�

従事者数（千人）�

売上額�
（１０億ウォン，億円）�

資料　韓国統計庁ホームページの｢卸小売業およびサービ
ス業総調査｣,外食産業総合調査研究センター『外食産
業統計資料集（２００３年）』から作成　　  �

（注）　宿泊および飲食店業の全体数値。  

第5表　韓国外食産業市場規模推移�

５４０�

１，４６９�

４０，９１１�

０１�

５５５�

１，３８６�

３３，２１０�

１９９６年�

△２．７�

６．０�

２３．２�

伸び率�
（０１/９６）�

韓国�

７９５�

４，２９３�

３２０，２６２�

０１�

日本�

　　　　 （単位　千個，１０億ウォン，％）

韓国式�
中国式�
日本式�
西洋式�
ファーストフード�
麺類･のり巻�
その他�

　 食堂業計�

資料　第５表に同じ     �
（注）１　９６年は９１年韓国標準産業分類基準,０１年は００年韓国標準

産業分類基準の数値。     �
２　０１年の｢その他｣に｢ファーストフード｣｢麺類･のり巻｣を加
えた場合の９６年｢その他｣からの伸び率は, ｢事業体数」△
４．７％,「売上高」６４．２％となる。�

第6表　韓国における食堂業の業態推移�

２１９�
２４�
４�
１５�
…�
…�
８６�

３４８�

事業�
体数�

１１，４８１�
１，３５９�
６７６�
１，１９９�
…�
…�

３，８６１�

１８，５７６�

売上高�事業�体数�売上高�
事業�
体数�売上高�

１９９６年�

２２９�
２４�
５�
１４�
２４�
４９�
９�

３５４�

１４，７６１�
１，５３０�
９６４�
１，６８２�
２，６９１�
１，８４３�
１，８０６�

２５，２７７�

０１�

４．６�
０．０�
２５．０�
△６．７�

-�
-�

△８９．５�

１．７�

２８．６�
１２．６�
４２．６�
４０．３�
-�
-�

△５３．２�

３６．１�

伸び率（０１/９６）�

２　韓国農産物貿易の概要



ル（以下「ドル」）で韓国全体の輸入金額

1,521億ドルの3.7％にとどまっている（
（注４）

02

年）。

（注４）韓国農林部『農林統計年報（2003）』

（２） 輸出

一方，韓国の数量ベースの農産物輸出は

50万トンと小さく，１位は砂糖の32万４千

トンで，香港，中国，日本，

フィリピン，シンガポール

等，アジア諸国を中心に輸

出されている。２位は豚肉

の３万８千トン，３位は白

菜の３万２千トンで，上位

３品で39万４千トンと韓国

全体の農産物輸出量の

79.1％を占めている（01年，

第７表）。

なお，農産物輸出金額は

13億7,500万ドルで韓国全

体の輸出金額1,625億ドル

の0.8％にとどまっている。
（注５）

（注５）（注４）に同じ。

（３） 対日輸出入

次に，対日輸出入の概況を見ておこう。

ａ　輸出入金額

韓国の対日農産物輸出額は農産物合計で

は460百万ドルとなっている。これに対し

て対日農産物輸入額は153百万ドルにとど

まり，全体では307百万ドルの輸出超過と

なっている（02年，第８表）。

ｂ　輸出入品目

（a） 対日輸出品目

韓国の主な対日農産物輸出品目を見てみ

ると加工食品が圧倒的に多い。

金額ベースで１位なのは｢エチルアルコ

ール・蒸留酒（韓国焼酎等）｣（91百万ドル），

２位は｢野菜缶びん詰等（キムチ等）｣（76
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 （単位　千トン）

農産物計�

トウモロコシ�
小麦�
大豆�
大豆油�
椰子油�
米�
バナナ�
牛肉�
大麦�
その他の野菜�

上位１０品目計�

１５，８９２�

８，８８８�
３，２６６�
１，５８６�
３４０�
２００�
１０７�
１８４�
２２３�
１４６�
１４３�

１５，０８２�

農産物計�

砂糖�
豚肉�
白菜�
栗�
梨�
トマト�
キュウリ�
粉乳�
キャベツ�
その他の野菜�

上位１０品目計�

資料　韓国農村経済研究院『食品需給表(２００１)』から作成  

第7表　韓国の品目別農産物輸出入状況�

輸　入� ２０００年�

１５，３９５�

８，５２９�
３，２５１�
１，３４４�
３６１�
２２６�
２１７�
１９５�
１６６�
１６２�
１３１�

１４，５８２�

０１�

５５８�

４２２�
１６�
２６�
１６�
９�
１３�
６�
４�
１�
８�

５２０�

輸　出 ００�

４９８�

３２４�
３８�
３２�
１７�
１１�
１０�
８�
７�
６�
５�

４５８�

０１�

米国�

２００１年� ０２�

中国�

０１� ０２�

日本�

０１� ０２�

（単位　百万ドル）�

韓国全体 �

農林水産物計�

　農産物�
　畜産物�
　林産物�
　水産物�

韓国全体 �

農林水産物計�

　農産物�
　畜産物�
　林産物�
　水産物�

韓国全体 �

農林水産物計�

輸
出�

輸
入�

収
支�

第8表　韓国の主要相手国別農林水産物輸出入額�

資料　韓国農林部『農林業主要統計（２００３）』,韓国海洋水産開発院『水産海洋環境統計
（２００２）』から作成      

３１，２１１�

２５５�

１４８�
１３�
１２�
８２�

２２，３７６�

２，５２９�

１，５２７�
６６１�
１８４�
１５９�

８，８３５�

△２，２７４�

３２，７８０�

２１４�

１８５�
１８�
１１�
…�

２３，００９�

２，４７１�

１，３１４�
９７８�
１７９�
…�

９，７７１�

△２，２５７�

１８，１９０�

１６４�

６８�
４�
３７�
５６�

１３，３０３�

１，７４６�

８４６�
３２�
２３３�
６３４�

４，８８７�

△１，５８１�

２３，７５４�

１３０�

９６�
３�
３１�
…�

１７，４００�

１，６０１�

１，２６６�
４３�
２９３�
…�

６，３５４�

△１，４７２�

１６，５０６�

１，５６３�

４７４�
２９�
１３５�
９２５�

２６，６３３�

３４６�

１５８�
３８�
１２�
１３９�

△１０，１２７�

１，２１７�

１５，１４３�

５９０�

４６０�
２７�
１０３�
…�

２９，８５６�

２０３�

１５３�
４１�
９�
…�

△１４，７１３�

３８７�



百万ドル）である。

３位以下には１次産品の｢栗｣（47百万ド

ル）を挟んで，４位が｢穀物・穀粉調製品｣

（46百万ドル），５位，６位に１次産品の｢ピ

ーマン｣（28百万ドル），｢マツタケ｣（23百

万ドル）を挟んで，７位が｢ココア調製品｣，

８位が｢乳製品・同調製品｣（各17百万ドル）

等となっている
（注６）

（02年）。

（b） 対日輸入品目

韓国の主な対日農産物輸入品目も同様に

加工食品が多く，１位は｢紙巻タバコ｣が40

百万ドルで圧倒的に大きい。

以下は，２位｢調製飼料｣（17百万ドル），

３位の｢野菜の種｣（11百万ドル）を挟んで，

４位｢植物性の液汁・エキス｣（８百万ドル），

５位｢デキストリン（変性でん粉）｣（５百

万ドル），６位｢キャンディー類｣（４百万ド

ル）等となっている（
（注７）

02年）。
（注６）日本貿易振興機構『アグロトレード・ハン
ドブック（2003）』

（注７）（注６）に同じ。

（１） 国際化の影響を受ける

韓国食品産業

――キムチ産業を例にして――

ａ　韓国内の需給・価格動向

韓国内のキムチ需要は，01年に154万３

千トンで，近年ほぼ横ばい状態となってい

る。このうち，工場で生産されるキムチは

50万８千トンと約３割強を占め，近年漸増

傾向にある。また，１日１人当たりの需要

量は91.11gで，減少傾向にある（第９表）。

これらは，前述の核家族化等のライフス

タイルの変化，食生活の洋風化・日本化，

簡便化・外部化等に起因しているものと考

えられる。

工場生産キムチのうち大宗の32万８千ト

ン（64％）が一般市販され，次いで団体給

食９万６千トン（19％），官・軍納５万４

千トン（11％），輸出３万トン（６％）に供

される。
（注８）

韓国内におけるキムチの工場卸売価格

は，02年で1,300～1,800ウォン／kg（約130

～180円／kg）となっている。
（注９）

一方，韓国内

におけるキムチの小売価格は，ソウル市内

の04年１月時点で3,710ウォン／500ｇ（約

742円／kg）となっており，
（注10）

小売価格は工場

卸売価格の４～5.5倍の水準となっている。

なお，韓国のキムチの輸出単価は，02年

に2,715ドル／トン（約299円／kg，１ドル=約

110円）で，近年低下傾向にある。
（注11）

これは

安価な中国産品の流入等に影響されたもの

と考えられる。

ｂ　韓国内の業界・生産動向

韓国内のキムチ製造企業は459社あり，
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３　国際化と韓国食品産業

（単位　g，千トン）�

１９９７年�
９８�
９９�
００�
０１�

資料　韓国農水畜産新聞『韓国食品年鑑（２００３）』  

第9表　キムチの韓国における�
国内需要動向�

９１．０７�
９５．９４�
９３．８８�
９２．４７�
９１．１１�

１人当たり�
１日需要量�

１，５０４�
１，５９５�
１，５７１�
１，５５７�
１，５４３�

年間　　�
総需要量�

４１７�
４５５�
４７３�
４８７�
５０８�

うち　　　�
工場生産物�



各地区（６特別市，９道）にほぼ均等に分

布している。

対日輸出の大宗は地方中小企業産のもの

で，100％原産地表示をすることになって

いるといわれる。また，大手企業は副原料

である，とうがらし，ニンニクについて中

国産のものを用いているといわれる。

459社の生産能力（１日（８時間）当たり）

は1,777トンあり，生産実績839トンはその

47.2％と稼働率は低位にとどまっている。
（注12）

なお，農協キムチはすべて韓国産原材料

を使用しているものとされ，中国産原材料

使用物よりも相対的に単価は高くなってい

るとされるが，
（注13）

韓国におけるキムチ輸出実

績では４位の位置を占めている（
（注14）

02年度）。

ｃ　韓国内の原材料生産状況

キムチ生産に使用する韓国内原料農産物

の生産状況をみると，材料の大宗を占める

白菜の生産量，栽培面積は中国からの輸入

による影響もあって長期的な減少傾向にあ

り，02年では213万９千トン，３万５千ha

となっている。

大根も同様の傾向にあり，02年の生産量，

栽培面積は，120万１千トン，２万６千ha
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である。

トウガラシ，ニンニク，ネギ，生姜は長

期的にほぼ安定した生産量，栽培面積とな

っている（第10表）。

ｄ　韓国における輸出入動向

（a） 輸出

韓国におけるキムチの主な輸出先は日本

で，02年に２万７千トン，7,400万ドルと

キムチ総輸出量・額のそれぞれ93％を占め

ており，長期的には増加傾向にある。残り

は，アメリカと中国で，各768トン・190万

９千ドル，19トン・4,200ドルと微々たる

ものとなっているが，アメリカ向け輸出は

近年急増している（第11表）。

（b） 輸入

韓国におけるキムチ輸入は，ほとんどが

中国からで，02年で1,042トンと微々たる

ものにとどまっている（第12表）。しかし

ながら，これに材料となる生鮮白菜，塩漬

白菜をキムチ換算して加えた場合には02年

で１万４千トンとなり，近年のピーク00年

では４万７千トンにのぼっている（第13

表）。

 （単位　千トン，千ha）�

白菜�
大根�
唐辛子�
ニンニク�
ネギ�
生姜�

資料　韓国農水畜産新聞『韓国食品年鑑(２００３)』(韓国農林部『農林業主要統計(２００３)』),韓国農林部『農林統計年
報(２００３)』から作成　　　     

第１０表　キムチ類原材料の韓国における生産状況�

３，５４７�
１，４８５�
１８７�
３９３�
５５５�
４０�

生産量�

５０�
３２�
８５�
３６�
２１�
４�

栽培面積�

１９９３年�

２，４９６�
１，３９５�
１４７�
３９４�
５００�
４７�

生産量�

４１�
３２�
６５�
３７�
２０�
５�

栽培面積�

９８�

２，８６９�
１，５０７�
１９４�
４７４�
６５８�
１７�

生産量�

４６�
３４�
７５�
４５�
２４�
２�

栽培面積�

００�

２，８０４�
１，５０２�
１８０�
４０６�
６３６�
２１�

生産量�

４４�
３３�
７１�
３７�
２２�
２�

栽培面積�

０１�

２，１３９�
１，２０１�
１９３�
３９４�
５６７�
３０�

生産量�

３５�
２６�
７２�
３３�
１９�
３�

栽培面積�

０２�



03年１～11月の間では，白菜と塩漬白菜

を加えた中国からのキムチ輸入量は５万６

千トンで，韓国のキムチ輸出量３万トンを

上回って韓国がキムチの輸入超過国になる

という状況に至っている。
（注15）

この量は，年間

国内需要量約150万トンと比べるとまだ小

さなものにとどまるが，うち工場生産キム

チ約50万トンと比すとその１割を超える大

きな動きとなる。また，外食産業で供され

るキムチのうち相当部分は輸入物ともいわ

れる。

韓国におけるキムチの輸入単価は，02年

の平均値で450ドル／トン（約50円／kg）と，

前述の韓国内工場卸売価格（約130～180

円／kg）と比して，極めて安価となってい

る（第14表）。

中国でのキムチ生産は，韓国企業との共

同出資や，韓国キムチ製造者雇用によって

行われているとされる。
（注16）

なお，韓国におけ

るキムチ輸出実績１位の企業は斗山（株）

（02年度）であるが，斗山はキムチ事業拡

大のために中国現地工場の設立を推進して

いる。
（注17）

ｅ　中国産品（半製品を含む）のもたらす

問題

中国産キムチやその半製品（塩漬白菜等）

を用いた韓国産キムチを巡っては，原産地

表示の問題が発生する。原産地の判断やそ

の管理を誰がどのように行うのか，FTA

に関しては迂回輸出をどのように防止する
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（単位　トン，千ドル）

計�

�

日本�

�

�

�

中国�

アメ�
リカ�
�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�
資料　第９表に同じ�
（注）　計は韓国計で表示３国の計とは一致しない。 �

第11表　キムチの韓国における輸出状況�

１５，９３９�

４３，７４３�

１５，２２９�

４２，２３６�

２５８�

６５１�

０�

０�

１９９８年�

２４，５６１�

７８，８４０�

２３，８１６�

７７，０３８�

２５９�

７９０�

０�

０�

９９�

２３，４３３�

７８，８４７�

２２，２６１�

７６，４６３�

２９３�

７５１�

２３１�

２４１�

００�

２３，７８５�

６８，７３１�

２２，２００�

６５，０２８�

６９２�

１，６８９�

１２�

３０�

０１�

２９，２１３�

７９，３１８�

２７，０９７�

７４，１２６�

７６８�

１，９０９�

１９�

４２�

０２�

（単位　トン，千ドル）

計�

�

日本�

�

中国�

�
その�
他　�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�

輸出量�

金額�
資料　第９表に同じ �

第12表　キムチの韓国における輸入状況�

１０�

５�

-�

-�

１０�

５�

-�

-

１９９８年�

９２�

４０�

２�

７�

９０�

３３�

０�

０�

９９�

４７３�

２０２�

６�

２５�

４６７�

１７７�

-�

-

００�

３９３�

１９９�

０�

３�

３９３�

１９６�

-�

-

０１�

１，０４２�

４６９�

０�

０�

１，０４２�

４６８�

０�

０�

０２�

（単位　トン）

キムチ�

生鮮白菜�

塩漬白菜�

キムチ換算�

資料　李ウック（２００３）『中国産キムチの輸出拡大による影
響と対応方策』ＣＥＯ　Ｆｏｃｕｓ,１１５号,２００３．５,韓国農
協中央会（資料：韓国貿易協会,総合貿易情報（ｋｏｔｉｓ））�

（注）１　塩漬白菜はその他の一時貯蔵野菜（ＨＳＫ ０７１１９０
５０９９）の輸入量をすべて塩漬白菜と仮定して計算。�
２　白菜類のキムチ換算は生鮮白菜の場合,塩漬け･
脱水後の含水率６０％,塩漬白菜は脱水後の含水率８
０％と推定し,キムチ生産量は塩漬白菜と味付けの
ためのものの割合を７：３と推計して計算。     

第13表　中国産キムチ類の韓国における�
輸入動向    　　　　�

１０�

０�

４，５６０�

５，２２２�

１９９８年�

９０�

３４９�

１９，６６２�

２２，８６３�

９９�

４６７�

１１，２９７�

３１，８０４�

４６，５０１�

００�

３９３�

２２４�

１４，０９１�

１６，６９２�

０１�

１，０４１�

２，１４８�

１０，１３２�

１４，４６４�

０２�

�

（単位　ドル/トン）

平均�

日本�

中国�

その他�

資料　第９表に同じ�

第14表　キムチの韓国における輸入単価�

５００�

-�

５００�

-

１９９８年�

４３４�

３，５００�

３６７�

-

９９�

４２７�

４，１６７�

３７９�

-

００�

４９６�

１０，０００�

４９６�

-

０１�

４５０�

-�

４４９�

６４５�

０２�

�



かということが問題になる。04年４月発効

の韓国・チリFTAでは，加工食品の内容

保証の問題として，チリ側から原料・生産

者ID，検査機関の表示義務付けの要求が出

されたといわれる。

いずれにせよ，FTAを含む日韓間にお

いても，迂回輸出が防止できるような対応

が望まれよう。

なお，韓国のキムチにかかる現在の国境

措置は関税障壁のみで，輸入関税率は20％

となっている。おって，韓国・チリFTA

では，この関税率を向こう５年間で順次引

下げ2009年には撤廃することとされた。

ｆ　要約と今後の展望

以上，韓国のキムチ産業の動向を述べて

きたが，その特徴は，本来的には内需産業

の代表格でありながら対日依存の形で相当

量の輸出を恒常化する一方，中国からの製

品，原料輸入に脅かされつつ，自ら合弁等

の形での開発輸入を進めているところにあ

る。

今後とも，こういったつながりと相互の

影響は，ますます深まっていくものと予想

される。

（注８）韓国農水畜産新聞『韓国食品年鑑（2003）』
（注９）（注８）に同じ。
（注10）韓国統計庁『消費者物価調査月報（2004.1）』
（注11）（注８）に同じ。
（注12）（注８）に同じ。
（注13）李（2003）
（注14）（注８）に同じ。
（注15）｢韓国，キムチの輸入超過国に－安価な中
国産の輸入が激増｣『日経速報ニュース』
2004.1.17。

（注16）（注13）に同じ。

（注17）（注８）に同じ。ほかに，東洋経済日報社
『韓国会社情報（2003下期版）』

（２） 素材型食品製造業の動向

次いで，韓国を代表する素材型食品製造

業である，製粉，製糖，でん粉・でん粉糖

産業について，国内消費，業界・生産状況，

原料事情，輸出入動向等についてその国際

性に着目しつつ検討してみよう。

ａ　製粉産業

（a） 韓国における消費動向

韓国における小麦粉生産量は，00年に

182万トンで近年増加基調にある（第15表）。

韓国内における１人当たりの小麦粉消費

量は34.4kg（01年）と日本（32.1kg=但し小

麦）に比べてやや多く，需要量の大部分を

占める業務用需要は，多用途粉，パン用粉，

ケーキ用粉，配合粉，小麦全粒粉に分類さ

れている。小麦粉全体の約３分の２が多用

途粉（中力粉）で，めんを中心に広い用途

に使用されている。
（注18）

小麦粉生産量の増加に

は，前述の韓国内における食の洋風化，外

部化等も影響しているものと考えられる。
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資料　韓国製粉工業協会『製粉工業現況（２００１）』,
（日本）製粉振興会ホームページ（海外サイト）
から作成   

第15表　小麦粉の韓国における�
　　生産・消費量推移�

１９９８年�

９９　�

００　�

３３．６�

３６．０�

３５．５�

年１人当たり�
消費量（kg）�

１，６５２�

１，７７５�

１，８２１�

生産量�
（千トン）�

５８６�

５８５�

５８２�

世界�
生産量�

（百万トン）�

韓国�

�



（b） 韓国内の業界・生産状況

韓国内の小麦粉生産は，中

小企業も多い日本と違い大手

８社の独占状態となってい

る。これは，原料小麦の国内

生産が無いに等しくほぼ全量

を輸入していて，生産条件が

加工貿易の状態にあることに

よる。

８社合計の00年の加工能力

は年305万６千トン，加工実

績は240万３千トン，稼働率

は83.0％で，それぞれ上昇傾

向にある。加工能力と加工実績の差65万３

千トンが生産余力となる。第16表のとおり，

設立は1950年代に集中している。

小麦粉調製品は，（株）CJ（旧，第一製糖），

大韓製糖，東亜製粉（韓国製粉を吸収合併）

の３社が生産している。
（注19）

（c） 原料事情

韓国内における小麦生産は，主に朝鮮戦

争後のアメリカによる援助物資としての小

麦粉供給によって縮小したものと考えら

れ，02年で栽培面積1.8千ha，生産量5.8千

トンと極めて僅少で，近年減少傾向にあ

る。
（注20）

このため，小麦粉生産の原料となる小麦

は，アメリカ（132万９千トン，53％），オ

ーストラリア（103万６千トン，41％）等か

らほぼ全量が輸入されている（第17表）。

（d） 韓国における輸出状況

韓国の小麦粉輸出量は，03年で１万２千

トンと，僅少なものにとどまっている。
（注21）

一方，韓国の米粉を含む小麦粉調製品の

輸出量は，02年で７万９千トン（前年比

8.8％増），うち日本向けが７万７千トン

（同24.5％増）と，近年増加傾向にある。同
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資料　韓国製粉工業協会『製粉工業現況（２００１)』 �

表16表　小麦粉の韓国における生産体制�

会社名� 所在地�設立�
（年月）�

首都圏�

嶺南�

湖南�

地
域
別�

大韓製粉（株）�
東亜製粉（株）�
大鮮製粉（株）�
新韓製粉（株）�
（株）ＣＪ（旧,第一製糖（株））�
三和製粉（株）�

　　　  小計�

大韓製粉（株）�
東亜製粉（株）�
（株）ＣＪ（旧,第一製糖（株））�
嶺南製粉（株）�

　　　  小計�

韓国製粉（株）�

合計�

１９５２．１２�
１９５３．９�
１９５８．２�
１９５６．１２�
１９５３．１１�
１９５７．９�

�

-�
-�
-�

１９５９．６�

�

１９５６．９�
�

７３８，０００�
１７４，０００�
１９５，０００�
２４１，５００�
３３６，０００�
１１４，０００�

１，７９８，５００�

１５９，０００�
２８８，０００�
３９３，０００�
１３２，０００�

９７２，０００�

２８５，０００�

３，０５５，５００�

仁川�
仁川�
ソウル�
牙山�
ソウル�
仁川�

�

釜山�
釜山�
釜山�
釜山�

�

木浦�

１日�

加工能力�

年間�

２，４６０�
５８０�
６５０�
８０５�
１，１２０�
３８０�

５，９９５�

５３０�
９６０�
１，３１０�
４４０�

３，２４０�

９５０�

１０，１８５�

（単位　トン）

（単位　千トン，％）�

１９９８年�

９９　�

００　�

資料　第１５表に同じ�

第17表　原料小麦の韓国における輸入動向�

１，２９７�

１，３５３�

１，３２９�

数量�

アメリカ�

６０�

５７�

５３�

構成比� 数量�

オーストラリア�

構成比� 数量�

カナダ�

構成比�
合計�

７１９�

９０９�

１，０３６�

３４�

３８�

４１�

１３０�

１２３�

１４０�

６�

５�

６�

世界貿易量�
（百万トン）�

２，１４６�

２，３８５�

２，５０５�

９９�

１０９�

１０２�

�



輸出金額は同年で3,700万ドル（同9.4％増），

うち日本向けが3,400万ドル（同23.5％増）

と輸出量と同様近年増加傾向となっている

（第18表）。

なお，日本における韓国からの輸入小麦

粉調製品のCIF価格は，02年で56円／kgと，

日本の小麦粉調製品輸入全体にかかるCIF

価格（加重平均）101円／kgの55％程度と廉

価なものとなっている。
（注22）

おって，韓国における製粉用小麦の輸入

関税は1.92％となっている。なお，製粉用

小麦には260万トンまで１％とする割当関

税がある（
（注23）

04年12月まで）。

韓国・チリFTAでは，この関税率は即

時撤廃された。小麦粉の輸入関税（4.48％）

は，向こう５年間で順次引下げ2009年には

撤廃されることとなった。
（注24）

また，チリ側においては，小麦，小麦粉

が関税協定から除外されている。
（注25）

（e） 中国産品の動向

中国の小麦粉生産量は世界で唯一１億ト

ンを超えて（
（注26）

小麦生産量は，01年で9,400万

トン），価格・品質面でもかなりの優勢に

あるとされ，中国食品工業協会が，｢中国

は中国・アセアン包括的経済協力枠組み協

定（2002.11締結）に基づき2010年までに世

界最大の自由貿易区を確立するとしている

が，これも中国の小麦粉・関連製品輸出に

とって良いチャンスになる｣と指摘してい

るこ
（注27）

とに留意しておく必要があろう。

（注18）（日本）製粉振興会ホームページ，韓国農
村経済研究院『食品需給表（2001）』，韓国製粉
工業協会『製粉工業現況（2001）』，農林水産省
｢食糧需給表（2001年度）｣

（注19）筆者（04年２月）韓国食品工業協会聞き取
り調査。

（注20）（注４）に同じ。
（注21）日本貿易振興機構（以下，｢JETRO｣と略
記）｢World Trade Atlas｣データベース（財務
省貿易統計）

（注22）食糧庁（2003.3）『米麦加工食品等の現況』
（注23）｢関税法第71条の規定による割当関税の適
用に関する規定｣（（韓国）大統領令第18,186号，
2003.12.30）別表１｣

（注24）韓国農協中央会ホームページ
（www.nonghyup.comのnatureサイト）

（注25）農林水産省ホームページ（2004.5）｢FTA
を巡る状況｣

（注26）（日本）製粉振興会ホームページ（海外サ
イト）

（注27）｢中国小麦粉輸出，東南アジア市場に狙い，
価格・品質で優位｣『日本食糧新聞』2003.12.5

ｂ　製糖産業

（a） 韓国における消費動向

韓国における砂糖生産量は，01年度に

125万５千トンで近年横ばい傾向にある。

韓国内における１人当たりの砂糖（蜂蜜

を含む）消費量は19.9kg（01年度）と日本

（20.0kg）とほぼ同じで，近年横ばい状態に

ある。これは，国民に砂糖が健康に悪いも

のと理解されていることにも起因している

ものとされる。

01年度の韓国内の砂糖需要量は92万２千

トンで近年には増加傾向にあり，輸出量は
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（単位　千トン，千ドル，％）

２０００年�

０１　�

０２　�

　前年比�

資料　JETRO『アグロトレード・ハンドブック（２００３）』   

第18表　小麦粉調製品の韓国における輸出動向�

６６，７５２

７３，０２７

７９，４３９

８．８�

輸出量�

６５，０１７

６２，１２５

７７，３５８

２４．５�

うち日本�

３４，７４１

３３，９２８

３７，１１６

９．４�

輸出額�

３２，２０１

２７，２３１

３３，６３１

２３．５�

うち日本�



32万４千トンで減少傾向にある（第19表）。

輸出が行われているのは，各社設立時に将

来への余力を持たせて生産能力が設定され

ているなか，異性化糖の生産が増加して設

備過剰となったことによるものである。

砂糖の用途別消費量は00／01年度の粗糖

ベースで，家庭用が55万４千トン（50.9％），

工業用が53万５千トン（49.1％）となって

いる。

韓国内の精製糖のメーカー販売価格と小

売価格は00年で586ドル／トン，639ドル／トン

と世界市場価格を上回っていたが，近年低

下傾向にある。これには，10％の付加価値

税と３％の教育税を撤廃した

ことも寄与している。

韓国からの輸出用の精製糖

価格は世界市場価格に依存し

ており，00年で280ドル／ト

ンとなっている。なお，使用

される粗糖は３％の粗糖関税

を免除され，政府の介入は全

く無いものとされる。
（注28）

（b） 韓国内の業界・生産状況

韓国内の精製糖生産は韓国内でてん菜

糖，甘しゃ糖の生産がないため，粗糖を輸

入して精製する形態となっており，精製を

目的に設立された装置産業である大手企業

による寡占状態となっている。

上位７社のシェアは，韓国内の糖類出荷

額で見た場合には92.3％，糖類輸出額でみ

た場合には68.2％となっている（00年）。韓

国内の糖の生産能力は166万トン，生産量

は156万９千トン，生産額は9,177億ウォン

（約918億円）で，稼働率は94.6％，生産余

力は9,100トンとなっている（00年）。第20

表のとおり，製粉産業同様，設立は1950年

代が多い。

韓国製糖業界各社は，国内需要が低迷す

るなか飼料への参入等経営多角化で企業存

続を図っているが，韓国一の総合食品メー

カーへと成長した（株）CJ（旧，第一製糖）

を除くと総じて厳しい環境にあるとされ

る。

ソルビトール調製品は
（注29）

，タイ，韓国，シ
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（単位　千トン，kg）

１９９９年�

００�

０１�

資料　韓国農村経済研究院『食品需給表（２００１）』,農畜産業振興機
構ホームページ「需給関係資料｣,（２００１．５）「韓国砂糖産業の
概要」から作成     �

（注）　世界生産量の２００１年度は推定値（ＬＭＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．）。

第19表　砂糖の韓国における生産･消費量推移�

１，１７６�

１，２５３�

１，２５５�

生産量�

１７．２�

１７．９�

１９．９�

年１人当た�
り消費量  

異性化糖�
の消費量�

７９２�

８２３�

９２２�

需要量�

韓　国�

３７６�

４２２�

３２４�

輸出量�

２８１�

２８３�

・・・�

１３４�

１３２�

１３８�

世界　�
生産量�

（百万トン）�

（単位　億ウォン，千ドル，千トン）

現（株）ＣＪ（旧,第一製糖（株））�
三養社（株）�
大象（株）�
大韓製糖（株）�
斗山CornProductsKorea（株）�
三養Genex（株）�
新東邦（株）�
ドゥレ村�

小計�

合計（韓国内全社）�

資料　１　糖類は、デイコ産業研究院『韓国の産業と市場（２００２）』（韓国食品流通年鑑）
から作成   �

　　　２　ソルビトール調製品は、農畜産業振興機構（２０００．６）「ソルビトール調製品流
通実態調査結果」�

第20表　砂糖類の韓国における生産体制�

１９５２．１２�
１９２４．１０�
１９５６．１�
１９５６．７�

-�
１９６４．４�
１９６６．６�

-�
�

設立�
（年月）�（会社名）�

出荷額�

糖類�

輸出額�

２，５５０�
１，８３２�
１，１３５�
１，０７５�
１，０５０�
９１３�
４３５�
…�

８，９９０�

９，７３７�

２０，０１０�
３０，６８４�
６０９�

４１，２４３�
…�

５，００３�
６００�
１２�

９８，１６１�

１４３，８６１�

１８�
８�
-�

１４�
-�
-�
-�
-�

４０�

４０�

ソルビトール�
調整品生産量�



ンガポールの３か国で製造されており，う

ち韓国では精製糖メーカー３社（（株）CJ

（旧，第一製糖），大韓製糖，三養社）が製

造している。３社の生産数量は，合計で約

４万トンと推定される。近年日本のＵ（株）

との販売競争が激化しており，生産量は減

少傾向で，各社の年間生産量は（株）CJ

（旧，第一製糖）=１万８千トン，大韓製糖=

１万４千トン，三養社=８千トンとなって

いる。なお，ソルビトール調製品の推定世

界生産量は９万8,500トンで，韓国におけ

る推定生産量４万トンはその40.6％を占め

る。
（注30）

（c） 原料事情

精製糖生産の原料となる粗糖は，オース

トラリア，南アフリカ，タイ（以上３か国

で70～80％），ブラジル，コロンビア，フィ

ジーから輸入している。
（注31）

（d） 韓国における輸出状況

韓国における砂糖輸出量は，01年に32万

４千トンで減少傾向にある。同輸出額は，

9,688万６千ドル（＠＝299ドル／トン）で，

前年比１万４千トン（16.6％）増加した。

02年の輸出は，香港，中国，日本，フィリ

ピン，シンガポールの５か国で総輸出金額

の78％を占め，うち日本向けの輸出額は

1,045万８千ドル（同11.2％）で横ばいから

増加基調にある（前掲第19表，第21表）。

ちなみに，韓国においては加糖調製品の

輸入が行われており，中国，南アフリカ，

エジプト，サウジアラビアからバルク単位

で年１千万トン程度輸入されている。
（注32）

なお，韓国における粗糖の関税率は３％

と低い。一方，韓国内精製糖産業保護のた

め精製糖の関税率は50％と高めに設定され

ている。おって，各種の加糖調製品の関税

率は０～57.4％となっている。

韓国・チリFTAでは，粗糖の輸入関税

（３％）は，韓国内製糖産業保護の必要と，

韓国内甘しゃ，てん菜生産者保護の必要性

が無いこともあってか即時撤廃された。精

製糖の輸入関税（50％）はDDA（WTO）

交渉が終了した以降に議論することとされ

た。

また，ソルビトールの輸入関税（８％）

は，向こう５年間で順次引き下げ2009年に

は撤廃されることとなった。
（注33）

（e） 中国産品の動向

中国における砂糖の需給バランスは，

02／03年度で生産量1,100万トン，消費量

1,100万トン（粗糖換算）と大きく，近年両

者とも増大しているが，輸入量，輸出量は

各49万トン，18万トンとまだ相対的に小さ

いものにとどまっている。
（注34）
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第21表　砂糖の韓国における輸出動向�
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ｃ　でん粉・でん粉糖産業

次に，同じく素材型産業だが，

原材料の韓国内生産があるという

点で異なっているでん粉・でん粉

糖産業について見てみよう。

（a） 韓国における消費動向

韓国におけるでん粉・でん粉糖

の用途別処分量は，でん粉，果糖

それぞれ40万トン程度（でん粉使

用量ベース）となっている。

また，韓国内におけるトウモロコシでん

粉の用途別使用実績は｢その他の用途｣を除

くと，製紙用が11万６千トンと一番大きく，

２番目がビール用の６万８千トン，３番目

が食品加工用の４万５千トン，４番目が接

着剤の４万３千トンで，それぞれ近年横ば

い状態のなか，日本と同様３番目の食品加

工用（水産練り製品，麺類，菓子等）が大き

く減少してきている。
（注35）

（b） 韓国内の業界・生産状況

韓国内のでん粉，でん粉糖生産は，でん

粉糖生産を中心に中小企業も多い日本と違

い大手４社の寡占状態となっている。

４社によるでん粉，でん粉糖生産は，ト

ウモロコシを主原料に年平均約200万トン

（副産物を含む），売上高は約７千億ウォン

（約700億円）で，飲料，製パン，製菓，氷

菓等の食品産業向けに基礎素材の生産・販

売を行っている。第22表のとおり1950年代

の設立は１社のみで，残りは60年代半ば以

降の，アメリカ企業との合弁設立となって

いる。このうち新東邦（株）はいわゆるワ

ークアウト企業となっており，（株）CJ

（旧，第一製糖）によって買収される予定で

ある（既に管理銘柄入りしている）
（注36）

。（株）CJ

が新東邦を買収するのは，小麦粉・砂糖の

取扱量が減少するなかで，韓国内需向けの

リジン原料であるでん粉糖を確保するため

のものとされる。新東邦の買収合戦には，

大象，三養Genex（親会社，三養社とコンソ

ーシアムを形成して）も参戦した。

（c） 原料事情

でん粉・でん粉糖の原料のうち，馬鈴薯，

甘薯の韓国内生産量は84万６千トン，甘薯

は45万２千トン（00年）で，主産地はそれ

ぞれ，江原道，京畿道・全羅南道となって

いる。
（注37）

でん粉・でん粉糖産業の主力原料である

トウモロコシの輸入量は，近年200万トン

程度で推移し，02年では209万７千トン

（国産原料は０千トンで，合計使用量は209万

８千トン）となっている。

主な輸入先は，アメリカ，中国，ブラジ
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（単位　億ウォン，千トン）
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三養Genex（株）�

新東邦（株）�

　　合計（４社寡占）�
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Korea（株）�
�

資料　東洋経済日報社『韓国会社情報（２００３下期版）』,韓国農水畜産新聞『韓
国食品年鑑（２００３）』（関連協会資料）等から作成      �

（注）　売上高関係の数値は,２００２年１２月期のもの。      

第22表　でん粉・でん粉糖の韓国における生産体制�

１９５６．１�

１９６４．４�

１９６６．６�

…�

…�

１０，６７７�

１，１４５�

３，９２１�

…�

…�

…�

２６６�

…�

…�

…�

１，８２６�

６３３�

…�

…�

…�

１，８２６�

８９９�

…�

７，０００�

…�

…�

…�

…�

２，０００�

…�

設立�
（年月）�

総売�
上高� 生産量�（会社名）� でん粉�

糖　　�でん粉� 合計�

でん粉�



ルで，02年に実施されたGMO（遺伝子組換

え作物）表示制の影響で，NON-GMOのブ

ラジル産と中国産の輸入が大きく増加し，

相対的にアメリカ産の輸入は減少した。
（注38）

（d） 韓国における輸出状況

韓国におけるでん粉輸出額は，02年に

1,555万６千ドルで，前年比14.2％減少した。

02年の輸出は，フィリピン，台湾，インド

ネシア，マレーシア，バングラデシュ，日

本向けで総輸出額の93％を占め，うち日本

向けの輸出額は35万５千ドル（同2.3％）で，

ほぼ横ばい状態にある（第23表）。

なお，韓国・チリFTAでは，馬鈴薯，

甘薯の輸入関税（現行各307.4％，389.3％ま

たは342ウォン／kg）は，DDA（WTO）交渉

が終了した以降に議論することとされた。

トウモロコシの現行輸入関税（３％）は，

即時撤廃された（国内生産量が７万３千トン

（02年）と僅少のためと考えられる）。

馬鈴薯でん粉，甘薯でん粉，コーンスタ

ーチの現行輸入２次関税（各 4 6 0 . 1％，

243.9％，228.5％）は，DDA（WTO）交渉

が終了した以降に議論することとされた。
（注39）

（e） 中国産品の動向

韓国農水畜産新聞『韓国食品年鑑（2003）』

では，中国産製品が低価格で輸入されてい

るとし，国内産業保護，基礎原料としての

重要性等から，輸入割当と２次高関税政策

で保護すべきものとし，WTOによる関税

引下げ等は国内基礎素材産業に対して非常

に厳しいものと予想している。
（注28）農畜産業振興機構｢韓国砂糖産業の概要｣
（2001.5，LMC International Ltd.報告）。

（注29）ソルビトールは，でん粉を加水分解したブ
ドウ糖から合成される甘味料（食品添加物）で，
ソルビットともいう。調製品は砂糖との混合物。
砂糖に対する価格優位性（約４分の３）から需
要が伸びている。

（注30）農畜産振興機構（2000.6）｢ソルビトール
調製品流通実態調査結果｣

（注31）筆者（2004.1）大韓製糖協会聞取り調査。
（注32）（注31）に同じ。
（注33）（注21）に同じ。
（注34）農畜産業振興機構（2004.5）｢中国の砂糖
産業の概要について｣

（注35）（注８）に同じ。
（注36）（株）CJホームページ（2004.2.4付けコリ
ア・ヘラルド記事引用）

（注37）（注４）に同じ。
（注38）（注８）に同じ。
（注39）（注24）に同じ。

以上，原料や製品の貿易等国際的な関係

も念頭に置きつつ，韓国食品産業の動向を

概観してきた。このうち，日本の現行輸入

関税が高い品目について，韓国内原料農産

物生産の有無をキーに関税率ともども整理

すると，第24表のとおりとなる。

日韓双方で原料農産物の国内生産がある

でん粉は，両国の国内事情は似通っており，

ともに高い関税障壁と国内支持（日本）に
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よって国内農業が保護されていて，日韓双

方にとって重要な品目である。

一方，アメリカによる食料援助やそれを

受けた三白景気等を経て成立した製粉，製

糖産業は，一方でその原料農産物をほとん

どすべて海外に依存する農業構造をもたら

した。これら韓国内の原料農産物生産が僅

少または皆無である小麦粉，精製糖につい

ては，韓国内農業保護の必要性が低いまた

は無いことから，製粉，製糖産業に利する

ようその原材料にかかる韓国の関税障壁は

低く設定され，その反面，国内製粉，製糖

産業保護のためにその生産・加工物である

小麦粉，精製糖の輸入関税は相対的に高く

設定されている。
（注40）

一方，国内での原料農産物生産がある日

本の小麦・小麦粉，粗糖・精製糖の関税障

壁等は高いものとなっている。これらの品

目は日本にとって重要なものとなる。

いずれにせよ本稿で取り上げた小麦粉

（小麦），砂糖（甘しゃ・てん菜），でん粉

（甘薯・馬鈴薯）は，日本の食料自給面でも

地域農業経営にとっても欠くことのできな

いものである。小麦は，稲作における生産

調整に伴う転作作物や，北海道における大

規模畑作経営の輪作作物として重要な作物

で，生産量も増大してきている。甘しゃ，

てん菜は，沖縄県，鹿児島県南西諸島，北

海道の地域農業を支えるうえでの基幹作物

であり，甘しゃは台風，干ばつと共存する

ために不可欠の作物となっており，てん菜

は輪作作物に組み込まれている。馬鈴薯は

水稲に次ぐ生産量をもつ，北海道や都府県

の畑作農業の主要作物であり，北海道では

同じく輪作体系における基幹作物に組み込

まれている。甘薯は生産量８位の，本州以

南に普及する畑作物で，特に台風，干ばつ，

シラス土壌という悪条件と共存する南九州

畑作地帯における基幹作物となっている。

以上にみるように，食品産業はそれぞれ

の国の農業との深いつながりのもとに成立

している。

もちろん食品産業と農業の利害は必ずし

も一致しないこともあるが，双方が相まっ

て一国の食料事情を形成しており，それぞ

れについて保護・育成を図っていく観点が

重要である。

こうしたことからまた，FTAを含む国

際的な関税協定レベルでは，品目別に十分

にその国の国内農業事情，原料事情を勘案

する必要があることが分かる（もちろん品

目別の最終的な関税協定のあり様は，今後の

WTO新多角化通商交渉と，それをも受けた国

内農政改革の帰趨によっても影響を受けるこ

ととなるが）。

韓国も日本もその国内食料・農業事情

は，専業農家比率を除けば極めて似通って

いる。食料自給率（カロリーベース）は，
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（生産構造）�

独占また�
は寡占�
�
資料　筆者作成（日本の関税率（関税相当量）は農林水産省

が試算した換算百分率）    �
（注）　加工品名に付された数値は関税率（関税相当量）で,

上段は韓国,下段の斜字は日本のもの。２次税率のあ
るものは２次税率。    
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主に第二次世界大戦後のアメリカの援助物

資により縮小したものと考えられる小麦生

産と，水田中心で飼料用穀物の生産量が少

ないことを主因に，02年で韓国47％，
（注41）

日本

40％と低下・低迷している。日韓FTA等

国際的な貿易協定は，お互いの国内食料・

農業事情をよく理解し合い，その必要な保

護・育成を確保していくものとする必要が

あるだろう。

（注40）製粉用小麦の輸入関税1.92％（200万トン
まで１％）に対して小麦粉の輸入関税は4.48％
と開きがあるが，小麦粉関税4.48％自体の絶対
水準は低い。これは，アジア域内の競争条件が
相対的に緩やかであることによるものと考えら
れる（東南アジア諸国での小麦粉生産がなく，
中国も未だ内需型で，日本産はコスト高等）。

（注41）｢食料自給率，47％で調査開始以来最低水
準｣『東亜日報』2004.2.4（韓国農村経済研究院
『食品需給表（2002）』）。
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韓国のテレビドラマ「冬のソナタ」が日本で大ブームだ。関連書籍やソフトの売り

上げは35億円にもなるという。

一方，韓国でも最近，日本のドラマが放送されている。数年前から始まった日本文

化開放の流れによるものだ。

ところが，韓国における日本のドラマの人気はさっぱりだ。｢冬のソナタ｣に登場す

る「ヨン様」のように，韓国女性を釘付けにする俳優がいないせいか？いや，理由は

別のところにある。

実は開放以前から，日本で人気のドラマはすぐに韓国でリメイクされている。だか

ら元になった日本のドラマは，決して目新しいものではないのだ。

ところで，かねてからこのリメイクが，知的所有権侵害ではないかと日本で問題に

なってきた。しかしドラマの場合，韓国人俳優によって「別のドラマ」として放映さ

れたため，大問題にならなかった。だがついに昨年，「トリビアの泉」という日本の

テレビ番組とそっくりの番組が流れ，日本の放送局が，韓国の放送局２社に抗議し，

釈明を求めるという事態が起きた。

我々は「韓国人や中国人はすぐ日本をマネする」と批判しがちだ。個人的な考えだ

が，国民性というより，国の経済発展のプロセスの違いによるものではないかと思う。

そもそも，日本も米国をマネして経済発展したといわれている。しかし，アジアで

は後を追う国もいなかったため，比較的長い時間をかけ，基礎的な技術を蓄積し，日

本独自の製品やサービスを確立できた。

一方韓国は，1970年代に「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を遂げたが，日本以上

に急ピッチだった。そのため，自動車や工作機械も基礎的な部品から作る余裕がなく，

長い間日本から輸入して組み立てるという構造が続いた。

また，ソフトに関しては，韓国独自のものを作るより先に，消費者が日本などから

情報を得て「目が肥えて」しまったため，彼らを満足させるために，不本意ながら日

本をマネした面も少なからずあるように思う。いずれにしても，製品やサービスの

“基礎部分”の弱みを残した。

基礎部分の弱みといえば，韓国の農業もこの種の問題を抱えている。日韓の農業を
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似て非なる日韓の農業
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見ると，稲作中心の農業，農家１戸あたりの耕作面積が１ha強と狭いなど類似点は多

い。だが，品種改良に関する力は日本が圧倒的に上だ。

その典型がイチゴだ。現在，韓国で作付けされているイチゴの９割は『章姫』，『レ

ッドパール』など日本の品種といわれている。育成権者の許可を得て正規に輸出され，

作付けされているものもあるが，ブローカーなどを通じ，不正に増殖された苗を用い

ている農家も少なくないという。

もちろん，韓国もこうした事態を是としているわけではない。日本のイチゴの苗は

正規ルートであれどうであれ，購入するとなるとかなり高価で，農家の負担は重い。

「国産を使いたい」と思っているのは当の韓国の農家なのだ。

にもかかわらず，日本の品種が主流を占めるのは，韓国で開発された品種が栽培も

難しく，日本のものに比べ収量・品質ともに劣るからだ。イチゴに限らず，米や花に

しても品種の開発・改良にむけられる予算が日本に比べて少ないことが影響している

ようだ。

だが，こうした状況も変わりつつある。最近は韓国も品種開発に力をいれており，

苺
メ

香
ヒャン

という良質なイチゴの品種も誕生した。

法整備も進んでいる。2002年，韓国は国際新品種保護連盟（ＵＰＯＶ）に加入し，今

年中にイチゴを「品種保護対象作物」として指定する計画だという。指定されれば，

韓国内で栽培されている日本のイチゴについても，育成者権が保護されロイヤリティ

も受けられるようになる。

品種の開発・改良には莫大な金額と時間の投資の上に成り立っているものであり，

育成者の権利は当然守られるべきである。だが，このことが日韓農業の交流を深める

ことの妨げになってはならない。

それぞれ違いはあるが，アジアの農業という視点からも，あるいはＦＴＡを通じた

アジア経済圏という視点からも，日本と韓国は協力，共存していくべきパートナーだ。

農業界は何かにつけ欧米から学ぶ傾向が強かったが，韓国や中国をはじめとするアジ

アの農業に関心をむけるのは今からでも遅くない。

（農業ジャーナリスト　青山浩子・あおやまひろこ）
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日・タイＦＴＡ交渉における農業問題
――アジア地域の経済連携と日本農業――

〔要　　　旨〕

１ 1990年代以降，世界的にＦＴＡ，地域統合の動きが盛んになっている。日本も「東アジ
ア共同体」の形成に向けてＦＴＡを推進するようになっており，現在，韓国，タイ，マレ
ーシア，フィリピンとの間でＦＴＡ（ＥＰＡ）交渉が行われている。

２ 日・タイＦＴＡ交渉の背後には，ＡＳＥＡＮの拡大と深化や，ＡＰＥＣにおける貿易・投資
自由化論議があり，また中国とＡＳＥＡＮとのＦＴＡ構想が大きな影響を与えた。日・タイ
ＦＴＡ交渉は，作業部会，タクスフォースの議論を経て04年２月より政府間交渉が行われ
ており，具体的な内容を詰める段階に入りつつある。タイは世界の主要国と積極的にＦＴＡ
交渉を行っているが，タイ国内には慎重論も現れている。

３ 日・タイＦＴＡ交渉において，日本は，タイに対して工業品関税の撤廃・削減，投資規
制の緩和や貿易円滑化などを求めており，ＡＳＥＡＮにおける日本の地位向上・確立をめざ
している。一方，タイは，日本からの投資促進や農水産物輸出の増大を期待しており，ま
た，日本に対して人の移動の規制緩和を要求している。いずれも国内調整が必要でセンシ
ティブな問題を含んでおり，今後，各論に進むにつれて交渉は難航する可能性もある。

４　タイは米・米加工品，砂糖，でんぷん，パイナップルなどの農水産物の対日輸出を増大
させたいと期待しているが，米は日本の食料安全保障にとって最も重要でセンシティブな
品目である。また，砂糖，でんぷん，パイナップルは，北海道や沖縄県，鹿児島県の農業
において重要な品目であるため，関税撤廃は困難であり，現行制度を維持する必要がある。

５　ＦＴＡはＷＴＯの最恵国待遇原則と矛盾する側面があるため，ＷＴＯはＦＴＡに一定の条
件を満たすことを求めているが，日・タイＦＴＡでは例外品目をどう設定するかが一つの
焦点である。また，タイと日本との経済発展段階の違いを考慮する必要があり，農業分野
では，協力と貿易自由化のバランスが課題になっている。日・タイＦＴＡは東アジア共同
体の形成の出発点に過ぎず，長期的視点にたって交渉を進めるべきであり，また，将来的
には，東アジアの共通農業政策，共通環境政策まで構想すべきであろう。
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1990年代以降，世界的にＦＴＡ，地域統

合の動きが活発化している。欧州では，90

年代にＥＵ域内の通貨統合が行われるなど

統合が深化したが，今年（04年）５月には

東欧諸国等10か国が新たにＥＵに加わり，

ＥＵは25か国に拡大した。また，米州では，

94年に米国，カナダ，メキシコによる

ＮＡＦＴＡが発効し，現在は，南北アメリカ

全体の自由貿易圏を目指したＦＴＡＡ（米州

自由貿易協定）の交渉が進められている。

一方，アジア地域においても，ＡＦＴＡ

（ＡＳＥＡＮ自由貿易地域），中国とＡＳＥＡＮ

のＦＴＡ構想，インドとＡＳＥＡＮのＦＴＡ構

想などが進んでいる。日本は，90年代には

世界経済の地域主義的傾向を批判し，自ら

はＦＴＡの当事者になることはなかったが，

こうした世界的な潮流のなかで，「東アジ

ア共同体」の形成に向けて日本もＦＴＡを
（注１）

推進するようになっており，現在，韓国，

タイ，マレーシア，フィリピンとの間で

ＦＴＡ交渉が行われている。

本稿は，このうち対日農産物輸出が多く，

今後，農産物を巡って交渉が難航する可能

性のあるタイについて，ＦＴＡ交渉の背景

と農産物を巡る論点を解説するとともに今

後の課題を検討してみたい。

（注１）日本は，アジア諸国とのＦＴＡを，関税の
みならず投資，サービス貿易，貿易ルールなど
幅広い分野を含んだ協定という意味で，経済連
携協定（ＥＰＡ）と称しているが，本稿では原則
としてＦＴＡと記述する。
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（１） ＡＳＥＡＮの拡大と深化

ＡＳＥＡＮは，加盟国間の善隣友好関係の

確立を目的に，タイ，マレーシア，インド

ネシア，フィリピン，シンガポールの５か

国によって1967年に発足したものである

が，当時インドシナ半島ではベトナム戦争

（1961～75年）が続いており，ＡＳＥＡＮは東

南アジアの反共国家同盟という色彩があ

り，域内の紛争を防ぎ協力関係を構築する

ための政治的機構であった。

しかし，ＡＳＥＡＮは冷戦体制の終焉とと

もにその性格が変化してきた。その一つは

加盟国の拡大であり，84年にブルネイが加

盟し，95年にベトナム，97年にラオス，ミ

ャンマー，99年にはカンボジアが加盟した。

その結果，加盟国は10か国となり，文字通

り東南アジア全体を包含する組織になっ

た。

また，域内の経済関係を強化するため，

92年にＡＳＥＡＮ自由貿易地域（ＡＦＴＡ）が

合意された。その内容は，

①ＣＥＰＴ（共通効果特恵関税協定）の実

施によって93年から15年以内に域内の関税

を０～５％に引き下げる。

②15の品目グループ（電子機器，繊維等）

については関税引下げを加速し７年以内に

０～５％に引き下げる。

③投資・産業補完を充実させ資本市場を

育成する。
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などである。その後，ウルグアイラウンド

合意やＡＰＥＣでの貿易自由化論議を受け

て，ＡＦＴＡは，94年に，自由貿易地域の

成立を15年から10年に５年前倒しにするこ

とを決め，また農産物も自由化対象品目と

した。その結果，03年には，域内の関税率

は一部を除いて５％以下になった。

（２） ＡＰＥＣでの貿易・投資自由化論議

こうしたＡＳＥＡＮにおける貿易自由化に

大きな影響を与えたものとしてＡＰＥＣ（ア

ジア太平洋経済協力）があった。ＡＰＥＣは

アジア太平洋諸国間の経済協力関係を構築

するために1989年に発足したものであり，

ＡＳＥＡＮ諸国，日本，韓国，中国，米国，

メキシコ，チリ，豪州，ニュージーランド

など，太平洋に面する多くの国（21か国）

が参加している。「開かれた地域主義」を

謳っており，もともと米国の地域主義的傾

向をけん制する意図で日本の構想によって

作られたものである。

ＡＰＥＣは94年にボゴール宣言で域内の

貿易・投資自由化の推進を決議し，加盟国

は，先進国については2010年まで，途上国

については2020年までに貿易・投資の自由

化を行うこととした。さらに，95年には大

阪行動指針，96年にはマニラ行動計画を決

議し，貿易・投資自由化に向けた手順を示

した。

しかし，その後，米国とアジア加盟国の

一部に対立があったこと，一部の分野を優

先的に自由化するＥＶＳＬ（早期自主的分野

別自由化）計画が失敗したこと，アジア通
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貨危機に対してＡＰＥＣとして有効な打開

策を示せなかったことなどにより，ＡＰＥＣ

の影響力は急速に薄れていったが，ＡＰＥＣ

における貿易・投資自由化論議はＡＦＴＡ

や東アジアの経済連携推進に大きな影響を

与えたと言えよう。

（３） 通商政策の転換と日・タイＦＴＡ

交渉

近年の東アジア地域の地殻変動に大きな

役割を果たしているのは中国であり，中国

は01年12月にＷＴＯに加盟したが，01年11

月にＡＳＥＡＮとのＦＴＡ締結に合意し，02

年11月には，2015年までに中国とＡＳＥＡＮ

は自由貿易地域を完成させるという

ＡＳＥＡＮ・中国包括経済協力枠組み協定が

調印された。

日本は，こうした中国の動向に刺激され

て対アジア地域の通商政策の建て直しを迫

られ，それまでのＷＴＯ中心の政策から，

「重層的通商政策」としてＷＴＯのみなら

ずＦＴＡも同時に推進する方針に転換して

きた。
（注２）

そして，中国のあとを追うように，

02年１月に小泉首相がシンガポール訪問時

に「日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携構想」を

提案し，03年10月には日・ＡＳＥＡＮ包括的

経済連携枠組みの合意文書の署名が行われ

た。このなかで，ＡＳＥＡＮの旧加盟国とは

2012年まで，新加盟国とは2017年までに

ＦＴＡを実現することを取り決めており，

これに基づいてタイ，マレーシア，フィリ

ピンとの交渉が開始された。

タイとの間では，01年11月にタクシン首
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相から日本とのＦＴＡ検討の提案があり，

02年４月に日・タイ経済連携の作業部会立

ち上げを決定し，作業部会は02年９月から

03年５月まで５回開催された。また，その

後，03年７月から11月まで，民間から全中，

全漁連，日本看護協会，日本経団連が参加

して産官学研究会（タクスフォース）が３

回開催され，それを受けて03年12月に政府

間交渉の開始に合意し，04年２月，４月，６

月と，これまで交渉が３回行われている。

このように，日本はＡＳＥＡＮ地域との経

済連携に向けた路線を着々と進めており，

既に交渉は国別に具体的な内容を詰める段

階に入りつつある。

（注２）日本は02年に，シンガポールとの間で日本
として初めてＦＴＡ（正式名称は日本・シンガポ
ール新時代経済連携協定[JSEPA]）を締結した。
締結に際しては，まず99年12月の首脳会談の結
果を受けて産官学の研究会が設立され，00年９
月に研究会の報告書が提出された。それを受け
て01年１月より政府間交渉が開始され，02年１
月に協定の署名が行われ，02年11月に発効した。

（４） タイのＦＴＡ政策

01年２月のタクシン政権誕生以降，タイ

は積極的にＦＴＡに取り組んでいる。90年

代にはＡＳＥＡＮ域内の貿易自由化がＡＦＴＡ

によって進められたが，タイは02年にバー

レーンとＦＴＡを合意（調印は03年１月）し

たのをはじめ，03年10月に，豪州とＦＴＡ

締結を合意し，米国とＦＴＡ交渉開始に合

意した。また，03年10月よりタイは中国と

の間でアーリーハーベストとして野菜，果

実の関税を撤廃し，同年12月に日本との

ＦＴＡ交渉開始に合意した。また，03年10

月には，ＡＳＥＡＮとインドとの間でＦＴＡ
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に向けた枠組み協定が締結されている。こ

のように，タイは世界の主要国と活発に

ＦＴＡ交渉を行っており，現在，タイと経

済関係の深い主要国（地域）でＦＴＡの協

議を行っていない国（地域）は韓国とＥＵ

だけであるという状況になっている。
（注３）

一方で，こうしたタクシン首相のＦＴＡ

に対する積極姿勢に対して，タイの国会議

員，学者，マスコミの一部から，政府が

ＦＴＡに関する情報を公開していない，交

渉に国会，国民の意見が反映されていない

との批判が出てきている。特に，中国との

アーリーハーベストによって野菜・果実が

中国から大量に流入しタイの農業にマイナ

スの影響が出ていること，米国とのＦＴＡ

ではタイにとって不利になる内容が盛り込

まれる恐れがあることなどから，ＦＴＡが

本当にタイの経済・国民にとってメリット

があるのか疑わしいと疑問を投げかけ，

ＦＴＡの内容を慎重に検討して交渉を進め

るべきであり，合意の前に国会の承認をと

りつけるべきだ，と主張している学者もい

る。
（注４）

（注３）こうしたタイの状況をもって「ＦＴＡシン
ドローム」と称している学者もいる。

（注４）日本の世論は時流に流される傾向があり，
ＦＴＡも「包括的経済連携」「東アジア共同体」
の美名のもとＦＴＡを進めるのが当然であるかの
ような風潮になっているが，誰がＦＴＡの推進者
であり，相手国の誰がＦＴＡを望んでいるのか，
タイの企業，国民，農民にとってＦＴＡは何のメ
リットがあるのか，十分な検討が必要であろう。
また，日本は企業の論理が優先しすぎており，
ＦＴＡを締結するのが「国益」だとされているが，
国益とは一体何なのか，本当に国民の利益にな
るのかを，一度冷静になって疑ってみる必要が
あろう。
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これまでの作業部会，タクスフォースで

は，日本とタイの経済連携に関する様々な

事項が議論されており，タクスフォース報

告書では日・タイ経済連携協定の範囲とし

て21項目があげられているが，日・タイ

ＦＴＡ交渉における両国の主な関心事項と

対立点は以下の通りである。

（１） 日本の目的と関心事項

ａ ＡＳＥＡＮにおける地位確保

中国の改革・開放路線の進展のなかで，

90年代には，日本はＡＳＥＡＮより中国によ

り強い関心が向いており，日本と中国の貿

易・投資関係が深まった。また，ＡＳＥＡＮ

も中国との経済関係を強めたため，

ＡＳＥＡＮにおける日本の相対的地位は低下

しつつある。

しかし，地域的バランスやリスク分散，

またこれまでの蓄積という観点から，日本

にとってＡＳＥＡＮは引き続き重要であり，

日本はタイとのＦＴＡによってＡＳＥＡＮに

おける日本の地位を維持・向上させたいと

考えている。特に，現在，タイは中国，米

国，インド，豪州とＦＴＡを進めつつある

ため，日本としてはメキシコの二の舞にな

らないよう，タイとこれらの国とのＦＴＡ

交渉の進展状況をにらみながら日・タイ間

の交渉を進めようとしている。
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ｂ　工業品関税の撤廃・削減

タイはＷＴＯ交渉において，ケアンズグ

ループの一員として先進国の農業保護を批

判し貿易自由化を主張しているが，タイの

関税率（単純平均関税率15.2％）は日本（同

7.7％）と比べて高い。

例えば，タイの自動車の関税率は80％，

自動車部品の関税率は10～42％であり，タ

イの国民は高い自動車を買わされている。

また，タイで現地工場を有している日本の

自動車メーカーは日本から部品を取り寄せ

ると関税分だけコストが高くなる。この関

税率を撤廃・削減することが日本企業の事

業をやりやすくし，それがタイの経済にと

っても有益であるとしている。

ｃ　投資規制の撤廃・緩和

タイは自国資本を育成するため，外資比

率規制（原則として49％以内）や事業分野

規制（一部業種は外資を制限）などの外資

規制を設けており，土地所有規制や外国人

就業規則もある。その一方で，外国投資を

促進するために優遇措置も設けており，そ

のなかで投資委員会（ＢＯＩ）が大きな役

割を果たしている。日本は，こうした外資

規制を撤廃・緩和してほしい（内国民待遇）

との要望を持っており，またタイが米国に

与えている特権的な待遇と
（注５）

同じ投資環境を

求めている（最恵国待遇）。

ｄ　その他

関税，投資規制以外に，日本は，政府調

達の改善・透明性確保，サービス貿易自由

化（内国民待遇，外資規制撤廃），知的所有

権保護などをタイ側に求めており，また，

貿易規則の透明性，輸出入手続の簡素化な

ど貿易円滑化によるビジネス環境の整備を

今回の交渉で獲得したいと考えている。

（注５）タイはベトナム戦争時の1966年に，米国と
の関係強化を内容とする「タイ米友好条約」を
締結した。この条約によって米国企業は投資に
おいてタイ企業と同等の扱いを受けており，こ
れはＷＴＯ（ＧＡＴＴ）の最恵国待遇原則に反する
内容である。この協定は04年末に失効すること
になっており，米国はＦＴＡによる延長，強化を
ねらっている。

（２） タイの目的と関心事項

ａ　ＡＳＥＡＮにおける地位向上・確立

タイは日本とＦＴＡを締結することによ

って，タイをＡＳＥＡＮの経済的中心として

発展させ，ＡＳＥＡＮにおける経済的地位を

向上・確立させたいと考えている。また，

タイは世界の主要国とＦＴＡを締結するこ

とで，ＡＳＥＡＮのリーダーとしてのタイの

存在をアピールするという政治的ねらいも

ある。

ｂ　日本からの投資の促進とタイ経済の

活性化

タイは日本とのＦＴＡによってタイに日

本企業の投資を呼び込み，タイの経済を活

性化させたいと考えている。また，そのこ

とによって低生産性部門の改革を促すなど

タイ国内の構造改革を進めようとしてい

る。

ｃ　農水産物輸出の増加

農水産物はタイの重要な輸出品目であ
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り，タイとしては日本とのＦＴＡによって

日本への農水産物輸出を増加させたいと考

えている。日本の関税率は一部を除いて既

に低く，多くの工業品は無税である。タイ

にとっては，米，米加工品，砂糖，でんぷ

ん，果実，野菜，水産物などの関税撤廃・

削減や無税枠の設定による農水産物の輸出

増加に期待をかけている。また，食品衛生

の検疫のためにコストがかかったり，トラ

ブルがおきたりすることがあるため，タイ

としては検疫制度を改革してほしい，問題

が起きたときの処理方法を簡素化・迅速化

してほしいとの期待がある。

ｄ　人の移動に関する規制緩和

また，タイは，タイ人が日本で就労でき

るよう人の移動に関する規制を緩和してほ

しいと望んでいる。具体的には，看護師，

介護士，マッサージ師などが日本で働ける

ようにし，これらの労働者の送金による外

貨獲得に期待している。

（３） 日本のセンシティブ問題

タイ側の関心事項は，日本にとっては国

内調整が難しいセンシティブな問題でもあ

る。

ａ　農産物関税

農産物のなかには，日本の食料安全保障

や地域経済にとって重要であるため，関税

撤廃が難しい品目がある。米，砂糖，でん

ぷん，鶏肉がセンシティブ４品目と言われ

ているが，野菜，パイナップルなども問題

になる可能性がある。これらの品目につい

ては例外にするか経過措置を長くとるなど

の特別な配慮が必要であろう。また，食品

の検疫制度についても，食品の安全性に対

する関心が高まっているなかで検疫の水準

を緩めることはありえず，日本ができると

すればせいぜい紛争処理の仕組みをルール

化・迅速化するということであろう。

ｂ　人の移動

労働力の受入れも日本としてはなかなか

難しい問題である。一つは，日本の労働市

場への影響であり，タイ人労働力を受け入

れると看護師，介護士の供給圧力となるた

め，関係業界は反対している。また，治安

問題，不法就労などの社会問題の増大への

懸念も，受入れを反対する理由としてあげ

られている。日本（厚生労働省）としては，

専門的・技術的労働者と単純労働者に区分

し，専門的・技術的労働者については日本

の資格取得を前提に一定程度の受入れを検

討するが，単純労働者については慎重な姿

勢で交渉に臨む方針である。

（４） タイのセンシティブ問題

ａ　工業品関税

タイにとっては，高関税率品目の関税を

撤廃することは国内業界への影響があるた

め，簡単には撤廃できないものもあり，そ

の例として，鉄鋼，自動車部品，石油化学

製品などがあげられている。また，タイが

工業品の関税を撤廃すれば，日本からタイ

への輸出がいっそう増加し，貿易収支にマ
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イナスの要因となる。もちろん，関税撤廃

によってタイの消費者は安い商品が購入で

きるようになり，タイの企業にとっても原

料・部品，資本財（機械等）の輸入価格が

安くなるというメリットはあるが，輸入品

と競合する製品を製造している企業，業界

にとってはマイナスに作用することにな

る。

ｂ　投資規制

投資規制についても，国内企業の育成，

国家主権という観点から，撤廃することは

難しいであろう。また，投資に関しては，

米国にだけ特恵的な地位を認めている現在

の状態の是正が問題になるであろうが，タ

イは米国ともＦＴＡ交渉を行っており，タ

イは今後，米国，日本の両国と難しい交渉

を行わなければならない状況に置かれてい

る。

（５） 今後の交渉の見通し

このように，日本とタイの主張，関心事

項は対立している部分がある。今後，夏以

降に交渉が具体化していくなかで，両国の

国内調整を検討しながら妥協できる地点を

探る作業をしていくことになるであろう。

タイは，来年（05年）早々に国内で選挙

があるため早期（年内）の合意をめざして

いると言われており，タイの大臣クラスの

人物が早期に妥結するために農産物などセ

ンシティブな問題は先送りしてよいとの発

言をしているが，今後交渉が各論に進むに

つれて，農産物問題，労働問題を巡って交

渉が難航することも予想される。

次に，交渉の焦点となる可能性のある農

産物について，タイの生産・輸出状況と日

本の国内事情を品目別にみてみよう。

（１） タイ農業の概況

品目別にみる前に，まずタイの農業につ

いて概観しておく。

タイは伝統的な農業国であり，80年代以

降の経済成長によって経済に占める農業の

割合は低下したが，現在でも国民の４割は

農業に従事している。タイの農地面積は

2,101万ha（99年，日本の4.1倍）であり，そ

のうち水田が５割を占めている。農家戸数

は5,793千戸（日本の1.9倍），１戸当たりの

農地面積は3.7haで日本の2.4倍である。主

な農産物は，米，天然ゴム，サトウキビ，

キャッサバ，メイズ，熱帯果実であり，養

鶏も盛んである。

農水産物はタイの重要な輸出品目であ

り，01年の農林水産物輸出額は152億ドル

で輸出全体の４分の１近くを占めている。

主な輸出品目は，ゴム，エビ，米，マグロ

缶詰，木材製品，砂糖，パイナップル缶詰，

鶏肉，キャッサバ製品である。農林水産物

の輸出先は日本，米国，ＥＵの先進国で５

割を占め，そのほか中国，マレーシア等の

近隣アジア諸国への輸出が多い。日本への

農林水産物の輸出額は3,736億円でタイの
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対日輸出額の28％を占めている（02年）。

主な輸出品目は，ゴム，エビ，イカ，ペッ

トフード，砂糖，でんぷん，野菜であり，

近年は加工度の高い食品の輸出が増加して

いる。

（２） 米・米加工品

ａ　タイの米生産・輸出動向

米はタイにとって最も重要な農産物であ

り，01年の米生産量は2,651万トン（籾，日

本の2.3倍）で，タイは世界第６位の米生産

国である。生産している米はほとんどイン

ディカ米であり，ジャポニカ米の生産は

3,200ha，１万４千トン（籾）に過ぎず，総生

産量の0.1％にも満たない。
（注６）

単収の増大等

によりタイの米生産量はこの10年間で約３

割増加している（第１表）。

タイの米は伝統的に輸出比率が高く，03

年の輸出量は753万トン（精米）で，生産

した米の約４割を輸出している。タイは世

界最大の米輸出国であり，世界の米輸出量

の３割を占めている。主な輸出先はアジ

ア・アフリカ諸国であり，日本への輸出量

はミニマムアクセスの13.6万トン（02年度）

のみである。近年，ベトナム，インドの輸

出量増大等により世界の米輸出市場の競争

が激化し，米の国際価格が低迷している。

タイの国内米価格は国際価格に連動してい

るため生産者価格が低下しており，タイ政

府は米の価格を支持する政策を実施してい

る。

ｂ　日本の米輸入の現状

日本は，ウルグアイラウンド合意に基づ

いて95年からミニマムアクセスによる米の

輸入を行っており，99年からは関税化に移

行した。しかし，現在は二次関税率が非常

に高いため（341円／㎏，490％に相当），ミ

ニマムアクセス以外の輸入はほとんど行わ

れていない。

ミニマムアクセス米については，国が輸

入国，数量，用途等を決めている一般輸入

米と，輸入業者と国内卸売業者が共同で入

札を行うＳＢＳ米に分かれており，02年度

では，一般輸入米が629千トン，ＳＢＳ米が

50千トンとなっている。一般輸入米は，ウ

ルグアイラウンド合意当時の了解により国

内需給に影響のないよう援助用，飼料用，

加工用に向けられており，一般消費者に渡

ることはない。一方，ＳＢＳ米は主食用に

向けられているが，これも業務用が主であ

り，店頭で見かけることは少ない。02年度

において，タイからは一般輸入米が135千

トン輸入されており，ＳＢＳ米の輸入は１

千トンであった（第２表）。
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   （単位　万ha，万トン，kg/ha）�

１９９２/９３　�
９３/９４　�
９４/９５　�

９５/９６　�
９６/９７　�
９７/９８　�
９８/９９　�
９９/００　�

００/０１　�
０１/０２　�

資料　タイ農業統計�
（注）　籾ベース�

第1表　タイの米生産�

９６７�
９４８�
９７１�

１，０１４�
１，０２０�
１，０２７�
１，００３�
１，０３１�

１，０６４�
１，０６０�

作付面積�（年）�

１，９９２�
１，８４５�
２，１１１�

２，２０２�
２，２３３�
２，３５８�
２，３００�
２，４１７�

２，５８４�
２，６５１�

生産量�

２，１７４�
２，１７５�
２，３５２�

２，４２０�
２，４１０�
２，３７９�
２，４１８�
２，４２４�

２，６１３�
２，６１９�

単収�



ｃ　日本の国内事情

日本にはインディカ米の需要はわずかし

かなく，またタイでは，気象条件が異なる

ため日本人の求める品質のジャポニカ米の

栽培は困難であり，ジャポニカ米を生産で

きる余地は限られている。しかし，日本で

は，米の消費量減少等によって生産調整面

積は97万ha（01年）に達しており，さらな

る輸入増大は受け入れ難い状況にある。ま

た，二次関税率を下げた場合は，加工米と

してタイ産の米が多く輸入される可能性が

あり，国内需給に影響を与えることになる

であろう。
（注７）

米については，ＷＴＯ交渉においても関

税率の上限設定が問題になってい

るが，生産者数が多いこと（238万

戸［00年］），日本全国で生産されて

いること，日本が自給できる唯一

の穀物であり自給カロリーの６割

を占めていることなど，米は日本

の農業・食料供給にとって最も重

要な品目である。タイ側も米が日

本にとって最もセンシティブ

な品目であることは理解して

いるが，今後の交渉過程のな

かでタイ側からなんらかの要

求が出てくる可能性はあろ

う。

ｄ　米加工品

タイでは，米粉，麺（ビー

フン）など米の加工品の生産

も盛んである。米粉の生産量

は180千トン程度と推計されているが，そ

のうち５割を輸出しており，輸出量の５割

が日本向けである。日本の貿易統計による

と，日本は米粉調製品を102千トン輸入し

ているが，うちタイからの輸入が47千トン

である。また，米菓の輸入量6.7千トンの

うちタイから4.7千トン，ビーフンは6.2千

トンの輸入量のうちタイから3.9千トン輸

入している。このように，日本の米加工品

の輸入に占めるタイの割合は大きい（第３

表）。

なお，米粉の輸入は関税割当制度になっ

ており，枠内関税が25％，二次関税が375

円／㎏である。また，米菓の関税は29.8％，
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   （単位　千トン）�

一
般
輸
入
米�

資料　日本食糧協会「食糧要覧」�

　　第2表　MA米の国別輸入量�

米　国�
豪　州�
タ　イ�
中　国�
その他�

計�

１９９５�（年度）�

１８８�
８５�
９５�
３０�
-�

３９８�

９６�

２０１�
８０�
１２８�
３５�
-�

４４４�

９７�

２３８�
８２�
１３３�
３０�
５�

４８９�

９８�

２６５�
８７�
１３０�
１０�
２０�

５１２�

９９�

２７６�
９０�
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１４�
１５�

５３３�

００�

２８４�
９４�
１４４�
３５�
１６�

５７３�

０１�

３００�
９１�
１２９�
５５�
５�

５８０�

０２�

３０１�
８２�
１３５�
７６�
３５�

６２９�

Ｓ
Ｂ
Ｓ
米�

米　国�
豪　州�
タ　イ�
中　国�
その他�

計�

６�
２�
０�
２�
０�

１１�

１４�
１�
０�
５�
２�

２２�

３５�
３�
１�
１４�
２�

５５�

３６�
１５�
５�
６２�
２�

１２０�

３７�
１５�
４�
６３�
２�

１２０�

４６�
１４�
５�
５３�
１�

１２０�

２４�
９�
-�

６６�
１�

１００�

２０�
４�
１�
２４�
１�

５０�

（単位　千トン）

２０�

８２�
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１０２�

１５�

３５�
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４７�

１９９０　�

９５　�
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０２　�
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（注）１　製品輸入量    �

２　「肉･魚等調製品」は米を含むもの。    

米粉　�
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タイ�

７．１�
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５．２�
５．２�
４．７�

米菓�（年）� 計�うち�
タイ�

１．９�

３．０�

４．３�
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３０�

９５�

１１８�
１１８�
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うち�
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第3表　日本の米加工品輸入量�



ビーフンの関税は27.2円／㎏である。タイ

からはこの関税率引下げの要求が出てくる

可能性はあるが，米加工品の輸入が増える

と全体の米需給に影響を与えることになる

ため例外品目にする必要があろう。

（注６）JETRO海外農林水産業情報No133『タイ
における日本米の生産・流通・消費動向』
（2004.3）による。

（注７）米の加工需要は116万トン（うち酒類用34
万トン，加工米飯15万トン，米菓21万トン，米
穀粉12万トン，味噌用12万トン，もち５万トン）
あり，そのうち国産米が88万トン使用されてい
ると推計される（01年度）。

（３） 砂糖

ａ　タイの生産・輸出動向

タイのサトウキビ作付面積は997千ha，

砂糖の生産量は6,545千トン（粗糖換算）で

あり（
（注８）

01／02年度），タイは世界第４位のサ

トウキビ生産国で，砂糖の生産量は世界第

５位である。タイでは東北部を中心にサト

ウキビ生産が増大しており，砂糖の生産量

は20年前の３倍，10年前の２倍になってい

る（第１図）。

近年，世界的に砂糖生産が増大しており

（特にブラジルの生産増大が著しい），また

ＥＵの砂糖補助金の影響等もあり国際砂糖

価格は低迷している。タイでは，国内砂糖

価格は政府が定めた固定価格になってお

り，サトウキビ価格も農家と工場の取り分

を一定割合に固定する制度を有しているな

ど，砂糖産業に対して政府が深く関与して

いるが，国際砂糖価格の低迷のためタイの

砂糖基金は大きな赤字を抱えている。

タイは生産した砂糖の約７割を輸出して

おり，01／02年度の輸出量は4,413千トンで，

タイはブラジルに次いで世界第２位の砂糖

輸出国である。砂糖輸出のうち粗糖として

輸出しているのが2,322千トン（主な輸出先

はロシアやアジア諸国），精製糖（白糖を含

む）として輸出しているのが2,091千トン

（主な輸出先はインドネシア，カンボジアや中

東諸国）である。なお，日本は精製糖の輸

入に対して高関税と調整金を課しているた

め，タイから輸入しているのは粗糖のみで

ある。

ｂ　日本の砂糖需給と国内生産の実態

日本の砂糖の総需要量は2 ,277千トン

（01／02年度）であるが，そのうち７割を輸

入（粗糖）に依存し，３割は国産原料によ

るものである（第４表）。日本の粗糖輸入

量に占めるタイの割合は年による変動はあ

るが３～４割であり，日本の粗糖輸入先は

豪州とタイで８割を占めている。

01／02年度において国産原料による砂糖
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資料　タイさとうきび委員会�
（注）　砂糖生産量は粗糖と精製糖の単純集計。�
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生産量は，てん菜糖663千トン，甘しゃ糖

169千トン，含みつ糖８千トンの計840千ト

ンである。国産原料は北海道のてん菜と沖

縄・鹿児島（奄美諸島が主）のサトウキビ

であるが，生産コストが高いため政府が価

格支持を行っている（第５表）。いずれも

地域の農業・経済にとって重要な品目であ

り，例えば，沖縄のサトウキビについてみ

ると，沖縄の農地面積の３分の１でサトウ

キビが栽培されており，サトウキビの生産

額は沖縄農業の総生産額の約２割を占めて

いる。特に，宮古島，石垣島，南大東島な

どの離島では，サトウキビがなくては地域

経済が成り立たないような重要な品目にな

っている。

タイとしては，日本に対し

て現在以上に砂糖を売り込み

たいという期待はあろうが，

対豪州との関係，ブラジルと

の競合の可能性などを考える

と現在の制度を変えるのは難

しいであろう。北海道，沖

縄・奄美諸島において砂糖原

料生産が地域経済，地域農業に果たしてい

る重要性を考えると，砂糖は例外品目にす

る必要がある。

（注８）01／02年度は砂糖年度で，01年10月～02年
９月。

（４） でんぷん

ａ　タイのキャッサバ生産とでんぷん輸出

タイにおけるキャッサバ（タピオカとも

呼ばれる）の作付面積は111万ha，生産量

は1,906万トンであり（00年），タイは世界

第３位のキャッサバ生産国である。

キャッサバは，ペレット，チップ，でん

ぷんに加工され，タイはそのほとんどを輸

出している。かつては，タイのキャッサバ

のほとんどはＥＵ向けのペレット（飼料用）

として輸出されていたが，ＥＵが穀物生産

を増大させ域内飼料自給化政策を進めたた

め，ＥＵへのペレット輸出は減少した。
（注９）

そ

の一方で，中国向けのチップ（飼料・アル

コール原料）やでんぷん・化工でんぷんの

輸出が増大してきた（第６表）。

タイは，03年においてキャッサバから製

造したでんぷん（タピオカでんぷん）を989

千トン，化工でんぷんを458千トン輸出し
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ている。これらがキャッサバ生産量に占め

る割合はでんぷん26％，化工でんぷん14％

と推計される。でんぷんの輸出先は台湾が

44.4％を占め，次いでマレーシア，インド

ネシアが続き，日本への輸出は56千トン

（8.5％）である（00年）。

ｂ　日本のでんぷん需給と国内生産の実態

日本のでんぷん需要量は3,007千トンで

あるが（01年），そのうち84％が輸入とう

もろこし（大部分が米国からの輸入）から製

造されるコーンスターチであり，国産原料

によるでんぷんは298千トン（ばれいしょで

んぷん237千トン，かんしょでんぷん91千トン）

で，総需要量の9.9％を占めている（第７表）。

また，でんぷんとしての輸入も164千

トンあるが，そのうちタピオカでんぷ

んが115千トンであり，タイからはその

９割以上の105千トンを輸入している。

また，化工でんぷんの輸入量349千トン

のうちタイからは204千トン（58％）を

輸入している（02年）。

なお，でんぷんの最大の需要先は，

主に飲料の甘味料として使用されてい

る異性化糖であり（需要量の62％を占め

る），そのほかでんぷんは，紙・段ボール，

ビール等に使用されている。また，化工で

んぷんは，食品，医薬品，接着剤等に使用

されている。

国内のでんぷん原料の生産地は，ばれい

しょが北海道（作付面積57.9千ha，農家戸数

19.2千戸，平均3.0ha），かんしょが鹿児島，

宮崎（同14.0千ha，27.9千戸，平均0.5ha）で

ある（第８表）。ばれいしょは北海道（主に

十勝地方）の畑作の輪作体系のなかで不可

欠の作物であり，かんしょは鹿児島のシラ

ス台地（大隈半島，薩摩半島）の畑作地帯

に適しており台風被害に遭いにくい重要な

作物としてこの地域で長く生産されてき
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た。いずれも地域の農業にとって重要な品

目であるが，国産原料はコストが高いため，

輸入でんぷんに対する関税割当とコーンス

ターチとの抱き合わせ販売によって価格支

持が行われている。

タイからはでんぷんの輸入枠を拡大して

ほしいとの要求が出てくる可能性はある。

それによってコーンスターチの生産量を減

らすだけにとどまるのであれば日本として

受け入れる可能性はあろうが，国内のでん

ぷん原料生産に大きな影響の出るような合

意は難しいであろう。

（注９）ＥＵ共通農業政策とタイのキャッサバ生産
との関係については，田坂敏雄『熱帯林破壊と
貧困化の経済学』（御茶の水書房，1991）に詳し
い分析がある。

（５） パイナップル

ａ　タイの生産・輸出動向

タイではドリアン，ココナッツ，マンゴ

ーなど多様な熱帯果実が生産されており，

種類も生産量も多い。なかでもタイは世界

最大のパイナップル生産国であり，生産量

は173万トンである（98年）。生産地域は主

に南部であり，パイナップル缶詰メーカー

は25社ある。タイは，パイナップルを缶詰，

ジュースとして輸出しており，生果として

の輸出は少ない。パイナップル缶詰の輸出

量は359千トンであり，パイナップルジュ

ースの輸出量は65千トンである。主な輸出

先はＥＵ，米国であり，日本へのパイナッ

プル缶詰輸出量は25.1千トン（7.1％）であ

る（02年）。

ｂ　日本の生産・輸入動向

日本では沖縄でパイナップルを生産して

おり，かつては沖縄のパイナップルを保護

するため輸入割当制度を設けていたが，71

年に冷凍パイパップルの輸入自由化が行わ

れ，90年には，パイナップル缶詰も輸入自

由化に追い込まれて現在の関税割当制度に

移行した。その結果，69年に101千トンあ

った沖縄のパイナップル生産は，80年に56

千トン，90年に32千トンとなり，01年には

11千トンまで減少している（第９表）。自

由化以前はパイナップル缶詰工場も多くあ

り，輸入冷凍パインを原料としたものも含

めると87年まではパイナップル缶詰の国内

生産量は輸入量を上回っていた。しかし，

現在では，パイナップル缶詰工場は沖縄県

経済連の１工場のみになっており，国産割

合はわずか4.1％になっている。
（注10）

ただし，沖縄には現在もパイナップル畑

が593ha，生産農家が565戸あり（2000年農

業センサス，販売農家，露地），01年の生産

量は11.2千トンである（うち生食向4.8千ト

ン，加工向6.0千トン）。特に，主産地である

沖縄北部（名護市，東村，国頭村等）では，
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パイナップル以外の作物にはあまり適さな

い酸性土壌であるため，パイナップルは地

域にとって重要な作物になっている。生産

農家は，価格の低い缶詰用から生食用にシ

フトしたり，ハウス栽培を拡大しているも

のの，現在の関税割当制度（枠内無税，枠

外関税33円／㎏）と沖縄産パイナップル缶

詰の抱き合わせ制度がなくなって缶詰工場

が維持できなくなると，６千トンのパイナ

ップルの行き場がなくなってしまう。

日本のパイナップル缶詰輸入量51千トン

のうちタイからの輸入が28千トンで55％を

占めており，そのほか日本はインドネシア，

フィリピンからパイナップル缶詰を輸入し

ている（第10表）。また，生果はほとんど

フィリピンからの輸入である。なお，パイ

ナップルの関税率は，生鮮パイナップル

17％，冷凍パイナップル23.8％である。

タイは既に多くのパイナップル缶詰を日

本に輸出しているため，これ以上の対日輸

出要求は出てこない可能性もあるが，生産

量が減少したとはいえ沖縄にとってはセン

シティブな品目であり，現在の制度は維持

する必要がある。

（注10）かつてパイナップルの大産地であった石垣
島では，缶詰工場がなくなったため生産量が大
きく減少したが，現在でも88戸が96haのパイナ
ップルを栽培し主に生食用に販売している。石
垣島のパイナップルはフィリピン産に比べ新鮮
で甘さもあると消費者に好評である。

（６） その他品目

ａ　鶏肉

タイは70年代以降，日本向けの輸出を

中心に鶏肉の生産を増大させ，02年の生産

量は1,116千トンになっている。近年では

中国との競合により対日輸出は伸び悩んで

いるものの，タイにとって日本は最大の輸

出先であり，タイの鶏肉輸出に占める日本

の割合は，冷蔵鶏肉55.2％，鶏肉調製品

50.6％である。一方，日本の鶏肉輸入に占

めるタイの割合は，冷凍・冷蔵鶏肉33.7％，

鶏肉調製品33.2％になっている（
（注11）

02年）。

日本の鶏肉生産は輸入の増加によって減

少傾向にあり，02年の自給率は65％である。

生産戸数は大きく減少して02年で2,986戸

であるが，鶏肉業界は，これ以上の輸入増

加を防ぐためＦＴＡにおいて例外にするこ

とを要求している。なお，鶏肉の関税率は

骨なし11.9％，骨付き8.5％である。

ｂ　野菜

日本では近年野菜輸入量が増大してお

り，02年の輸入量は2,410千トンに達し，

自給率は83％に低下している。タイの野菜

生産量は260万トンであり，日本の生産量

の５分の１に過ぎないが，北タイでは日本

向けの野菜が生産されている。ただし，タ

イからの野菜輸入量は79千トンで日本の野
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菜輸入量全体に占める割合は3.3％に過ぎ

ず（02年），しかも近年は中国との競合に

より輸入量はやや減少している。タイから

の野菜輸入量で最も多いのはショウガ（輸

入量は28.0千トンでタイからの野菜輸入の

35％を占める）であり，次いで，枝豆8.8千

トン，タマネギ4.8千トンが続く。野菜の

関税率は，品目によって異なるが５～15％

であり，関税が撤廃されると一定の影響は

あるであろう。ただし，日本としては中国

からの野菜輸入のほうがより大きな問題で

ある。

ｃ　水産物

タイは水産物も多く輸出しており，対日

輸出が大きいものはエビ，カツオマグロ缶

詰，イカ，スリミである。

日本はアジア諸国から大量のエビを輸入

しており，タイからは冷凍エビ19千トン，

エビ調製品を23千トンを輸入している（02

年）。国産のエビは2.1千トンに過ぎず，エ

ビの総需要量（323千トン）の１％にも満た

ない。また，関税率は冷凍エビ１％，エビ

調製品4.8％でさほど高くなく，国境措置

の問題はそれほど大きくないが，エビ輸入

については，環境問題，食品安全性の問題

が指摘されている。

日本はカツオマグロ缶詰を27.6千トン輸

入しており，そのうちタイからの輸入は

17.3千トンで輸入量の63％を占めている

（02年）。カツオマグロ缶詰の供給量全体に

占める輸入品の割合は45％であるが，国産

とされているもののなかにも一次処理をタ

イ等で行っている場合もある。関税率は

9.6％であり，関税が撤廃されると海外生

産の割合がさらに増えるであろう。

（注11）詳しくは，本誌別稿山本博史「タイのブロ
イラー産業」を参照。

（１） ＷＴＯ協定との整合性

ＦＴＡは特定の国に対してだけ関税を撤

廃・削減するものであり，本来，ＧＡＴＴ

（ＷＴＯ）の根本原則である「最恵国待遇」

（特定の国を差別しない）と矛盾する側面を

持っている。ＷＴＯ協定では，ＦＴＡが拡大

して最恵国待遇原則がなし崩しになり，経

済ブロック化に進むのを防ぐため，第24条

でＦＴＡが認められる条件を定めている。
（注12）

そのなかで重要なのは以下の３点である。

①ＦＴＡ締結以前より貿易障壁を高めて

はならない。

②実質的なすべての貿易について関税そ

の他の制限的通商規則を廃止する。

③妥当な期間内に協定を設定する。

このなかで特に問題になるのは，②の

「実質的なすべて」であり，一般には「特

定の産業分野を除外せず貿易額の90％以上

をカバーする」と解釈されている。したが

って，タイとのＦＴＡについても農業を一

切除外するということはできないが，例外

品目を設けることは可能であり，これまで

締結されたＦＴＡでは例外を設けているの

がほとんどである。また，③の「妥当な期

間」は「10年以内」とされているが，実際
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は10年を超える協定も多く存在している。

日・タイのＦＴＡ交渉においても，この

例外をどう設けるのかが一つの焦点であ

り，完成度の高い（例外の少ない）協定に

しようとすると交渉は難航するであろう。

（注12）現実の世界では，ＦＴＡによる差別的な扱
いが蔓延してきており，ＦＴＡのネットワークに
入れない国は不利益を被っている状態になって
いる。日本は「ＷＴＯが進まないならＦＴＡだ」
というムードになっているが，ＦＴＡにはマイナ
ス面もあり，ＦＴＡの限界を見極める必要があろ
う。

（２） 経済発展段階の相違と途上国への

配慮

ＦＴＡ，関税同盟はもともと近隣諸国同

士の経済統合を想定していたものであり，

今日のように地理的に離れた国の間の協定

が多くなったのは最近のことである。隣国

同士であれば経済発展段階も大きな差異が

なく，協定も比較的結びやすい。ＥＣ（ＥＵ）

がその典型であり，ＥＵ加盟国間には経済

格差があるものの，その差異は小さい。途

上国間のＦＴＡも同様である。

一方，先進国と途上国の間のＦＴＡは，

経済発展段階の差があるため難しい問題を

含んでいる。発展段階が異なる国の間で関

税を撤廃・削減し投資の自由化を進める

と，途上国の経済は先進国の企業に支配さ

れてしまい経済的自立が損なわれてしま

う。戦後，途上国の多くは，先進国による

経済的支配を「新植民地主義」として批判

して，関税を高め国内産業の発展を図ると

いう「輸入代替工業化」政策を採用してき

たが，これは国際貿易論において「幼稚産

業保護論」として正当化されてきたもので

あり，途上国の関税水準が現在も高いのは

その名残りである。

こうした途上国の主張は64年のＵＮＣＴＡＤ

総会で強く打ちだされ，それを受けて，

ＧＡＴＴの第４部で途上国に対する最恵国

待遇の例外として一般特恵制度が設けられ

た。さらに東京ラウンドにおいて，途上国

の「異なる有利な待遇」が認められ，その

なかで，途上国間のＦＴＡについてはＧＡＴＴ

第24条の規定に必ずしも従わなくてもよい

という「授権条項」が設けられた（79年）。

そして，この規定に従って，途上国間の

ＦＴＡでは関税撤廃の割合を緩めたり経過

期間を長くするなどの措置がとられている。

こうした先進国と途上国の対立の構図は

現在のＷＴＯ交渉でも現れており，途上国

は投資ルール，競争政策，貿易円滑化，政

府調達（シンガポール・イシュー）をＷＴＯ

交渉に盛り込むことに強く反発している。

日本のＦＴＡ論議ではこの問題が必ずしも

理解されていないように見受けられるが，

タイは途上国であり，他のアジア諸国との

ＦＴＡでも同じ問題を含んでいることを理

解する必要がある。先進国と途上国の間の

ＦＴＡにおいて相互主義ではない特別の待

遇が途上国に与えられるかについては明確

な規定はないが，日・タイＦＴＡ交渉では，

タイ側が途上国としての特別の配慮を要求

している。今後日本は，ＡＳＥＡＮ諸国との

ＦＴＡ交渉を進めるに際し，相手国との経

済発展段階の違いに十分配慮する必要があ

り，その配慮なくして交渉の合意は困難で
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あろう。

（３） 協力と貿易自由化のバランス

こうした構図のなかで日・タイＦＴＡ交

渉で提起されているのが「協力」問題であ

り，タクスフォースの報告書のなかでは，

「日・タイの経済連携はまた，二国間経済協

力の重要性を認識する」と書かれている。

農業分野については，タクスフォース報

告書の付属文書５「日・タイ経済連携協定

における農業合意の方向性」において，

「農業分野における日・タイ経済連携協定

の目的は，農業者と消費者の生活の質の改

善及び所得を向上させるものであるべきで

あり，両国における農業の共存を確実にす

るものであるべきである」としている。そ

して「両国の農産物のセンシティビティー

を十分考慮して農業者の生活の質の改善及

び所得の向上を図ること，農業協力と農産

物の貿易自由化の間の適切なバランスをと

ることによって両国の持続可能な農業の開

発を支持すべきである」として，以下のこ

とをあげている。

①タイの農村部における農民の貧困問題

を考慮し，両国の農協や農業者間の直接的

なつながりの強化を通じてアグリビジネス

や投資を活性化させる。

②国内消費と農産・食品の貿易に関する

食品安全性の重要性を認識し，相互の食品

安全協力を推進する。

③貿易に関する農産物のセンシティビテ

ィーは十分に考慮すべきであり，相互利益

を確実にし，両国の農業が共存できること

を確実にするための公正で公平な枠組みが

可能になることを希求する。

そして，以上のような枠組みを確立する

ために，農業関連の代表者で構成されるワ

ーキング・グループの形式で農業協議の枠

組みを確立すべきであると書かれている。

日本の農協系統はこれまでもＩＤＡＣＡ

（アジア農業協同組合振興機関）を通じてア

ジア地域の農協のリーダー育成に多大な努

力を行ってきたが，タイの農協組織の育

成・発展のために日本の農協運動の経験を

伝えることは，タイの農村問題，貧困問題

を解決するために有効であろう。経済連携

を単なる自由化という枠組みだけでは終わ

らせないようにすることが必要であり，こ

うした取組みなしに真の連携は生まれてこ

ないであろう。農林水産分野の協力の具体

例としては，農協組織育成支援，農業者の

研修受入れ，農業金融の制度作り支援，農

業技術支援，食品衛生管理技術支援，環境

対策，森林造成，水産資源管理などが考え

られよう。

（４） 日本農業の構造改革と国内対策

食料安全保障，農業の多面的機能のため，

日本でも一定程度の農業を維持していくこ

とが必要である。そのためには無制限の自

由貿易，市場原理は望ましくない。これは

ＷＴＯにおいてもＦＴＡにおいても同じであ

り，日本として当然主張すべきことであ

る。

また，農業には公共財としての側面があ

り，その維持のために社会として費用を支

農林金融2004・7
59 - 437



出することが正当化される。現在，日本は，

農業の保護を関税等による国境措置に多く

依存しており，財政による農業者支援は一

般に考えられているほどは手厚くない。

ＷＴＯ，ＦＴＡによって国境措置が下げられ

た場合は，日本農業を維持するため財政的

に支える必要がある。

一方で，日本農業は生産性向上の努力を

続けることが必要である。しかし，日本は

土地資源が乏しいこと，賃金水準が高いこ

とによって，日本農業の比較劣位性は否定

しがたい。特に，タイとの間では賃金水準

の格差が大きい。日
（注13）

本農業の生産性向上の

努力には限界があること，また，農業の構

造改革には時間がかかることの認識が必要

である。

（注13）タイの農村における農業労働者の賃金は１
日100バーツ（約280円）程度，バンコクの最低賃金
は１日170バーツ（約480円）であり，この低賃金が
タイの競争力を支えている。この途上国の低賃金で
生産された低コストの農産物が輸入されると先進国
の農民の所得水準を引き下げることになってしまい，
先進国は国境措置，価格支持政策で農民の所得を支
えてきたが，その農業保護がＷＴＯ交渉で問題になっ
ている。同様のことは他産業についても言えること
であり，途上国が低賃金を武器に先進国に輸出しよ
うとすると，先進国側では労働問題を理由に保護的
手段に訴えることが起きており，「貿易と労働」の問
題はＷＴＯの新しい問題として浮上してきている。な
お，この問題はＮＡＦＴＡの交渉時にも問題になり，
労働に関する補完協定が締結された。

（５） ＦＴＡと環境問題

日本のＦＴＡ論議ではあまり論じられて

いないが，環境問題との関係も重要な論点

である。これまでも多く指摘されてきたよ

うに，アジア地域では資源を枯渇・破壊し

ながらの熱帯材輸出，エビ輸出が行われて

きた。また，ブラジルでは熱帯林を破壊し

て牛肉，大豆，サトウキビを増産させてお

り，タイにおいても，東北タイで森林を破

壊してキャッサバ，サトウキビの栽培面積

を拡大してきた（第11表）。こうした資源

を収奪しての生産増加が国際価格の低迷を

もたらし，貧困と環境破壊の悪循環に陥っ

ている。こうした資源収奪型の生産方法を

変え，持続可能な生産方法に転換する必要

がある。
（注14）

アジア地域の環境問題は世界の環

境にとっても重要であり，環境問題は自由

貿易だけでは解決できず，今後，アジア地

域の環境協力，共通環境政策を構築するこ

とが必要であろう。

（注14）1930年代以降，一次産品の価格安定のため
国際商品協定が形成されたが，環境という視点
も入れて持続可能な農業生産を目指した国際間
の新たな協定の構築が必要になっていると思う。

（６）「東アジア共同体」と共通政策の

可能性

欧州，米州で地域統合が進んでおり，ア

ジア地域においても地域統合に向けた動き

は止めることができない大きな流れになっ
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ＥＵでは統合を進めるとともに農業政策，

環境政策の共通化が行われてきたが，アジ

ア地域においても，単なる貿易・投資の自

由化という枠組みだけではなく，ＥＵの経

験に学び，社会保障，地域政策，安全保障，

インフラ整備まで含めた枠組みを構想し，

将来的には共通農業政策，共通環境政策ま

で展望すべきであろう。そして，こうした

アジア地域の連携を強めていくためにも，

日本人のアジア観，アジアの人々との関係

の再構築，再検討が必要であり，そのなか

には戦時中の行為への反省を含めた歴史認

識も含まれるであろう。

（注15）「東アジア共同体」の形成にはいくつかの
懸念材料もあり，その一つは北朝鮮，台湾の存
在である。また，豪州，ニュージーランドをど
う位置付けるのかという問題もある。さらに，
近年の日本のアジア論議で大きく欠落している
のがインドの存在である。インドはＡＳＥＡＮや
日本の文化，言語，宗教に大きな影響を与えた
のであり，インドはアジアのなかで中国と並ぶ
重要な存在である。そういう意味でも，タイは，
インドと中国，日本を結ぶ役割を果たし得る国
として重要である。

＜参考文献＞
・末廣昭・山影進編『アジア政治経済論－アジアの
中の日本をめざして－』（ＮＴＴ出版，2001）

・新堀聰『21世紀の貿易政策－ＷＴＯは新しい貿易問
題にいかに対処すべきか－』（同文堂，1997）

（主任研究員　清水徹朗・しみずてつろう）
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ている。日本は，戦後，政治的，経済的に

米国への依存度を強めたが，近年では，貿

易，投資，食料輸入におけるアジアのウェ

イトが高まっており，今後もアジア地域間

の関係はさらに深まるであろう。

しかし，それが「東アジア共同体」の形

成まで進むまでにはかなりの時間が必要で

あろう。日・ＡＳＥＡＮ間で合意された枠組

み文書の通りに進んでも，日・ＡＳＥＡＮ間の

ＦＴＡが実現するのは2017年である。また，

たとえ日本と中国とのＦＴＡができたとし

ても，それはさらに先のことになるであろ

う。現在はその長い道のりの出発点に立っ

ているだけであり，東アジアの経済連携は

長期的視点に立って進め，協定を相手に無

理に押しつけるようなものであってはなら

ない。経済発展段階が近いＡＳＥＡＮと中

国・インドの間は授権条項もあるため比較

的スムースに進むであろうが，先進国と途

上国の間のＦＴＡには困難な問題が伴うた

め特別の配慮が必要であり，経済統合には

時間がかかることを認識する必要がある。

いずれにせよ，日本，中国，韓国，

ＡＳＥＡＮの連携は事実として着実に進行し

ているし，21世紀の前半にアジアの地域統

合に向けた動きが進むことは間違いない。
（注15）
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タイのブロイラー産業
――ＦＴＡ交渉と鳥インフルエンザ問題のなかで――

〔要　　　旨〕

１　タイのブロイラー産業は，インテグレーション方式養鶏を背景に，日本向け輸出を重点
にして発展した。1960年代から70年代は，タイメイズの対日輸出が盛んであったが，それ
が80年の発がん性かび毒（アフラトキシン）検出で急減し，代わって大きく伸びたのがブ
ロイラーであった。

２　タイブロイラー発展の基礎条件としては，飼料原料が国内で確保でき，勤勉な女性・若
年・低賃金労働者を加工要員として活用できたことや，輸出向け工場配置とコンテナ輸出
を可能にした深海港の完成，タイ政府の投資奨励策などがあげられる。

３　タイの鶏肉輸出は近年急増し，85年の３万３千トンから03年には38万９千トンに拡大し
た。輸出先もシンガポール，香港，中国から欧州へと拡大したが，日本向け輸出割合はい
まなお５割前後を保ち，30年連続最大の輸出先となっている。近年急増しつつあるから揚
げ，ピラフなどの鶏肉調製品輸出でも日本向けが５割を占め首位である。

４　これまで農家との契約飼育方式を中心に進展してきたが，この方式はアグリビジネスに
とっては，生産段階のリスク回避と，国際市場の変動を近代的契約関係の未熟な中で，生
産者にしわ寄せできる有利性があったものの，マニュアルで指示された飼育方法が必ずし
も守られず，輸出先の日本やＥＵで，残留抗生物質・抗菌剤検出が頻発した。02年３月か
らＥＵは未承認抗菌剤の検出を理由に，タイブロイラー輸入を停止した。それに続く今年
１月以来の鳥インフルエンザ問題は，契約飼育方式を見直し，隔離・密閉式で，ヒナから
加工・冷凍・輸出まで自社内一貫直営する方式への転換を一層進めることとなろう。

５　タイの鳥インフルエンザ問題は，本年１月下旬，人間に感染者や死者が出るまで２か月
も病名を偽ったことで対策が大幅に遅れ全国に拡大，対策開始後も被害農家への補償金支
払い以外ではほとんど感染拡大防止策が行われず，日本向け輸出停止にともなう国内での
鶏肉消費拡大策に重点が置かれるなど，タイ国民に不安と不信を拡大させる姿勢が際立ち，
現地では「国民の健康よりも鶏肉販売を優先するのか」という批判が相次いだ。

６　タイ政府はＦＴＡ（ＥＰＡ）事前交渉で関税引下げ・検疫緩和を求めているだけに，生産
者はもちろん消費者にとっても重大な関心をもって見守ることが必要となろう。

山本　博史
＜東洋大学国際地域学部講師＞
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タイは伝統的米輸出国であり，農業は稲

作中心に発展してきた。しかし1960年代に

は，水田面積拡大が限界に達して周辺丘陵

地帯での畑作が拡大し，メイズ，キャッサ

バ，砂糖きび，ケナフなどの生産が伸び，

農業の多角化が進んだ。ベトナム戦争を背

景に，治安対策も兼ねた入植・開拓政策が

進められ，森林を切り開いて新興輸出畑作

物の栽培が盛んに行われた。このうちメイ

ズと砂糖は，南部タイのゴムとともに日本

が最大の輸出先となった。とくにメイズは，

60年代から70年代にかけてアメリカととも

に日本の畜産振興を支える飼料原料供給地

として，最高時の75年には95万２千トンが

対日輸出され，日本向け輸出がタイのメイ

ズ生産を大きくリードした。
（注１）

それが80年代

から90年代にかけて，メイズを飼料として

飼育したブロイラー輸出へと大きく転換す

ることとなった（第１図）。

もともと，タイの畜産は，牛・水牛・

豚・家禽類が中心であるが，このうち牛と

水牛は，主として農耕用に使われており，

豚を含む大・中家畜は，飼育頭数の伸びも

極めて停滞している。高温と乾季による粗

飼料不足や，口蹄疫など病害発生から海外

輸出への販路が極めて限定されたことが主

な理由として考えられる。それにくらべ家

禽類は副業的畜産から大規模な専業的畜産

へと大きく発展した。とりわけ80年代冒頭，

タイメイズから発がん性かび毒（アフラト

キシン）が検出され，最大の輸出先である

日本が輸入を最小限に抑制したこと，また

80年代半ば以降の急速な工業化のなかで，

アグリビジネスが，農業政策でも工業政策
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でも最重視され奨励されたことが，大きな

契機・刺激材料となっている。

タイの工業化過程では，食品工業が，他

の分野とは異なった次のような特徴をもっ

ており重視された。

第１に，原料の現地調達比率が圧倒的に

大きく，他の製造業（とくに自動車・鉄鋼）

のように，工業化の進展で輸出も拡大する

が，資本財はもちろん原料や中間財なども

輸入に大きく依存しなければならず，輸出

の伸びをはるかに上回る輸入増加となり，

貿易赤字を大きくするといったことがない

点で歓迎されたこと。

第２に，食料品は国内需要も少なくない

が，稼働当初から売上高に占める輸出比率

が圧倒的に高く，それだけ外貨獲得に直接

結びつき，この点でもタイ政府による工業

化政策の模範生であったこと。

第３に，すでにオートメ化が進行ずみの

他の製造業と異なり，食品工業は多くが労

働集約的であるため，多数の雇用労働吸収

が期待できることである。
（注２）

（注１）日・タイメイズ協定にもとづくメイズ貿易
と，そのなかで展開された日・タイ農協間協力
によるメイズ開発プロジェクトについては，拙
著『アジアの工業化と農業・食糧・環境の変化
――タイ経済の発展と農業・農協問題に学ぶ』
（1999年２月，筑波書房）p.130～137を参照され
たい。

（注２）タイ工業化の条件・特徴と農業への影響に
ついては，前掲書で詳細な分析を試みている。

タイにおけるブロイラー産業発展の経過

をみると，まずそれは，配合飼料工場の建

設から始まっている。いち早く着手したの

は，今日では東南アジア最大のアグリビジ

ネスとなったＣＰグループで，1957年にタ

イで最初の近代的配合飼料工場を建設，続

いて61年にはスリタイ・グループの飼料工

場も建設された。ＣＰグループは，70年に

アーバーエーカー社と合弁で素雛生産を開

始，73年には生産農場と処理場をもつ

Bangkok Livestock Processing Co.を設立

して，養鶏インテグレーションをスタート

させた。

ＣＰグループによる初の日本向け鶏肉輸

出もこの年に始まった。続いて伊藤萬社が

75年にＣＰＣ社のハートマーク，さらに76

年からはＳＨ社のキッスマークで日本向け

鶏肉輸出を開始している。

こうして対日輸出への第一歩が始まった

が，タイブロイラー産業発展の基礎となる

諸条件を整理すると次の点をあげることが

できる

まず第１に，飼料原料が国内で確保でき

ること。配合飼料の60％を占めるメイズと，

10％を占める魚粉が，国内生産できること

は最大の強みである。とりわけタイメイズ

（スワンⅡ号）は，カロチンが多く卵黄の色

つきがよく好評であった。

第２に，タイブロイラーは気象条件の影

響もあって，小振り（平均1.8kg）で，脂身

が少ないこと。これは健康志向が強まる日

本などの消費者ニーズに見合うものであっ

た。

第３に，質のよい勤勉な女性・若年・低

農林金融2004・7
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２　タイブロイラー産業発展の

基礎条件



賃金労働力が確保できたこと。東北部を中

心に農村出身の，まじめで手先が器用な，

20歳前後の女性労働力は，労働集約的な鶏

肉処理・加工過程で欠かすことのできない

要件である。

第４に，比較的安定した国内需要がある

こと。タイではもともと生鳥市場比率が30

～35％と高く，しかも，ガラ・心臓・肝臓・

砂肝・モミジなどの副産物がオールセット

でよい売値でさばける利点があり，バンコ

クでのこれらの消費も旺盛である。

第５に，ＣＰグループをはじめ，ブロイ

ラー産業の中心的担い手になった企業グル

ープが，ヒナ・飼料・ブロイラーの生産・

処理加工・冷凍・輸出を統合・一貫化した

形で，インテグレーターとしての取組みを

行っており，大規模な処理場で，低賃金労

働者による加工度の高い作業を効率的に行

うことが可能になっていること。

第６に，立地条件の有利性。当初から，

港から50km以内の加工場，100～150kmの

生産農場という輸出指向の配置が行われ，

近年は首都圏周辺部の工場・住宅開発の影

響で，原料鶏と労働力確保のためにサラブ

リ，ロッブリからコラートにかけて新たな

大規模養鶏地帯が形成されている。とりわ

け，日本のＯＤＡ（円借款）による東部海岸

のレムチャバン深海港が完成して，効率的

なコンテナ輸出が実現したことから，東北

部のラオス・ビエンチャンとの国境からチ

ョンブリに南下する輸出回廊路線沿いに大

規模な養鶏・食鳥処理団地造成構想が進め

られつつある。

第７に，ブロイラー産業が，タイ政府の

「ＮＡＩＣ路線」（農業を基礎とした新興工業

国化路線）の典型として，輸出促進，国内

原料活用，工業の地方分散，雇用創出効果

などの点で，求められる諸条件をすべて備

えており，従って多様な免税措置など，政

府による投資奨励策の恩恵を全面的に受け

ることができたことである。

もちろん，こうした有利な側面ばかりで

なく，解決しなければならない課題も少な

くなかった。とくに，2002年以後に発生し

たヨーロッパ諸国での残留抗菌剤問題や，

今年の高病原性鳥インフルエンザ問題は，

タイにおけるブロイラー産業の今後のあり

方に，大きな問題をなげかけている。

タイにおける養鶏の推移をみると，まず

飼育羽数では，60年代に全国で，2,500万

羽いた鶏が，70年代には２倍に増え，90年

農林金融2004・7
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代になると１億羽を突破，97年には１億

7,200万羽と飛躍的伸びとなっている（第１

表）。

タイにおける近年の鶏肉需給動向は，国

内需要にくらべて輸出の比率が急増してい

る。85年には4.8億羽の生産のうち4.1億羽

が国内需要であったが，01年には10億羽の

生産のうち５億羽が国内需要である。

タイ国内での鶏の地域別飼育状況は，86

年には東北(25百万羽)：中部(23)：北部

(21)：南部(10)と上位３地域が２千万羽台

で並んでいたが，これが97年には，中部

(85)：東北(39)：北部(33)：南部(15)と中

部が群を抜いて伸びている。

これをブロイラーと地鶏で分けてみる

と，総飼育数では92年から00年までに，ブ

ロイラーが8,300万羽から１億1,400万羽へ

と1 .4倍となっているのに対し，地鶏は

4,100万羽から6,900万羽へと1.7倍になって

いる。地域別にみると，輸出向けが多いブ

ロイラーが圧倒的に中部に集中しているの

に対し，国内需要が中心の地鶏は東北，北

部で多くが飼育されている。

タイのブロイラー産業は，これまで主と

して農家との契約飼育方式を中心にして進

展してきた。ただしタイ農村では，いまな

お近代的契約関係が成立する社会経済基盤

が弱く，ほとんどが文書によらず口頭契約

であり，介入する地方エージェントによっ

ては，契約不履行で，かなり一方的な飼育

農家へのしわ寄せが行われることも少なく

なかった。

契約飼育に際しては，基準的飼育方法が

マニュアルによって示されるが，例えば出

荷前の「休薬飼料」給餌などではマニュア

ルが守られず，最後まで抗生物質・抗菌剤

供与が行われることも少なからずみられ

た。これが輸出先の日本や欧州での残留動

物医薬品検出となり，最近のＥＵによるタ

イ鶏肉輸入停止は，こうした農家との契約

方式のあり方に再考を求められる事態とな

ってきた。

2003年以降，主要養鶏アグリビジネスが，

直接飼育から加工までの一貫体制を備えた

大規模養鶏団地造成をねらいとするコンビ

ナート構想をそろって発表しているのは，

こうしたこれまでの契約飼育方式の問題点

を克服して，主要輸出先の国々で年々厳し

い要請となりつつある品質問題や安全性確

保に対応するためである。この改善構想実

現にむけて取組みが強められている最中に

今回の高病原性鳥インフルエンザ問題が発

生し，ますますブロイラーを閉鎖式鶏舎で

隔離して飼育する方式への転換が強調され

ることとなった。

この飼育方式では，日常は閉じ込めて薬

漬けで育て，輸出先の検疫だけはクリアで

きる対策が重点となり，この動物としての

鶏の生き方を無視した飼育方法について，

また農民が参加できなくなる養鶏というこ

とに強い批判も出されている。

農林金融2004・7
66 - 444

４　タイにおけるブロイラーの

契約飼育方式と最近の傾向



タイにおける鶏肉需給で輸出の比重が大

きくなるにしたがい，国内価格にも海外市

場の動向が大きく反映するようになってき

た。とくに競合する中国産ブロイラーとの

関係で，タイ国内の鶏肉価格も変動してい

る。

90年以来の変化をみると，タイ鶏肉の生

産者価格（成鶏）は，キロあたり20～30バ

ーツ(１バーツは04年３月時点で約2.8円)で推

移している。また生体の卸売価格は，キロ

あたり生産者価格の1～2バーツ高となって

おり，生産者価格と卸売価格の差は小さい。

さらに，中抜き鶏肉の小売価格をみると，

生体の卸売価格と比較して，小さい年でも

キロあたり11.7バーツ，大きい年では26.0

バーツの開きがある。90年から94年までは

10バーツ台の開きであったが，95年以降は

98年を除いて毎年20バーツを超える開きと

なっている。

つぎに輸出価格（冷凍品のＦＯＢ価格）の

推移を90年から02年の13年間でみるとタイ

輸出鶏肉のＦＯＢ価格は，トンあたり最低

で54,526バーツ（90年），最高は78,307バー

ツ（98年）である。国内での卸売価格と輸

出価格との差をみると，トンあたり価格で

冷凍品輸出価格が生体の国内卸売価格の

2.4倍から2.9倍である。

これら５つの価格をグラフで比較すると

（第２図），明らかに国内価格とりわけ卸売

価格と生産者販売価格が輸出価格とほぼパ

ラレルに変化していることがわかる。その

輸出価格は，主として中国や欧州市場との

関係で変動している。近年の動向は次の通

りである。

01年に中国ではニューカッスル病が発生

して対日輸出停止が続き，タイ産鶏肉の対

日輸出が増加したが，その影響で輸出価格

はもちろんタイ国内価格も上昇した。02年

３月には，ＥＵで禁止されている抗菌剤が

検出されたためにＥＵが輸入禁止措置をと

り，タイ国内では生体卸売価格が低下して

いる。03年前半には中国での鳥インフルエ

ンザの発生で日本が輸入を一時停止して価

格が上昇したが，８月以降，輸入停止が解

除されて卸売価格が急落している。

タイの鶏肉輸出は，73年の135トンから，

85年には37,000トンへと急増し，さらにそ
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卸売・小売価格はバンコク市場価格。輸出価格は冷凍
品のＦＯＢ価格。�

輸出価格（FOB）�

小売価格（中抜き）�

生産者販売価格（成鶏）�
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の後も伸び続けて，89年に10万トンを超え，

98年には20万トンも超え，03年には38万９

千トンまでに拡大した（第２表）。

このうち，73年からの10年間は９割を超

えるほとんどが日本向け輸出で占められ，

続く10年間もシンガポール，香港さらにド

イツが主要輸出先に登場したものの，日本

農林金融2004・7

向けが８割台で推移し，その後オランダ，

中国，そしてイギリスも輸出先となり，日

本の比率は７割・６割・５割台と低下する

が，30年連続で輸出先の首位を保っている。

欧州，日本におけるＢＳＥの発生による牛

肉需要の減少とその代替としての鶏肉需要

の増加も，タイ鶏肉輸出急増の主要背景と

なっている。

タイの鶏肉輸出で，輸出先の広がりとと

もに指摘できる近年のもう一つの特徴は，

これまでの冷凍鶏肉中心から，鶏肉調製品

輸出が急増していることである（第３表）。

輸出競争激化のなかで，飼料コストの安い

アメリカや，労賃水準がタイのさらに２分

の１という中国との競争力強化策として，

部位別の焼き鳥はもちろん，から揚げやチ

キンピラフなど，加工度を高めて付加価値

をさらに拡大する方法がとられてきた。

鶏肉調製品の輸出量は，97年から03年ま
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第2-1表　タイ冷凍鶏肉輸出の推移�
１９７３～８５年�

（単位　トン，％）�

１９７３年�
７４　�
７５　�
７６　�
７７　�
７８　�
７９　�

８０　�
８１　�
８２　�
８３　�
８４　�
８５　�

資料　バンコク日本人商工会議所『タイ国経済概況』,
タイブロイラー加工輸出業者協会資料などから作
成�

１３５�
３３７�
３７３�
２，２１６�
４，２５４�
９，２８７�
１４，１５９�

１８，５０４�
２６，７６９�
３２，２１７�
２２，９２６�
３４，２１７�
３７，８３６�

輸出総量�

（１００．０）�
（１００．０）�
（ ９８．１）�
（ ９９．５）�
（ ９９．６）�
（ ９９．７）�
（１００．０）�

（ ９４．２）�
（ ９８．６）�
（ ９８．０）�
（ ９１．０）�
（ ８９．３）�
（ ８７．６）�

（対日比率）�

１３５�
３３７�
３６６�
２，２０６�
４，２３６�
９，２６３�
１４，１５７�

１７，４３０�
２６，４０２�
３１，５６７�
２０，８６２�
３０，５７１�
３３，１４７�

うち日本�
　　向け�

第2-2表　タイ冷凍鶏肉輸出の推移�
１９８６年以降�

（単位　トン，％）

１９８６年�
８７　�
８８　�
８９　�

９０　�
９１　�
９２　�
９３　�
９４　�

９５　�
９６　�
９７　�
９８　�
９９　�

００　�
０１　�
０２　�
０３　�

資料　第２-１表に同じ�

輸出総量� （対日比率）�日本向け� 香港� ドイツ� オランダ�イギリス� 中国� 韓国�シンガ�
ポール�

６４，７４２�
８１，９０５�
９５，７８４�
１０７，９８８�

１３８，８５９�
１６４，１５３�
１７４，７６４�
１５７，０７５�
１５２，８８６�

１５２，２８９�
１３７，１６７�
１５０，７９９�
２１２，４７９�
２１１，６７５�

２４５，９９４�
３２０，７７９�
３３９，０４５�
３８８，９２７�

５７，６３３�
７５，０５５�
８５，６９５�
９０，４９１�

１０８，１２１�
１３７，３０５�
１４５，５０６�
１２３，９９６�
１１９，７３０�

１１５，７１２�
１０１，６７８�
９５，６７３�
１２８，７２０�
１２９，７１６�

１３５，３７５�
１６２，１３１�
１９３，９１３�
１８８，１１５�

１，２５４�
１，１６４�
２，９８０�
５，０１１�

７，４４６�
４，４４６�
５，１２９�
５，１５２�
３，６６２�

４，３６０�
１，１８４�
１，５５８�
４，６５３�
４，３６７�

８，８６１�
４，２８８�
２，９６７�
５，６９５�

８９７�
８０２�
１，２８４�
３，５５７�

９，２１８�
１１，２２７�
１２，５８１�
１０，９７０�
１２，０５４�

９，６７５�
１１，５０８�
１６，３２０�
２５，７５４�
２６，３３１�

３２，８７０�
４９，１１０�
４０，００４�
５９，３０８�

４６�
１８４�
６４２�
２，２９５�

６，１８５�
２，１７８�
２，２４０�
３，７３１�
３，５２０�

３，２１７�
７，３５４�
１５，４５３�
１８，０３３�
１３，４０８�

２１，５３１�
２５，６３２�
２１，１８０�
２１，７８４�

４，０８２�
８，５９０�
１３，０９５�

１４，４２２�
２０，６４８�
１６，１８３�
１５，８９０�

　�
　�
　�
　�

　�
　�
　�

３，３８０�
３，６９３�

３，６６５�
１，８１７�
２，２２２�
８，７９６�
５，５０６�

５，１９４�
１２，１７２�
１０，６４２�
２１，４８７�

１，９４８�
２，５６５�
５，４７８�

１０，４９８�
２６，７７７�
３２，９４５�
４１，７２０�

４，３１４�
３，８８９�
４，１０２�
４，０８１�

５，２３９�
４，５１２�
４，２００�
５，１８１�
５，４５３�

５，８６４�
４，５５１�
６，２６３�
７，６７２�
７，８７５�

１０，１２５�
８，９５１�
７，３０８�
１０，６７０�

（８９．０）�
（９１．６）�
（８９．５）�
（８３．８）�

（７７．９）�
（８３．６）�
（８３．３）�
（７８．９）�
（７８．３）�

（７６．０）�
（７４．１）�
（６３．４）�
（６０．６）�
（６１．３）�

（５５．０）�
（５０．５）�
（５７．２）�
（４８．４）�



での６年間でも４万トン強から16万トン弱

へ４倍近い伸びを実現している。とくに日

本向け輸出はすでに８万トンを超え，金額

では鶏肉調製品が冷凍鶏肉に接近しつつあ

る（エビではすでに逆転ずみである）。鳥イ

ンフルエンザ問題で，加熱処理ずみ調製品

の有利性が確認されたこともあり，今後こ

の傾向は一層強まるであろう。

タイにおけるブロイラー産業の担い手で

あるアグリビジネスの発展過程と現状を，

この国最大の鶏肉・エビのインテグレータ

ーＣＰグループを事例として検討しよう。

ブロイラーとエビを中心にして，配合飼

料，ヒナ・稚魚の供給という入口部門と加

工処理・冷凍・輸出という出口部門を掌握

して，莫大な付加価値を確保し，資本蓄積

してきたアジアにおけるアグリビジネスの

トップ企業，タイにおけるすべてのビジネ

スのトップ企業となったのがＣＰグループ

である。

1921年にバンコクの中華街で，香港から

輸入した種子・肥料を販売し，タイから香

港に鶏卵を輸出する店舗を開いて以来，と

くに70年代のブロイラーとエビのインテグ

レーション開始から96年までの成長の経過

は，目を見張るものがある。また97年のバ

ーツ暴落以前における最盛期の多角的事業

展開では，アグリビジネスであると同時に，

コンビニエンス・ストア，スーパーマーケ

ット，ファーストフードから石油産業，土

地開発，テレコミュニケーション，通信衛

星まで扱う総合ビジネス，コングロマリッ

トの頂点に立つＣＰグループの姿がみられ

る。

海外投資も拡大し，96年時点では，世界

の13か国に250社，従業員総数８万人，総

売上高50億ドルを記録している。ブロイラ

ー産業では，発足当初からアーバーエーカ

ー社と提携してきたが，飼料産業ではアメ

リカのヘイル社と結び，中国進出にあたっ

てはコンチネンタル・グレイン社と合弁，

ファーストフードでは，タイ，中国ともケ

ンタッキー・フライドチキン（ペプシコー

ラ資本系列）と手を組んでいる。流通業界

では，コンビニエンス・ストアでセブンイ

レブンと，ディスカウント・ストアではウ

農林金融2004・7
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第3表　タイ鶏肉調製品輸出の推移�

（単位　トン，％）�

１９９７年�
９８　�
９９　�

００　�
０１　�
０２　�
０３　�

資料　第２表に同じ�

輸出総量� （対日比率）�日本向け� イギリス� ドイツ�オランダ� 香港� 韓国�シンガ�
ポール�

４１，６４５�
６２，３３７�
６１，９２４�

８６，８００�
１１７，０１８�
１２７，５９８�
１５６，７９０�

３１，２５８�
３４，９３８�
３３，４８５�

４３，３７５�
５２，４８９�
６６，１６２�
８３，７８０�

２，９３０�
７，４９３�
９，４１１�

１４，７９５�
２０，７１３�
２８，７２３�
３２，１３２�

１，３１６�
４，１１９�
１，８８９�

２，３５７�
３，９０８�
２，９９５�
５，８６２�

９�
１，７１７�
４，３７２�

６，３９７�
７，４０３�
４，３８０�
４，６９８�

８１�
６６１�
１４�

２，９７３�
３，４９５�
２，６７２�
３，４８４�

１５６�
１８９�
２５２�

６３６�
３，３０７�
２，３１１�
１，８３２�

５，４３２�
１２，４９４�
１２，２２１�

１５，３６２�
２４，４５０�
１４，９５６�
１７，６７６�

（７５．１）�
（５６．０）�
（５４．１）�

（５０．０）�
（４４．９）�
（５１．９）�
（５３．４）�

６　ブロイラー産業の主役と

してのアグリビジネス



オルマートと合弁し，郊外大規模店舗のマ

クロではオランダのＳＨＶホールディング

社と合弁会社を設立し，いずれもタイと中

国で事業展開した。

しかし，こうした多角的・多国籍的事業

展開に際してドル建てで発行した社債が，

97年７月に発生した通貨危機を契機として

重い負担（バーツが半値に落ちて負担が倍増）

となり，国内・海外を問わず事業の根本的

再編成を迫られることとなった。ＣＰグル

ープは，98年６月には，12社にのぼる農業

関連子会社を統廃合して，アグリビジネス

を中核事業として継続発展を図るほか，テ

レコミュニケーションとセブンイレブンの

３分野に経営資源を集中化して，それ以外

は基本的に売却する再編策を明らかにし

た。バンコク市内に５店舗あったスーパー

チェーンのロータスは，イギリスの大手ス

ーパーであるテスコに売却された。こうし

た再編の結果，香港の持株会社発行のドル

建て社債で債務不履行に直面していたＣＰ

グループは，完全な蘇生を遂げることに成

功した。

企業再編後のＣＰグループは，アグリビ

ジネスとテレコミュニケーションに二分

し，アグリビジネスはＣＰフーズ（旧

Charoen Pokphand Feedmill PLCを新

Charoen Pokphand Foods PLCに転換・統

合，いずれも略称はＣＰＦ）を親会社として，

その傘下にコア・ビジネスとしてのブロイ

ラーを中心とする陸上動物事業各社と養殖

エビを中心とする水上動物事業各社を，ノ

ンコア・ビジネスとしてのＣＰセブンイレ

ブンなどを，いずれも子会社として位置づ

け，これまでの錯綜していた株の相互持ち

合いを整理した。テレコミュニケーション

分野でもテレコム・エーシアを親会社とし

て統合・整理した。

親会社はいずれも上場企業であるが，そ

れらのさらに親会社として，Charoen

Pokphand Group Co., LTD.が持株会社と

して存在している。このＣＰグループ・コ

ングロマリットの本部機能を果たす持株会

社は非上場企業であり，14億株のうち84％

にあたる11億８千万株を創始者兄弟の親族

たちが保有し，残りの16％もグループ内企

業と功労者・経営幹部で分けあっている。

こうしたファミリー企業の強力な形態は，

独禁法も相続税もない東南アジアにおける

華人資本独特のものである。
（注３）

2002年度株主総会資料によれば，ＣＰＦ

の資本金は，1978年の創業期の50万バーツ

から，03年１月には57億バーツとなってお

り，うち42.8％を持株会社のＣＰグループ

が保有している。ＣＰＦは同年12月末現在

で海外５社を含む30社の50％を超える出資

会社をもち，うち国内では25社中24社が

99％を超える保有，海外も５社中４社が

100％，残り１社も99％超である。その他

50％未満の出資比率をもつ会社が21社あ

る。ＣＰＦの02年度の売上高は総額751億バ

ーツで，66％が陸上動物関連，28％が水上

動物関連であり，残り６％が海外事業であ

る。陸上，水上を合わせて飼料の売上は全

体の39％を占めている。

冷凍養殖エビ輸出不振から水上動物関連
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の取扱高の前年比減少が顕著である。輸出

食肉の金額は，冷凍生肉と加工肉が02年に

は45：55とされ，ＥＵ：アジア：その他の

割合では，01年度が41：56：3，02年度は

43：55：2となっている。

ＣＰＦは，タイ政府がＢＯＩ（投資委員会）

を通して推進している投資奨励策による免

税措置を最大限活用，02年には16件でうち

9件が家禽関連である。02年度の決算では

44億5,800万バーツの利益を計上している

が，前年度の61億8,500万バーツから，17

億2,700万バーツ，27.9％の減益であり，ブ

ロイラー価格の下落，冷凍エビの輸出不振，

アメリカでのブロイラー事業の経営不振

（04年３月に売却を決定）などがその原因と

されている。

なお，新聞報道によれば03年も前年比

14％の減益で，04年上半期も鳥インフルエ

ンザによる輸出停止の影響で，経営見通し

は悲観的とされている。しかし，事業拡大

意欲はなお旺盛で，３月上旬には，東北タ

イのナコンラチャシマで計画中の大規模加

工場増設を予定通り進め，04年半ばをめど

に稼働させることを決定した。これが完成

すれば高温処理加工鶏肉を年間８万トン生

産する能力があり，対日輸出を中心に，鶏

肉調製品の年間輸出量を２割増加させるこ

とができると見込んでいる。

（注３）タイにおける通貨暴落後のＣＰグループの
企業再編については，末廣昭編『タイの制度改
革と企業再編』（2002年３月，アジア経済研究所）
ですぐれた分析が行われている。

タイは，ＷＴＯ加盟国であり，ＷＴＯの

スパチャイ現事務局長の出身国であり，ま

た，ＷＴＯ加盟諸国のなかでは，農産物を

工業製品と同等に扱うことを主張するケア

ンズ・グループの一員となっている。しか

しタクシン現政権は，スパチャイ氏が商業

大臣を務めていた前政権とは異なった政策

姿勢を貫いており，政権発足以来，選挙公

約でもあった農村の貧困削減を重点課題と

し，30バーツ医療制度，農業融資の３年間

返済凍結，百万バーツ村落開発基金に続い

て，１村１品運動，貧困者登録制度，市場

より割高での籾買い上げと政府ベースによ

る割安価格での米輸出など，米の実質的政

府買い上げ制度や二重米価制の導入を実現

しており，「国民の多数を占める農村票が

ねらい」「市場原理に逆行する政策」とい

った批判もうけながら，いわばダブル・ス

タンダードを貫いている。
（注４）

しかしそのタイも，ＵＲ合意，ＷＴＯ発足

によって，ブロイラーとその調製品などの

関税率引下げを約束している。さらに，タ

イは，東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）発足

以来の加盟国として，域内での自由貿易促

進をリードしてきており，ＡＳＥＡＮ自由貿

易圏（ＡＦＴＡ）合意による関税率引下げ約

束も実行しなければならない。

ＡＦＴＡは，域内貿易の活性化，域外から

の直接投資と域内投資の促進，域内産業の
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国際競争力の強化を目的としており，02年

１月には，まずタイを含む旧加盟６か国が，

例外品目を除き原則すべてのＡＳＥＡＮ産品

に対する域内関税を0～5％とするＡＦＴＡ

が発足した。新規加盟４か国は，ベトナム

03年，ラオス・ミャンマー05年，カンボジ

ア07年である。ＷＴＯ・ＡＦＴＡとの関連で

のブロイラー輸入関税引下げについては第

４表のとおりである。

01年11月，中国とＡＳＥＡＮの自由貿易協

定にむけての作業もはじまり，農産物も例

外扱いしない約束となって

いる。タイ・中国間では，

03年10月に一歩早くＦＴＡ

を発効させ，農産物関税は

段階的削減，05年までに撤

廃を決めている。

タイのブロイラー産業

も，賃金水準がさらに低く，

競合するＡＳＥＡＮ諸国や中

国との域内貿易での一層の

競争激化に，加工度・付加

価値を高め，品質改善に努

めてのぞむこととなる。

（注４）タクシン政権のダブル・スタンダードにつ
いては，拙著『ＦＴＡとタイ農業・農村』（2004
年１月，筑波書房）参照。

日本のタイからの鶏肉（調製品を含む）

輸入は，2002年には25万7,702トン，金額

では５億8,413万ドルとなり，前年比は数

量で26％増，金額で30％増で，タイからの

輸入農水産物に占める金額では第１位とな

った（第５表）。01年では，日本の鶏肉輸

入総量のうち，28.0％をタイからの鶏肉が

占めている。日本の冷凍鶏肉（骨なし）輸

入先の変遷をみると，93年までタイが第１

位を占め続けたが，94年以降は中国がタイ

を超えて１位となった。しかし，01年から

02年にかけての中国でのニューカッスル

病・鳥インフルエンザ発生による対日輸出

停止で，02年には再びタイが首位を回復し
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８　日本からみたタイ鶏肉輸入

（単位　千ドル，トン）
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穀粉調製品�
米�
資料　日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ）『アグロトレード・ハンドブック２００３』�
（注）　２００２年の金額順。食肉加工品は豚肉・牛肉調製品、エビはシュリンプ・プローン,
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ている（第３図）。

日本の鶏肉輸入関税はＵＲ合意によって

2000年までに，骨付きももが10％から

8.5％に，その他のものは14％から11.9％に

それぞれ段階的に引き下げられてきた。

この骨付きももへの格差のついた関税率

に対しては，骨ぬき肉が中心のタイからつ

ねに批判が出されてきたが，ＵＲ合意・

ＷＴＯ体制下でもほんのわずか差が縮まっ

ただけである。日本の通商統計も関税率別

に記載されているが，骨付きももでは圧倒

的にＵＳＡが多く，02年では数量で72％，

金額で67％を占め，続くタイは数量で11％，

金額で17％となっている。これに対してそ

の他鶏肉ではタイが数量で37％，金額で

41％，続くブラジルが数量で34％，金額で

32％となっている。

03年11月からタイ国内各地で鶏の大量死

が続発し，これをタイ政府は家禽コレラと

説明してきたが，人間に感染者や死者が出

るに及んで，１月下旬にようやくこれを鳥

インフルエンザと認めた。最大輸出先の日

本で，家禽コレラやニューカッスル病の場

合，輸入制限が発生地から50km圏内に限定

されるのに対し，鳥インフルエンザでは，

発生国からの輸入が全面禁止になるため

に，タイ政府が発生以来２か月間にわたっ

て病名を偽り続けたのではないかとの疑念

が現地マスコミ等を通じて強く表明されて

きた。

こうして政府の対策が大幅に遅れた結

果，鳥インフルエンザは全国ほとんどの県

に広がり，死者も増加し，最高気温の４月

になっても終息宣言が出せないまま推移

し，ようやく５月15日に，まだ再発の可能

性があるという条件つきでの感染解除が報

告されている。結局，１月の発生確認から

この日までに，８人の死者と，76県中41県

で感染，養鶏場などで3,500万羽以上の家

禽が処分された。現地新聞などの報道によ

れば，タイ国政府の商業大臣に11月に就任

した（それ以前は商業副大臣）非議員の閣

僚は，ＣＰグループ関係者（タニン会長の姻

戚関係者）であり，その影響からタイ政府

の対応が歪められたとされている。

タイ政府が鶏対策を開始してからも，そ

の対策が被害農家への補償金支出以外で

は，輸入停止に伴う国内での消費拡大ばか

りに力点が置かれ，産地とくに個別養鶏農

家への新たな感染拡大を防止する対策がほ

とんどなく，また感染地域指定を短期間の

うちに取り消したり，終息宣言を急ぐため
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本ではみられない争点，つまり「もう一つ

の養鶏のあり方」として提起されているこ

とも注目に値しよう。

今回の，日本を含むアジア諸国を中心と

した鳥インフルエンザは，感染した家禽類

や排せつ物に直接触れない限り，鶏肉や卵

を食べても人間には感染しないといわれて

いる。しかしそれがさらに発展変化して新

型インフルエンザ・ウイルス出現となった

場合，「最悪のシナリオとして，地球全体

で感染者30億人，重傷患者15億人，直接死

亡者５億人が出るとの試算もある」（岡田

晴恵・田代真人『感染症とたたかう』岩波新

書）と警告されていることを考えると，タ

イ政府による今回のまったく不十分な対策

は見過ごしにできない。

タイは日本が最も多くの鶏肉とその加工

品を輸入している国であり，さらなる輸入

拡大が心配される関税引下げや，タイ側が

要求項目として重視している検疫の緩和を

議題とするＦＴＡ（またはＥＰＡ）交渉が始

まったばかりの相手国である。日本側の消

費者としても，ただ「安いからアジア」と

いう発想だけでは，本当の「アジアとの共

生」も実現困難といえるのではないだろう

か。

（やまもとひろし）
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に，新たな大量再発生を２週間にわたって

隠蔽するなど，国民に不安と不信を拡大さ

せる姿勢が目立っている。

また，今後のタイにおける輸出用ブロイ

ラー産業対策としては，ウインドレス鶏舎

などの閉鎖式・隔離式養鶏を強化・推進す

る方向であり，ＥＵへの輸出鶏肉からの残

留抗菌剤問題で対策として進められてき

た，農家養鶏はもちろん契約飼育方式によ

る養鶏も縮小して，大規模養鶏団地をアグ

リビジネスが直営し，ヒナから成鶏の加工

処理・輸出まですべてを自社内で一貫経営

する事業方式への転換が，今回の鳥インフ

ルエンザ問題を契機として一層推進される

方向が明らかになりつつある。

その一方，タイでは，これまで地鶏を重

点に鶏種改良を重ねながら薬を使わない，

しかも広い面積を利用した開放的飼育方法

で，嘴
くちばし

も切らず，健康な体質と抵抗力をも

った鶏の肉と卵生産に取り組んできた養鶏

場での，これまで鳥インフルエンザに罹病

しないできた事例が注目を集めており，マ

スコミでも大きく取り上げられている。

こうして，これからのタイ養鶏のあり方

をめぐって，「輸出向けの化学・工業化し

た企業養鶏か，国内消費者向けの大地に根

づいた生き物としての鶏を尊重した農民養

鶏か」が，外国依存でしか考えられない日
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組合金融の動き�組合金融の動き�

03年度下期についてみると，国内銀行，

信金の伸び率が低下傾向にあるなかで，農

協の伸び率はやや上昇している。

３　預貯金種類別の動向

流動性・定期性別の推移をみると，02年

度上期では，いずれの業態でも流動性預貯

金が前年に比べて増加し，1,000万円以上

の大口定期預貯金を中心に定期性預貯金が

減少した（第１表）。

特に信金では，定期性預金の減少が流動

性の増加分を上回っていたことから，その

一部は外部に流出していたと考えられる。

02年10月に普通預貯金等のペイオフ凍結解

除の延期が決定した後には，資金移動に落

ち着きがみられ，信金での定期性預金の減

少幅が大きく縮小した。

組合金融の動き�組合金融の動き�

１　はじめに

2003年度下期の農協貯金の前年比伸び率

は，03年９月の1.8％から04年３月の2.1％

へと上昇した。貯金利用者別にみると，公

金貯金は02年３月以降前年比減少が続いて

いることから，伸び率の上昇は個人貯金の

増加によるものと思われる。

農協貯金の前年比伸び率は，02年12月か

ら上昇傾向にあった。しかし，03年度上期

までの伸び率には，02年４月の定期性預貯

金等のペイオフ凍結解除の影響が含まれて

いる。03年度下期ではその影響もなくなっ

たことから，伸び率の上昇は足もとでの実

勢を示すものと考えられる。

以下では，農協貯金の
（注１）

動向を他業態と比

較することで，03年度下期の特徴をみてみ

たい。

（注１）農協貯金については，伸び率は一般貯金
（貯金から公金貯金，金融機関貯金を差し引いた
もの）のデータによる。流動性貯金，定期性貯
金のデータは公金等も含んでいる。

２　業態別個人預貯金の動向

業態別に個人預貯金の伸び率をみると，

農協は02年12月まで低下傾向，その後上昇

傾向にあり，国内銀行は，02年６月以降低

下傾向にある（第１図）。信金では，02年

度上期中に伸び率が低下し，02年８月，９

月はマイナスとなったが，02年度下期から

03年度上期には伸び率の上昇がみられた。
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2003年度下期における個人預貯金の動向

資料　農協残高試算表,日銀ホームページ��
（注）１　国内銀行は都銀,地銀,第二地銀,信託銀行,長期信

用銀行の合計。��
２　国内銀行,信金は平残,農協は末残。��
３　０３年３月に石川銀行の営業譲渡（第二地銀→地銀，
第二地銀，信金）があり,データには不連続がある。��
４　農協のデータは一般貯金（貯金－公金貯金－金融
機関貯金）。�
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第1図　業態別個人預貯金の前年比伸び率�

国内銀行�
信金�

農協�
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03年度上期には，いずれの業態も流動性

預貯金の増勢に大きな変化はみられなかっ

たが，定期性では農協，信金が前年比増加

に転じ，特に信金では増加幅が拡大した。
（注２）

03年度下期をみると，04年３月の伸び率

は農協2.1％，国内銀行1.3％，信金3.1％と

なっている。農協，信金の流動性預貯金は，

増加幅に大きな変化はみられなかったが，

定期性預貯金は，信金で増加幅の縮小がみ

られた。これは1,000万円未満の定期預金

で増勢が鈍化したことの影響と思われる。

国内銀行では，流動性預金の増勢が弱ま

っているが，それでもなお寄与度は2.5ポ

イントと農協，信金よりも高い。定期性預

金は，大口定期預金の減少に加え，1,000

万円未満の定期預金でも前年比減少に転じ

たことから，減少幅が拡大している。その

ため，流動性預貯金，定期性預貯金ともに

増加している農協，信金よりも，伸び率が

低くなっている。

一方で，国内銀行では市場性金融商品の

販売に力を注いでおり，投信の預かり資産

残高の前年比増加額は03年３月末の1.0兆

円から04年３月末には3.4兆円へと増加し

ている。定期性預金の減少額の一部もこれ

ら市場性金融商品へシフトしていると考え

られる。

（注２）02年度下期，03年度上期では，1,000万円
未満の定期預金の残高が大幅に増加した。2002
年度全国信用金庫概況によれば，この間金利優
遇等，定期預金の獲得に積極的であったとされ
る。

４　まとめ

03年度下期は，定期性預貯金等のペイオ

フ凍結解除の動きが収まった後，05年４月

の普通預貯金等のペイオフ凍結解除が実施

されるまでの間にあって，落ち着いた動き

がみられた。今後，決済用預貯金を除く普

通預貯金等のペイオフ凍結解除の実施が近

づくにつれて，どのように変化していくの

か，その動向が注目される。

（研究員　小針美和・こばりみわ）
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資料　農協残高試算表　日銀「金融経済統計月報」       �
（注）１　第１図の（注）１～３に同じ。      �

２　農協のデータは個人以外も含む値。       �
３　寄与度の算出方法�
寄与度＝（預貯金種類別）前年同月比増減額／前年同月個人預貯金残高×１００       

第1表　業態別個人預貯金の前年比伸び率・寄与度�

農協�

流動性�
（ａ）�

２００２年３月�
０２．  ９�
０３．  ３�
０３．  ９�
０３．１２�
０４．  ３�

０４．  ３残高�

２．０�
０．９�
１．２�
１．８�
２．０�
２．１�

７６．０�

寄与度（ポイント）�

３．８�
４．４�
１．９�
１．３�
１．５�
１．６�

２１．８�

△１．８�
△３．６�
△０．７�
０．５�
０．５�
０．５�

５４．２�

定期性�
（ｂ）�

貯金全体の�
伸び率�
（ａ+ｂ）�

国内銀行�

流動性�
（ａ）�

５．０�
４．７�
３．４�
２．７�
１．５�
１．３�

３２２．８�

寄与度（ポイント）�

８．４�
９．９�
５．７�
３．４�
２．６�
２．５�

１４１．８�

△３．４�
△５．２�
△２．３�
△０．７�
△１．１�
△１．２�

１８１．０�

定期性�
（ｂ）�

貯金全体の�
伸び率�
（ａ+ｂ）�

信金�

流動性�
（ａ）�

１．３�
△０．４�
１．９�
４．０�
３．２�
３．１�

８４．０�

寄与度（ポイント）�

４．１�
５．１�
３．１�
２．０�
１．８�
１．９�

２２．３�

△２．７�
△５．５�
△１．３�
２．０�
１．４�
１．２�

６１．７�

定期性�
（ｂ）�

貯金全体の�
伸び率�
（ａ+ｂ）�

（単位　％，兆円）�
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（単位  百万円）�

団 体 別 � 手 形 貸 付 � 計�当 座 貸 越 � 割 引 手 形 �証 書 貸 付 �

系�

計�

その他系統団体等小計�

会 員 小 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

開 拓 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計�

そ の 他�

関 連 産 業�

等�

体�

団�

統�

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

１． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況 �

現 　 金 �
預 け 金 �

貸借共通�
合　　計�有価証券� 貸 出 金 � そ の 他 �預 　 金 � 発行債券� そ の 他 �年 月 日 �

普通預金� 計�当座預金� 別段預金� 公金預金�定期預金� 通知預金�

会 員 以 外 の 者 計 �

会 員 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計 �

団 体 別 �

２． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高�
２００４年4月末現在�

２００４年4月末現在�

３． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高�

1999. 4  28,758,850  7,267,159  11,121,449  2,140,851  13,258,147  16,912,755  14,835,705  47,147,458
2000.  4  34,359,607  6,917,248  8,571,677  2,187,621  15,997,784  21,332,754  10,330,373  49,848,532
2001.  4  35,981,255  6,469,671  13,990,481  3,744,652  22,027,477  23,700,821  6,968,457  56,441,407
2002.  4  37,817,837  5,908,988  9,025,731  1,589,759 23,134,126  22,138,189  5,890,482  52,752,556
2003.  4  38,980,431  5,737,559  10,876,742  1,175,694 28,608,422  18,383,580  7,427,036  55,594,732
 
2003.   11  38,279,645  5,323,244  14,133,337  1,709,703  33,249,093  15,456,426  7,321,004  57,736,226

 12  38,581,874  5,303,814  14,177,484  2,801,562  32,544,886  15,704,362  7,012,362  58,063,172
2004. 1  38,628,037  5,276,369  14,194,889  3,074,059  31,651,390  16,842,582  6,531,264  58,099,295

 2  39,392,267  5,245,272  13,622,125  1,753,794  32,198,745  17,567,707  6,739,418  58,259,664
 3  39,898,619  5,216,869  14,224,928  2,142,846  33,387,202  17,416,158  6,394,210  59,340,416
 4  39,324,406  5,173,333  14,080,352  1,692,536  32,880,237  16,589,445  7,415,873  58,578,091

31,532,803  5,022  1,032,601  132  122,580  -  32,693,139

 1,153,701 - 92,557  19  12,159  -  1,258,437

 2,506 1  2,319  43  125  -  4,994

 1,856  -  1,888  0  0  -  3,744

 32,690,866  5,023  1,129,365  194  134,864  -  33,960,313

 688,812  94,482  458,613  170,414  3,945,805  5,968  5,364,093

 33,379,679  99,505  1,587,978  170,608  4,080,669  5,968  39,324,406

76,758  8,844 109,265  1  194,869

 615  133  -  -  747

 68,473  28,655  40,260  385  137,772

 9,782  11,644  2,338  58  23,821

 11  351  60  -   422

 155,639  49,627  151,923  443  357,632

 282,412  39,919  195,543  523  518,398

 438,051  89,546  347,466  966  876,030

 2,417,033  126,669  2,157,078  33,573  4,734,353

10,735,772  22,747  220,220  324  10,979,062

13,590,856  238,962  2,724,764  34,863  16,589,445

（注）　１　金額は単位未満を四捨五入しているので，内訳と一致しないことがある。　　２　上記表は，国内店分。�
３　海外支店分は，別段預金（会員以外の者）　　1,032,815百万円。�
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４． 農 林 中 央 金�（貸　　　 方）�

発 行 債 券 �計�定 期 性 �当 座 性 �

預 　 金 �
年 月 末 � 譲 渡 性 預 金 �

借 入 金 � 出 資 金 �譲 渡 性 貯 金 �う ち 定 期 性 �計�
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

５． 信 用 農 業 協 同 組�

（注）　１　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　２　預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。�
３　預金のうち定期性は定期預金。�

（借　　　 方）�

手 形 貸 付 �買 入 手 形 �預 け 金 � うち 国 債 �計�現 金 �
有 価 証 券 �

年 月 末 � 商品有価証券�

うち信用借入金�計�計�

借 入 金 �

６． 農 業 協 同 組�

定 期 性 �当 座 性 �
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

（注）　１　貯金のうち当座性は当座・普通・購買・貯蓄・通知・出資予約・別段。　２　貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。�
３　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

2003.  11  5,118,250  33,161,395  38,279,645  225,640  5,323,244
 12  5,465,344  33,116,530  38,581,874  113,690 5,303,814

2004.  1  5,100,064  33,527,973  38,628,037  174,410 5,276,369
 2  5,595,767  33,796,500  39,392,267  96,670  5,245,272
 3  5,871,037  34,027,582  39,898,619  185,100  5,216,869
 4  5,944,608  33,379,798  39,324,406  85,000  5,173,333

2003.  4  4,364,106  34,616,325  38,980,431  146,900  5,737,559

2003.  11  170,973  1,538,730  33,249,093  15,073,482  98,531  658,000   304,368
 12  159,585  2,641,976  32,544,886  14,746,431  21,744  -  295,162

2004.  1  157,360  2,916,698  31,651,390  14,288,722  21,068  -  290,905
 2  181,087  1,572,706  32,198,745  14,294,340  23,326  168,000  280,876
 3  138,802  2,004,043  33,387,202  14,559,137  64,732  -   249,160
 4  112,563  1,579,972  32,880,237  13,834,614  125,598  150,000  238,961

2003.  4  121,004  1,054,690  28,608,422  9,347,397  238,440  531,700  649,264

2003.  11  48,887,342  47,440,745  154,379  44,063  1,018,199
 12  49,700,353  47,877,994  147,859  54,136  1,035,272

2004.  1  49,213,759  47,779,648  156,119  54,142  1,035,272
 2  49,487,486  47,972,758  140,116  54,140  1,035,271
 3  49,156,263  47,683,858  156,938  68,651  1,050,523
 4  49,167,677  47,772,152  171,888  74,697  1,053,456

2003.  4  50,580,922  48,982,702  116,330  49,374  1,045,855

2003.  10  21,483,147  54,161,037  75,644,184  644,372  477,413
 11  21,487,081  54,230,036  75,717,117  639,287  471,914
 12  21,920,431  54,760,783  76,681,214  604,667  442,899

2004.  1  21,384,928  54,703,562  76,088,490  609,125  443,283
 2  21,828,011  54,537,462  76,365,473  601,891  435,694
 3  21,819,558  54,156,894  75,976,452  601,202  434,925

2003.  3  20,660,498  53,759,801  74,420,299  654,758  490,979

（注）　１　貯金のうち「定期性」は定期貯金・定期積金の計。　　　２　出資金には回転出資金を含む。�
３　1994年４月からコールローンは，金融機関貸付から分離。�
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有 価 証 券 � 計�コールローン� 金銭の信託�
機関貸付金�

現 金 �計 � う ち 系 統 �

預 け 金 �

庫 主 要 勘 定 �

合 連 合 会 主 要 勘 定 �

貸 方 合 計 �

借 方 合 計 �そ の 他 �食 糧 代 金 �
概 算 払 金 �

コ ー ル �
�ロ ー ン �計�割 引 手 形 �当 座 貸 越 �証 書 貸 付 �

貸 　 　 出 　 　 金 �

そ の 他 �資 本 金 �食糧代金受託金・�
受 託 金 �コ ー ル マ ネ ー �

計� 公庫貸付金�計 � う ち 国 債 �現 金 �計 � う ち 系 統 �

預� 有価証券・金銭の信託�

合 主 要 勘 定 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

組 合 数 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

う ち 金 融 �

う ち 農 林 �
け� 金� 報 告

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

199,625  1,778,107  1,224,999  10,704,966  57,736,226
230,893  2,515,161  1,224,999  10,092,741  58,063,172
236,545  2,616,556  1,224,999  9,942,379  58,099,295
321,887  2,725,365  1,224,999  9,253,204  58,259,664
674,093  1,752,530  1,224,999  10,388,206  59,340,416

1,168,002  2,123,625  1,224,999  9,478,726  58,578,091

331,340  1,782,570  1,224,999  7,390,933  55,594,732

12,092,699  3,016,786  42,570  15,456,426  865,173  -   5,699,300  57,736,226
12,405,864  2,959,950  43,385  15,704,362  527,811  -   6,462,808  58,063,172
13,636,234  2,874,108  41,333  16,842,582  707,992  -   5,802,205  58,099,295
14,448,723  2,797,260  40,846  17,567,707  454,044  -   6,094,049  58,259,664
14,351,339  2,776,438  39,220  17,416,158  397,380  -   5,932,099  59,340,416
13,590,855  2,724,764  34,863  16,589,445  422,108  -   6,718,168  58,578,091

14,771,246  2,909,969  53,099  18,383,580  404,262  -   6,252,634  55,594,732

 47,708  29,354,644  29,253,039  0  336,579  15,154,370  5,660,815  701,607
 106,416  30,183,383  30,074,027  0  333,589  15,008,872  5,732,855  702,153

 48,790  30,284,781  30,196,012  0  328,137  14,566,684  5,702,607  702,438
 46,421  30,744,114  30,656,626  0  323,126  14,377,032  5,663,093  707,510
 59,713  30,173,497  30,072,400  30,000  295,351  14,773,513  5,807,647  887,462
 50,351  29,773,999  29,659,096  0  339,234  14,946,978  5,700,143  887,505

 58,228  32,627,882  32,524,418  0  351,353  13,666,260  5,329,137  704,976

356,334  51,501,558  51,290,231  4,053,478  1,550,795  21,469,653  363,611  938
370,836  51,479,804  51,256,926  4,006,157  1,500,853  21,488,990  359,370  938
419,656  52,530,616  52,272,468  3,974,718  1,469,182  21,352,929  348,437  937
363,838  51,960,980  51,745,546  3,956,774  1,448,746  21,293,009  346,025  937
354,952  52,301,756  52,096,265  3,880,105  1,391,790  21,325,387  339,675  928
367,631  51,958,141  51,728,963  4,044,216  1,510,820  21,487,105  342,799  919

369,103  50,760,363  50,506,470  3,586,882  1,105,607  21,514,721  373,049  988

（単位  百万円）�
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（注） 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�

（注）　１ 　水加工協を含む。  ２　 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�
３　 借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

７．信用漁業協同組合連合会主要勘定�

８．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 　 金 �
有 価 �
証 券 �

預 け 金 �
借 用 金 �出 資 金 �

貯 金 �年 月 末 �

計� うち定期性�
貸 出 金 �

うち系統�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 金 �
有 価 �

預 け 金 �借 入 金 �年 月 末 �

計� 計� うち信用�
借 入 金 �

貸 出 金 �

計� 計�うち系統� うち農林�
公庫資金�

報　告�

組合数�
貯 　 金 �

払込済�
出資金�

計�

証 券 �
うち定期性�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

2004.  1  2,229,349  1,685,938  54,680  62,972  15,092  1,355,317  1,313,516  162,351  769,651

 2  2,235,029  1,679,724  54,199  63,034  13,393  1,368,999  1,328,207  160,065  765,227

 3  2,264,508  1,670,593  51,039  64,071  15,767  1,393,559  1,334,223  160,412  767,836

 4  2,218,227  1,649,429  52,327  64,157  13,205  1,355,023  1,316,438  161,653  761,930

2003.  4  2,270,646  1,736,737  58,032  62,492  12,126  1,395,638  1,358,390  171,370  777,075

2003.  11  1,095,805  681,411  307,576 234,455  136,266  7,957  985,060  959,131 17,429 384,584 12,691  416

 12  1,115,154  677,836  298,504 226,531  135,609  7,718 1,003,351  977,036 14,633 377,090 11,868  413

2004.  1  1,074,117  671,117  294,331 224,180  135,561  8,213  973,019  948,042 13,588 370,246 11,722  406

 2  1,066,537  664,140  290,957 216,592  135,171  7,790  969,234  930,386 13,394 365,852 11,617  402

2003.  2  1,153,595  721,611  317,825 239,902  140,222  7,915 1,029,843  998,001 16,620 404,392 16,704  486
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９．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　農協，信農連は農林中央金庫，郵便局は郵政公社，その他は日銀資料（ホームページ等）による。なお，信用組合の速報値（P）は全信組�
中央協会調べ。�

２　都銀，地銀，第二地銀および信金には，オフショア勘定を含む。�

残�

高�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

2001.  3  720,945  491,580  2,102,820  1,785,742  567,976  1,037,919  180,588  2,499,336

2002.  3  735,374  503,220  2,308,919  1,813,848  559,895  1,028,196  153,541  2,393,418

2003.  3  744,203  501,817  2,377,699  1,813,487  561,426  1,035,534  148,362  2,332,465

 

2003.  4  748,586  505,809  2,401,926  1,831,373  550,856  1,044,807   149,574  2,331,069

 5   748,571  497,702  2,401,142  1,833,404  549,713   1,044,409     149,717  2,317,870

 6    757,417  507,532  2,365,201  1,850,150  554,851  1,054,743    150,940  2,322,076

 7    754,712  505,604  2,371,542  1,823,556  550,798  1,050,573    150,749  2,313,523

 8    757,023  504,024  2,383,157  1,831,946  552,409  1,056,651    151,677  2,314,695

 9  752,179  499,171  2,385,332  1,816,601  553,353  1,053,806  151,772  2,299,381

 10    756,442  493,999  2,353,812  1,792,664  545,783  1,050,778    151,407  2,300,260

 11    757,171  488,873  2,385,727  1,816,427  549,422  1,055,157    151,575  2,289,603

 12 　 766,812  497,004  2,368,299  1,825,041  558,884  1,068,098 　 153,408  2,299,689

2004.  1 　 760,885  492,138  2,378,636  1,799,432  549,721  1,055,947 　 152,296  2,293,052

 2 　 763,655  494,875  2,389,622  1,809,568  551,952  1,061,009 　 152,828  2,294,104

 3 　 759,765 　 491,563 P 2,402,602 P 1,822,099 P　 552,402  1,055,174 P　 152,528  2,272,994

 4 P　 763,182  491,677 P 2,387,299 P 1,826,376 P　 553,447 P 1,063,080 P　 153,120  2,272,153

 

2001.  3  2.6  2.3  0.6  2.5  △5.1  1.7  △5.9  △3.9

2002.  3  2.0  2.4  9.8  1.6  △1.4  △0.9  △15.0  △4.2

2003.  3  1.2  △0.3  3.0  △0.0  0.3  0.7 △3.4  △2.5

 

2003.  4  1.5  △0.6  △5.3  1.3  △1.1  1.4   △2.3  △2.7

  5   1.6  △2.0  0.7  1.8  △0.7   1.9       △1.5  △3.1

  6        1.6  △1.9  1.4  1.2  △1.2  1.9        △0.7  △3.0

  7        1.7  △1.9  2.0  1.7  △0.7  2.2        0.8  △2.8

  8        1.9  △2.2  3.7  2.1  △1.0  2.4        1.4  △2.7

 9        1.8  △2.6        3.5        1.4      △1.9  2.2  2.0  △2.8

 10 1.9  △3.3  2.9  1.5  △1.8  2.3        2.2  △2.7

 11        2.0  △4.3  2.4  1.6  △2.1  2.4        2.2  △2.6

 12         2.0  △4.2  3.3  1.0  △2.2  2.0        2.4  △2.5

2004.  1        2.1  △4.2  3.0  1.7  △1.7  2.5        2.8  △2.5

 2        2.2  △3.9  1.7  1.8  △1.5  2.5        3.0  △2.4

 3        2.1      △2.0 P       1.0 P       0.5 P     △1.6        1.9 P       2.8  △2.5

 4 P       1.9  △2.8 P     △0.6 P     △0.3 P       0.5 P       1.7 P       2.4  △2.5
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１０．金 融 機 関 別 貸 出 金 残 高�

残�

高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　表９（注）に同じ。ただし郵便局の確定値は，ホームページによる。�
２　貸出金には金融機関貸付金，コールローンは含まない。�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

2001.  3  214,983  48,879  2,114,602  1,357,090  465,931  662,124  133,612  8,192

2002.  3  212,565  48,514  2,011,581  1,359,479  444,432  639,808  119,082  7,006

2003.  3  210,091  47,118  2,042,331  1,352,121  429,093  626,349  91,512  6,376

 

2003.  4  209,052  46,241  2,004,300  1,337,422  413,625  620,949 90,911 P     6,260

 5  208,736  46,622  1,987,356  1,333,965  413,421   621,689      90,803 P     6,318

 6 　 208,431  46,569  1,975,631  1,330,223  413,370  619,689     90,545 P     6,037

 7 　 208,908  47,472  1,944,861  1,334,631  414,431  621,144     90,841 P     5,913

 8 　 209,393  47,506  1,955,890  1,339,159  415,740  624,060     91,103 P     5,843

 9 　 209,642  49,309  1,961,442  1,344,846 　 416,293  625,429  91,511 P     6,088

 10 　 209,690  50,062  1,929,937  1,335,110  414,745  623,437 　  91,409 P     6,036

 11 　 209,921  49,592  1,952,699  1,339,627  417,515  626,850 　  91,770 P     6,200

 12 　 208,569  50,307  1,961,443  1,352,525  423,716  633,012 　  92,384 P     5,541

2004.  1 　 207,992  50,002  1,941,503  1,345,570  420,015  627,636 　  91,927 P     5,588

 2 　 208,374  49,556  1,920,332  1,347,466  419,573  626,364 　  91,897 P     5,524

 3 　 209,725 　  49,201 P 1,959,778 P 1,352,486 P    421,523     622,363 P　  91,982 P     5,763

 4 P　 209,611  48,126 P 1,911,773 P 1,335,281 P    414,708 P    617,120 P　  90,687 P     5,690

 

2001.  3  △0.3  △10.9  △0.6  1.2  △7.9  △3.7  △6.2  △16.2

2002.  3  △1.1  △0.7  △4.9  0.2  △4.6  △3.4  △10.9  △14.5

2003.  3  △1.2  △2.9  1.5  △0.5  △3.5  △2.1  △23.2 △9.0

 

2003.  4  △0.8  △3.3  △6.8  0.2  △5.5  △1.3 △21.5 P     △9.5

  5  △1.0  △2.8  △6.8  0.4  △4.9  △0.7     △20.1 P    △10.3

  6      △0.9  △4.0 △7.5  △0.2  △5.2  △1.2     △13.6 P    △10.5

  7      △0.8  △3.2  △8.6  0.5  △4.7  △0.7      △11.6 P    △10.6

  8      △0.7  △2.2  △8.4  0.5  △4.7  △0.7      △7.4 P    △10.9

 9      △0.4  △0.8      △5.5        0.6      △4.3  △0.7  △5.2 P    △11.2

 10      △0.2  3.0  △7.5  0.4  △4.4  △0.5      △4.9 P    △11.4

 11      　0.0  2.8  △7.1  0.3  △4.2  △0.5      △4.7 P    △11.0

 12 △0.0  3.4  △6.9  △0.2  △4.1  △0.8      △0.7 P    △10.4

2004.  1      　0.1  3.4  △6.9  0.4  △3.6  △0.2      △0.3 P    △10.4

 2 △0.1  3.8  △6.9  0.4  △3.6  △0.2      △0.3 P    △10.8

 3      △0.2  4.4 P     △4.0 P       0.0 P     △1.8      △0.6 P     　0.5 P     △9.6

 4 P     　0.3  4.1 P     △4.6 P     △0.2 P     　0.3 P     △0.6 P     △0.2 P     △9.1


